
�愛媛県訓令第１４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「部長」の下に「、局長」を加え、「ＮＰＯ・ボランティア推進監」を「原子力安全対策推進監」に改める

。

第５条第１項の表知事の権限に属する事務の部部長の項代決者の欄中「次長、男女共同参画局長、環境局長、水産局長、河

川港湾局長及び道路都市局長」を「局長」に改め、同項の次に次のように加える。

局長 技術監 課長

課長 課長補佐又は課長が指定した職員

第５条第１項の表知事の権限に属する事務の部課長の項代決者の欄中「ＮＰＯ・ボランティア推進監」を「原子力安全対策

推進監」に改め、同部ＮＰＯ・ボランティア推進監及び循環型社会推進監の項決裁者の欄及び同項代決者の欄中「ＮＰＯ・ボ

ランティア推進監」を「原子力安全対策推進監」に改める。

第７条中「朱書し」を「明記し」に改める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令………………………１

訓 令

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

１ 事務管理 １ 県行政の総合的な企画、調整及び運営の

基本方針に関すること。
○

２ 公文書に関

する事務

１ 条例の制定及び改廃に関すること。 ○

２ 条例の公布日の決定に関すること。 ○

３ 規則その他重要な規程の制定に関するこ

と。
○

４ 規則その他重要な規程の改廃に関するこ

と。
○

５ 重要な訓令に関すること。 ○

６ 軽易な訓令に関すること。 ○

７ 特に重要な告示、公告、公示、掲示その

他の公表に関すること。
○

８ 重要な告示、公告、公示、掲示その他の

公表に関すること。
○

９ 軽易な告示、公告、公示、掲示その他の ○
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公表に関すること。

１０ 特に重要な指令、達、通達、通知、申請

、照会等に関すること。
○

１１ 重要な指令、達、通達、通知、申請、照

会等に関すること。
○

１２ 軽易な指令、達、通達、通知、申請、照

会等に関すること。
○

１３ ファイル管理表及びファイル管理総括表

の作成（愛媛県文書管理規程（以下「文書

管理規程」という。）第４９条第１項から第

３項まで）

○

１４ 完結文書の引継ぎ（文書管理規程第５７条

）
○

３ 公文書の公

開に関する事

務

１ 公文書の公開の請求等に対する決定（愛

媛県情報公開条例（以下この部において「

条例」という。）第１０条、第１４条第３項、

条例附則第３項ただし書の規定によりなお

その効力を有するものとされている愛媛県

情報公開要綱（以下この部において「要綱

」という。）第９条第１項、第３項、第４

項）

○

２ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る期間の延長等（条例第１１条第２項、第１２

条、要綱第９条第２項）

○

３ 公文書の公開の請求に係る事案の移送（

条例第１３条第１項）
○

４ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（条例第１４条第１項

、第２項、要綱第９条第４項）

○

５ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る不服申立て等に関すること。

� 愛媛県公文書公開審査会への諮問等（

条例第１７条、第１８条、要綱第１２条）
○

� 処理の決定（要綱第１２条） ○

� 第三者に対する通知（条例第１４条第３

項、第２０条）
○

４ 愛媛県個人

情報保護条例

の施行に関す

る事務

１ 個人情報取扱事務の登録及びその抹消（

第７条第２項、第４項）
○

２ 愛媛県個人情報保護審議会の意見の聴取

（第７条第３項第３号、第８条第２項第６

号、第３項、第９条第５号、第１０条第２項

）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定（第２０条、第２３条第２項、第３０

条、第３５条）

○

４ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定に係る期間の延長等（第２１条第

２項、第２２条、第３１条第２項、第３２条、第

３５条）

○

５ 個人情報の開示の請求に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（第２３条第１項）
○

６ 口頭により開示請求ができる個人情報の

決定（第２５条第１項）
○

７ 個人情報の開示の請求等に対する決定に
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係る不服申立て等に関すること。

� 愛媛県個人情報保護審議会への諮問等

（第３６条、第３７条、第４１条第３項）
○

� 第三者に対する通知（第２３条第２項、

第３９条）
○

８ 個人情報の取扱いの是正の申出及び再度

の是正の申出の処理（第４０条第３項、第４１

条第４項）

○

５ 組織及び人

事管理に関す

る事務

１ 行政組織に関すること。 ○

２ 権限の委任及び配分に関すること。 ○

３ 所属職員の事務の分担に関すること。 ○

４ 部長及びこれに相当する職以上の職にあ

る者（地方機関の長の職にある者を除く。

）の国内出張、休暇、育児休業等、職務専

念義務の免除その他服務に関すること。

○

５ 職員の海外出張及び海外派遣に関するこ

と。

� 部長及びこれに相当する職以上の職に

ある者に係るもの
○

� �以外のもの ○

６ 所属の課長及びこれに相当する職以上の

職にある者の出張、休暇、育児休業等、職

務専念義務の免除その他服務に関すること

。

○

７ 所属職員の出張、休暇、育児休業等、職

務専念義務の免除その他服務に関すること

。

○

８ 法令による立入り、調査、質問等を行う

職員の任免又は指定及びその身分を示す証

票の交付

� 所属の課長及びこれに相当する職以上

の職にある者に係るもの
○

� �以外のもの ○

９ 審議会等執行機関の附属機関及びこれに

類するものの設置及び役職員の任免に関す

ること。

� 附属機関の設置 ○

� 役職員の任免（�に掲げるものを除く
。）

○

� 役職員の定型的な任免 ○

１０ 日々雇用職員（長期）の雇用承認に関す

ること。
○

１１ 審議会等附属機関及びこれに類するもの

の運営に関すること。
○

１２ 所属職員の超過勤務命令に関すること。 ○

１３ 扶養手当の認定に関すること。 ○

１４ 児童手当の認定に関すること。 ○

１５ 通勤手当及び住居手当の決定に関するこ

と。
○

１６ 単身赴任手当の決定に関すること。 ○

６ 争訟に関す

る事務

１ 不服申立て等の裁決に関すること。
○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

３



７ その他の庶

務事務

１ 知事会議その他重要な会議の開催に関す

ること。
○

２ 表彰に関すること。

� 知事表彰の被表彰者の決定

ア 栄典表彰候補者選考委員会における

選考を要する表彰に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

� 国の行う表彰の候補者の推薦

ア 栄典表彰候補者選考委員会における

選考を要する表彰に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

３ 各種資料、統計等の作成、収集又は配付

に関すること。
○

４ 研修会、講習会、講演会等の計画及び実

施に関すること。
○

５ 歳入歳出外現金、有価証券及び物品の出

納通知に関すること。
○

６ 工事金の債権譲渡承認に関すること。 ○

７ 工事に附帯する地種組替えに関すること

。
○

８ 重要な工事の一時中止に関すること。 ○

９ 軽易な工事の一時中止に関すること。 ○

１０ 公共団体の土木建築工事に関する調査、

測量、設計、指導、工事の監督及び施行に

関すること。

○

１１ 市町村費又は私費をもつて支弁する土木

工事施行に関すること。
○

８ 指導監督に

関する事務

１ 重要な許可、認可、免許、登録等の処分

及び行政代執行に関すること。
○

２ 軽易な許可、認可、免許、登録等の処分

に関すること。
○

９ 地方自治法

に基づく市町

村に対する関

与に関する事

務

１ 市町村に対する事務の運営その他の事項

についての技術的な助言及び勧告並びに資

料の提出の要求（第２４５条の４第１項）

○

２ 市町村に対する第１号法定受託事務以外

の事務の処理についての是正等の要求（第

２４５条の５第３項）

○

３ 市町村に対する自治事務の処理について

の是正等の勧告（第２４５条の６）
○

４ 市町村に対する法定受託事務の処理につ

いての是正等の指示（第２４５条の７第２項

）

○

５ 市町村に対する法定受託事務の管理執行

の是正等についての勧告、指示及び裁判の

請求（第２４５条の８第３項、第１２項）

○

６ 市町村に対する法定受託事務の管理執行

の是正等の代執行（第２４５条の８第８項、

第１２項）

○

７ 市町村の行う法定受託事務の処理基準の

決定（第２４５条の９第２項）

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○
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８ 市町村の申請等に対する許認可等の基準

の決定及び公表（第２５０条の２）

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

９ 市町村の申請等に対する許認可等の標準

処理期間の決定及び公表（第２５０条の３第

１項）

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

１０ 条例により市町村が処理することとされ

た事務の処理についての是正の要求等（第

２５２条の１７の４第１項）

○

１０ 公益法人に

関する事務

１ 設立の許可（民法第３４条） ○

２ 定款の変更の認可（民法第３８条第２項） ○

３ 寄附行為の変更の認可 ○

４ 登記完了の届出の受理（民法第４５条第１

項、第３項、第４６条第２項、第４８条、第７７

条）

○

５ 事業計画及び収支予算の届出の受理 ○

６ 事業報告、収支決算届出等の受理 ○

７ 監事異動届出の受理 ○

８ 基本財産の処分の承認 ○

９ 監事からの報告の受理（民法第５９条第３

号）
○

１０ 監督命令（民法第６７条第２項） ○

１１ 業務及び財産の状況の検査（民法第６７条

第３項）
○

１２ 設立許可の取消し（民法第７１条） ○

１３ 解散の許可 ○

１４ 残余財産の処分の許可（民法第７２条第２

項）
○

１５ 清算結了の届出の受理（民法第８３条） ○

１６ 主務大臣に対する報告 ○

１７ 特定公益増進法人の認定及び証明（所得

税法施行令第２１７条第１項第３号、法人税

法施行令第７７条第１項第３号、租税特別措

置法施行令第４０条の３第１項第３号）

○

１１ 不利益処分

に当たつての

聴聞その他意

見陳述のため

の手続に関す

る事務

１ 聴聞
○

２ 弁明の機会の付与
○

３ その他の手続
○

１２ 収支又は支

出を伴う事務

１ １，０００万円以上の税外収入（寄附の受入

れの決定を除く。）の徴収に関すること。
○

２ １，０００万円未満の税外収入（寄附の受入

れの決定を除く。）の徴収に関すること。
○

３ １件５０万円以上の寄附の受入れの決定に

関すること。
○

４ １件５０万円未満の寄附の受入れの決定に

関すること。
○

５ 次に掲げる事件の決定に関すること。
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� 工事

ア １件５億円以上の支出を伴うもの ○

イ １件１億円以上５億円未満の支出を

伴うもの
○

ウ １件１億円未満の支出を伴うもの ○

� 工事に関する業務委託

ア １件１億円以上の支出を伴うもの ○

イ １件３，０００万円以上１億円未満の支

出を伴うもの
○

ウ １件３，０００万円未満の支出を伴うも

の
○

� 用地の取得及び補償

ア １件１億円以上の支出を伴うもの ○

イ １件１億円未満の支出を伴うもの ○

� 漁業補償

ア １件７，０００万円以上の支出を伴うも

の
○

イ １件３，０００万円以上７，０００万円未満

の支出を伴うもの
○

ウ １件３，０００万円未満の支出を伴うも

の
○

� その他の支出を伴う事件

ア １件３，０００万円以上の支出を伴うも

の
○

イ １件５００万円以上３，０００万円未満の

支出を伴うもの
○

ウ １件５００万円未満の支出を伴うもの ○

６ 次に掲げるものの支出負担行為に関する

こと。

� 決裁を経た１件５億円以上の工事 ○

� 決裁を経た１件１億円以上５億円未満

の工事
○

� 決裁を経た１件１億円未満の工事 ○

� 決裁を経た１件３，０００万円以上の工事

に関する業務委託
○

� 決裁を経た１件３，０００万円未満の工事

に関する業務委託
○

� 決裁を経た１件１，０００万円以上の事件

（工事、工事に関する業務委託及び�か
ら�までに掲げるものを除く。）

○

	 決裁を経た１件１，０００万円未満の事件

（工事、工事に関する業務委託及び�か
ら�までに掲げるものを除く。）

○

� 決裁を経た退職手当 ○


 報酬、給料、諸手当（退職手当を除く

。）、恩給及び地方職員共済組合に対す

る負担金

○

� 決裁を経た医療費 ○

７ 次に掲げるものの支出命令に関すること

。

� 決裁を経た１件１億円以上の工事費 ○

� 決裁を経た１件１億円未満の工事費 ○
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� 決裁を経た１件３，０００万円以上の工事

に関する業務委託費
○

� 決裁を経た１件３，０００万円未満の工事

に関する業務委託費
○

� 決裁を経た１件１，０００万円以上の事件

の経費（工事費、工事に関する業務委託

費及び�から�までに掲げるものを除く
。）

○

� 決裁を経た１件１，０００万円未満の事件

の経費（工事費、工事に関する業務委託

費及び�から�までに掲げるものを除く
。）

○

� 決裁を経た退職手当 ○

� 報酬、給料、諸手当（退職手当を除く

。）、恩給及び地方職員共済組合に対す

る負担金

○

� 決裁を経た医療費 ○

１３ 工事の請負

契約に係る請

負者の選定に

関する事務

１ 工事の請負契約に係る請負者の選定に関

すること。

� １件の設計金額が１億円以上のもの ○

	 １件の設計金額が５，０００万円以上１億

円未満のもの
○

� １件の設計金額が５，０００万円未満のも

の
○

１４ 用品調達に

関する事務

１ 用品交付代価の徴収及び用品調達特別会

計への振替
○

１５ 公有財産、

物品及び債権

に関する事務

１ 公有財産の取得に関すること。

� 購入（愛媛県公有財産及び債権に関す

る事務取扱規則（以下この部において「

規則」という。）第６条）

ア 予定価格１件３，０００万円以上 ○

イ 予定価格１件３，０００万円未満 ○

	 寄附の受入れ（規則第８条）

ア 評価額１件３，０００万円以上 ○

イ 評価額１件３，０００万円未満 ○

� 新築、増築又は移築（規則第９条） ○

� 登記、登録等（規則第１１条） ○

２ 公有財産の管理に関すること。

� 所管換え、所属換え等（規則第１９条、

第２０条）
○

	 普通財産の貸付け並びに貸付期間の延

長及び更新（規則第２２条、第２３条）

ア イ以外のもの ○

イ 電柱、掲示板等の設置を目的とする

もの
○

� 普通財産の使用目的又は原形の変更承

認（規則第２４条）
○

� 行政財産の用途の変更又は廃止（規則

第２８条）
○

� 行政財産の使用許可（規則第２９条）

ア イ以外のもの ○

イ 電柱、掲示板等の設置を目的とする ○
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もの

� 行政財産の使用目的又は原形の変更承

認（規則第２４条、第３０条）
○

� 災害共済に関すること。 ○

� 公舎、職員住宅等の管理に関すること

。
○

３ 公有財産の処分に関すること。

� 普通財産の売払い又は譲与（規則第３２

条）

ア 予定価格又は評価額１件３，０００万円

以上
○

イ 予定価格又は評価額１件３，０００万円

未満
○

� 普通財産の交換（規則第３３条）

ア 評価額１件３，０００万円以上 ○

イ 評価額１件３，０００万円未満 ○

� 建物等の取壊し ○

４ 物品に関すること。

� 賃貸借

ア 賃貸借料１件５００万円以上 ○

イ 賃貸借料１件５００万円未満 ○

� 使用貸借又は処分

ア 予定価格又は評価額１件５００万円以

上
○

イ 予定価格又は評価額１件１００万円以

上５００万円未満
○

ウ 予定価格又は評価額１件１００万円未

満
○

５ 債権の管理に関すること。

� 強制執行等（規則第３９条） ○

� 徴収停止（規則第４０条） ○

� 履行延期の特約等（規則第４２条） ○

� 債権の免除（規則第４６条） ○

６ 財産の報告 ○

７ 愛媛県職員の職務発明等に関する規則（

以下この項において「発明規則」という。

）の施行に関すること。

� 職務発明等の認定及び特許を受ける権

利等又は特許権等の承継の決定（発明規

則第５条第１項）

○

� 特許出願等（発明規則第７条第１項） ○

� 実施補償金の特別の事情の認定及びそ

の額の算定（発明規則第１０条第２項）
○

� 不服の申出の処理に関すること（発明

規則第１５条）。
○

１６ 公の施設に

関する事務

１ 公の施設に関すること。
○

１７ 予算に関す

る事務

１ 歳出予算の移用に関すること。 ○

２ 所管の地方機関に対する予算令達に関す

ること。
○

３ 次に掲げる歳出予算の流用に関すること
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別表第２総務管理課の表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２秘書課の表を削る。

別表第２人事課の表及び職員厚生室の表を次のように改める。

。

� 各項の間又は各目の間の流用 ○

� 各節の間の流用又は節の説明に係る流

用
○

４ 歳入歳出科目の目又は節の新設に関する

こと。
○

１８ 県議会に関

する事務

１ 県議会に対する議案に関すること。
○

１９ パブリック

・コメント制

度に関する事

務

１ パブリック・コメントの実施に関するこ

と。
○

２０ 広報及び広

聴に関する事

務

１ 広報・広聴活動の実施に関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表決裁区分の

欄中「課長」とあるのは、「室長」とする。

� ２の部９の項及び１２の項から１４の項まで

� ５の部７の項及び１２の項

� ７の部３の項及び９の項

� １０の部４の項から７の項まで、９の項、１５の項及び１６の項

２ 出納長が補助執行する事務に係るこの表の適用については、同表５の部５の項及び

６の項にあつては同表決裁区分の欄中「部長」とあるのは「出納長」と、これらの項

以外の項にあつては同欄中「部長」とあるのは「出納事務局長」とする。

３ この表５の部１３の項、１４の項及び１６の項の適用については、同表決裁区分の欄中「

課長」とあるのは、「幹事課の長（出納事務局にあつては、出納事務局長）」とする

。

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

人

事

課

１ 任命等に関

する事務

１ 特別職の任免に関すること。

� 副知事及び出納長に係るもの（地方自

治法第１６２条、第１６３条、第１６５条、第

１６８条）

○

� 執行機関である委員会の委員又は委員

に係るもの
○

� 地方公営企業の管理者に係るもの（地

方公営企業法（以下「地公企法」という

。）第７条の２）

○

� 非常勤職員に関すること。

ア 法令に基づくもの ○

イ ア以外のもの ○

２ 一般職の任免に関すること（地方公務員

法（以下「地公法」という。）第１７条、教

育公務員特例法（以下「教特法」という。

）第１０条、第２２条）。

� 本庁の局長又はこれに相当する職以上

の職にある者に係るもの
○

� 本庁の課長補佐又はこれに相当する職

以上の職にある者に係るもの（�に該当
するものを除く。）

○

� �、�及び�以外のもの ○

� 臨時職員の任用に係るもの ○

３ 兼務発令に関すること。 ○

４ 社会福祉主事及び小作主事の任免に関す

ること。
○

２ 昇任及び配

置換に関する

事務

１ 職員の昇任及び配置換に関すること（地

公法第１７条、教特法第１０条、第２２条）。

� 本庁の課長補佐又はこれに相当する職

以上の職にある者に係るもの
○

� �以外のもの ○

３ 分限、懲戒

等に関する事

務

１ 分限処分に関すること（地公法第２８条、

教特法第１０条、第２２条）。

� 病気休職

ア 本庁の局長又はこれに相当する職以

上の職にある者に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

� その他の分限処分 ○

２ 懲戒処分に関すること（地公法第２９条、

教特法第１０条、第２２条）。
○

４ 服務に関す

る事務

１ 営利企業等の従事許可等に関すること（

地公法第３８条、教特法第２１条第１項、第２２

条）。

� 部長及びこれに相当する職にある者 ○

� �以外のもの ○

２ 在籍専従の許可（地公法第５５条の２） ○

３ 地方公営企業職員の指定職の指定（地公

企法第３９条第２項）
○
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４ 証人、鑑定人又は参考人等として官公署

へ出頭した場合の取扱いについて（昭和４２

年７月１日付け総務部長通知）による諸報

告

○

５ 結核療養休暇の許可

� 本庁の部長又はこれに相当する職以上

の職にある者に係るもの
○

� 本庁の局長又はこれに相当する職にあ

る者に係るもの
○

� 本庁の課長又はこれに相当する職にあ

る者に係るもの
○

� �、�及び�以外のもの ○

５ 給与等に関

する事務

１ 給料の決定に関すること（職員の給与に

関する条例（以下この部において「給与条

例」という。）及び技能労務職員の給与の

種類及び基準を定める条例（以下この部に

おいて「技能労務職員の給与条例」という

。））。

� 定期昇給（給与条例第４条）

ア 本庁の課長補佐又はこれに相当する

職以上の職にある者に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

� 特別昇給（給与条例第４条）

ア 本庁の部長若しくは局長又はこれら

に相当する職にある者に係るもの
○

イ 本庁の課長補佐又はこれに相当する

職以上の職にある者に係るもの（アに

該当するものを除く。）

○

ウ ア及びイ以外のもの ○

� �及び�以外の給料の決定（給与条例
第４条）

ア 本庁の部長若しくは局長又はこれら

に相当する職にある者に係るもの
○

イ 本庁の課長補佐又はこれに相当する

職以上の職にある者に係るもの（アに

該当するものを除く。）

○

ウ ア及びイ以外のもの ○

２ 諸手当に関すること（給与条例及び技能

労務職員の給与条例）。

� 初任給調整手当の支給額等の決定（給

与条例第７条）
○

� 勤勉手当の支給基準の決定（給与条例

第１９条の４）
○

� 勤勉手当の成績率の決定（給与条例第

１９条の４）

ア 本庁の部長若しくは局長又はこれら

に相当する職にある者に係るもの
○

イ 本庁の課長補佐又はこれに相当する

職以上の職にある者に係るもの（アに

該当するものを除く。）

○

ウ ア及びイ以外のもの ○

３ 旅費に関すること。

� 旅費の調整及び級格付に関すること。 ○
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別表第２職員厚生室の表決裁区分の欄（同表４の部に係るものを除く。）を次のように改める。

別表第２職員厚生室の表４の部を次のように改める。

６ 愛媛県議会

の議員その他

非常勤の職員

の公務災害補

償等に関する

条例の施行に

関する事務

１ 災害の公務上外の認定（第３条） ○

２ 補償の決定（３を除く。）（第７条から

第９条まで、第１１条、第１４条、第１５条）
○

３ 年金による補償の決定（第１１条） ○

４ 求償権の行使

○

７ 人事相談に

関する事務

１ 職員巡回指導計画の策定及び実施
○

８ 表彰等に関

する事務

１ 愛媛県職員等表彰規則による表彰 ○

２ 退職する職員に対して感謝状を授与する

ことについて（昭和３９年４月制定）による

感謝状等の授与

○

９ 行政の合理

化に関する事

務

１ 都道府県及び中四国ブロックの管理改善

研究会に関すること。 ○

１０ 行政管理に

関する事務

１ 事務事業の進行管理、管理改善及び効果

測定に関すること。
○

備考 愛媛県立医療技術短期大学（以下「医療技術短期大学」という。）の学長、教員及び助手に係
るこの表の適用については、次のとおりとする。
� １の部２の項�事項の欄及び３の部１の項�ア同欄中「本庁の局長又はこれに相当する職以
上の職にある者」とあるのは、「学長」とする。
� １の部２の項�事項の欄、２の部１の項�同欄、５の部１の項�ア同欄、同項�イ同欄、同
項�イ同欄及び同部２の項�イ同欄中「本庁の課長補佐又はこれに相当する職以上の職にある
者」とあるのは、「学長、教授及び助教授」とする。
� ４の部１の項�事項の欄中「部長及びこれに相当する職にある者」とあるのは、「学長」と
する。
� ４の部５の項�事項の欄中「本庁の部長又はこれに相当する職以上の職にある者」とあるの
は、「学長」とする。
� ４の部５の項�事項の欄中「本庁の局長又はこれに相当する職にある者」とあるのは、「学
長」とする。
� ４の部５の項�事項の欄中「本庁の課長又はこれに相当する職にある者」とあるのは、「教
授」とする。
� ５の部１の項�ア事項の欄及び同部２の項�ア同欄中「本庁の部長若しくは局長又はこれら
に相当する職にある者」とあるのは、「学長」とする。

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 室長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

１２



別表第２財政課の表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２税務課の表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２税務課の表中２の部の次に次のように加える。

４ 職員の福利

厚生に関する

事務

１ 職員の福利厚生計画の決定 ○

２ 職員の福利厚生事業の実施 ○

３ 職員の衛生管理の総合調整 ○

４ 職員の衛生管理の実施 ○

５ 図書室の管理運営 ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

３ 市町村交付

金等に関する

事務

１ 個人の県民税に係る徴収取扱費の交付（

地方税法（以下この部において「法」とい

う。）第４７条第１項）

○

２ 利子割の交付（法第７１条の２６第１項） ○

３ 地方消費税に係る徴収取扱費の支払（法

第７２条の１１３第１項、法附則第９条の１４第

１項）

○

４ 地方消費税の清算（法第７２条の１１４第１

項、第２項、法附則第９条の１５）
○
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別表第２市町村課の表を次のように改める。

５ 地方消費税の交付（法第７２条の１１５第１

項、法附則第９条の１５）
○

６ ゴルフ場利用税の交付（法第１０３条） ○

７ 自動車取得税の交付（法第６９９条の３２第

１項）
○

８ 軽油引取税の交付（軽油引取税の特別徴

収義務者に対する交付金交付要綱（昭和４８

年１０月１９日付け総務部長通知））

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

私

学

文

書

課

１ 私立学校に

関する事務

１ 学校教育法に関すること。

� 私立学校（専修学校及び各種学校を除

く。）の設置、廃止及び設置者の変更の

認可（第４条）

○

� 私立学校（専修学校及び各種学校を除

く。）に係る�に掲げるもの以外の認可
（第４条）

○

� 専修学校の設置、廃止、設置者の変更

及び目的の変更の認可（第８２条の８）
○

� 各種学校の設置、廃止、設置者の変更

等の認可（第４条、第８３条）
○

� 私立学校の学校閉鎖命令（第１３条） ○

� 専修学校及び各種学校の設置勧告及び

教育の停止命令（第８４条）
○

２ 私立学校法に関すること。

� 学校法人の寄附行為の認可（第３１条） ○

� 準学校法人の寄附行為の認可（第３１条

、第６４条）
○

� 学校法人の解散の認可又は認定及び合

併の認可（第５０条、第５２条）
○

� 準学校法人の解散の認可又は認定及び

合併の認可（第５０条、第５２条、第６４条）
○

� 学校法人及び準学校法人の寄附行為の

補充（第３２条、第６４条）
○

� 学校法人及び準学校法人の収益事業の

種類の決定及び停止命令（第２６条、第６１

条、第６４条）

○

� 学校法人の寄附行為の変更の認可（第

４５条）
○

� 準学校法人の寄附行為の変更の認可（

第４５条、第６４条）
○

	 学校法人及び準学校法人の解散命令（

第６２条、第６４条）
○

３ 日本私学振興財団に関すること。 ○

４ 私立学校教職員共済組合に関すること。 ○

５ 私立学校の生徒旅客運賃割引証に関する

こと。
○

２ 宗教法人法

の施行に関す

１ 登記に関する届出の受理（第９条） ○

２ 宗教法人の規則、規則変更、合併及び解
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る事務 散の認証（第１４条、第２８条、第３９条、第４６

条、第８２条）

○

３ 財産目録等の写しの受理（第２５条第４項

）
○

４ 報告の徴収及び質問（第７８条の２第１項

）
○

５ 宗教法人審議会の意見聴取（第７８条の２

第２項、第７９条第４項、第８０条第５項）
○

６ 宗教法人の公益事業以外の事業の停止命

令（第７９条第１項）
○

７ 認証の取消し（第８０条第１項、第２項、

第６項）
○

８ 裁判所に対する宗教法人の解散命令の請

求（第８１条第１項）
○

３ 行政書士法

の施行に関す

る事務

１ 行政書士試験の実施（第３条、第４条の

１６）

� 行政書士試験の受験願書（県外居住者

に係るものに限る。）の受理（愛媛県行

政書士法施行細則第５条第１項）

○

� �以外のもの ○

２ 行政書士試験事務の委任及び委任の撤回

（第４条第１項、第４条の４第１項、第４

条の１５）

○

３ 指定試験機関に関すること。

� 変更の届出についての措置（第４条の

４第２項、第３項）
○

� 試験事務規程の変更についての意見の

通知（第４条の８第２項）
○

� 事業計画及び収支予算についての意見

の通知（第４条の９第２項）
○

� 事業報告書及び収支決算書の受理（第

４条の９第３項）
○

� 必要な措置の指示（第４条の１１第２項

）
○

� 報告の徴収及び立入検査（第４条の１２

第２項）
○

� 試験事務の休廃止の許可についての意

見の具申（第４条の１３第３項）
○

４ 行政書士事務所の立入検査（第１３条） ○

５ 行政書士の業務の禁止等の処分（第１４条

）
○

６ 行政書士会の会則及び会則の変更の認可

（第１６条の２）
○

７ 行政書士会の報告の受理（第１７条） ○

４ 私立大学に

関する事務

１ 私立大学に関すること。
○

５ 文書管理に

関する事務

１ 文書の浄書（文書管理規程第３２条） ○

２ 文書等の発送（文書管理規程第３５条第１

項、第３項、第４項）
○

３ 県報登載（文書管理規程第３７条から第３９

条まで）
○

４ 文書の保存期間の特例の協議（文書管理

規程第５５条）
○
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別表第２私学文書課の表の次に次のように加える。

５ 完結文書の引継ぎ（文書管理規程第５８条

第２項）
○

６ 保存文書の利用及び庁外持出しの承認（

文書管理規程第６１条）
○

７ 保存文書の閲覧及び写しの交付の協議（

文書管理規程第６３条第１項）
○

８ 保存文書の廃棄（文書管理規程第６４条第

１項、第６５条）
○

９ 浄書経費の分担割合の決定 ○

１０ 掲示板への掲示の承認 ○

６ 文書事務の

総括に関する

事務

１ 文書事務の調査指導（文書管理規程第４

条）
○

２ 文書記号の協議（文書管理規程第４５条第

４項）
○

３ ファイル管理表及びファイル管理総括表

の調整（文書管理規程第４９条第４項）
○

７ 愛媛県公印

規程の施行に

関する事務

１ 特殊公印の作成の承認（第４条） ○

２ 公印の新設、改刻及び廃止の承認及び告

示（第６条、第１０条）
○

３ 公印の登録（第７条） ○

４ 公印刷込み承認届の受理（第１３条第２項

）
○

８ 加入電信に

関する事務

１ 加入電信の受信及び発信
○

９ 県報、官報

登載及び県法

規集に関する

事務

１ 愛媛県報発行規程に関すること。

� 号外の県報発行（第３条） ○

� 別冊の発行（第５条） ○

� 県報の配付先及び配付部数の決定（第

８条）
○

２ 愛媛県報一般広告規程に関すること。

� 一般広告の県報への掲載（第１条） ○

３ 官報報告規程に関すること。

� 官報掲載事項の報告（第５条） ○

� 官報掲載事項の訂正（第６条） ○

４ 県法規集の編集 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

市

町

村

課

１ 地方自治法

の施行に関す

る事務

１ 許認可等に関すること。

� 中核市の指定に係る同意（第２５２条の

２４第２項）
○

� 財産区の財産処分に係る同意（第２９６

条の５第２項）
○

� 財産区の不均一の課税又は徴収に係る

同意（第２９６条の５第５項）
○

� 一部事務組合の設立の許可（第２８４条

第２項）
○

� 広域連合の設立の許可（第２８４条第３

項、第２８５条の２第２項）
○
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� 全部事務組合の設立の許可（第２８４条

第５項）
○

� 役場事務組合の設立の許可（第２８４条

第６項）
○

� 一部事務組合の規約等の変更の許可（

第２８６条第１項）
○

� 一部事務組合の規約の変更の届出の受

理（第２８６条第２項）
○

� 一部事務組合の解散の届出の受理（第

２８８条）
○

� 広域連合の規約等の変更の許可（第２

９１条の３第１項、第５項）
○

� 広域連合の規約の変更の届出の処理（

第２９１条の３第３項、第５項）
○

� 広域連合が新たに事務を処理すること

とされたとき（変更されたときを含む。

）の規約の変更の届出の処理（第２９１条

の３第４項、第５項）

○

	 広域連合の広域計画の提出の受理（第

２９１条の７第３項、第６項）
○


 広域連合の解散の許可（第２９１条の１０

第１項、第３項）
○

� 全部事務組合の規約等の変更の許可（

第２９１条の１４第１項）
○

� 全部事務組合の解散の許可（第２９１条

の１４第３項）
○

 役場事務組合の規約等の変更の許可（

第２８６条第１項、第２９１条の１５第４項）
○

� 役場事務組合の規約の変更の届出の受

理（第２８６条第２項、第２９１条の１５第４

項）

○

� 役場事務組合の解散の届出の受理（第

２９１条の１５第２項）
○

� 地方開発事業団の設置の認可（第２９８

条第２項）
○

� 地方開発事業団の設置団体の数の増減

及び規約の変更の認可（第２９８条第２項

）

○

� 地方開発事業団の規約の変更の届出の

受理（第２９８条第３項）
○

� 市町村の財務に係る実地検査（第２５２

条の１７の６第２項）
○

２ 決定、裁定、裁決、審決等に関すること

。

� 市町村の廃置分合及び境界変更の決定

（第７条）
○

� 町村を市とし、又は村を町とする処分

の決定（第８条）
○

� 市町村の境界の決定（第９条から第９

条の３まで）
○

� 郡の廃置分合及び境界変更の決定（第

２５９条）
○

� 市町村長、収入役、議員、行政委員、
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主要公務員等の資格の決定等に関する審

査請求に対する裁決（第８７条、第１１８条

、第１２７条、第１４３条、第１６８条、第１

８０条の５、第１８４条）

○

� 再議の決定に関する審査請求に対する

裁決（第１７６条）
○

� 給与等の決定に関する審査請求に対す

る裁決（第２０６条）
○

� 財産及び公の施設の使用処分に関する

審査請求に対する裁決（第２３８条の７、

第２４４条の４）

○

� 過料の決定に関する審査請求に対する

裁決（第２５５条の３）
○

� 違法な権利侵害に関する審決請求に対

する審決（第２５５条の４）
○

� 財産区の紛争に対する裁定（第２９６条

の６）
○

３ 勧告、命令、選任等に関すること。

� 市町村長の臨時代理者の選任（第２５２

条の１７の８）
○

� 臨時選挙管理委員の選任（第２５２条の

１７の９）
○

	 財産区の議会又は総会の設置条例の制

定改廃の提案（第２９５条）
○


 財産区の事務処理の監査等（第２９６条

の６）
○

� 市町村の適正規模の勧告（第８条の２

）
○

� 一部事務組合又は広域連合の設立の勧

告（第２８５条の２第１項、第２項）
○

４ 公平委員会の事務の受託に関すること（

第２５２条の１４）。
○

５ 地方自治法施行令に関すること。

� 市町村の廃置分合及び境界変更に伴う

事務の承継市町村の決定等（第５条、第

６条）

○

� 事務引継ぎを期間内に完了しない場合

の過料の決定（第１３１条）
○

６ 市町村に対する助言に関すること。 ○

２ 市町村の合

併の特例に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 合併協議会設置の請求があつた場合の報

告等の受理及び通知（第４条第２項、第４

項、第８項から第１０項まで、第１３項、第１６

項、第２０条、第４条の２第３項、第４項、

第８項、第９項、第１１項、第１２項、第１７項

、第１８項、第２３項、第２４項）

○

２ 合併協議会設置の請求が同一の内容であ

ることの確認（第４条の２第２項）
○

３ 合併協議会設置の勧告（第１６条の２第１

項）
○

３ 住民基本台

帳法の施行に

関する事務

１ 住民基本台帳の脱漏等に関する市町村長

への通報（第１２条の３）
○

２ 市町村の執行機関に対する本人確認情報

の提供（磁気ディスクの送付によるものに

限る。）（第３０条の７第４項）

○
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３ 指定情報処理機関への本人確認情報処理

事務の委任及び委任の解除（第３０条の１０第

１項、第３０条の２６第１項）

○

４ 指定情報処理機関に情報提供手数料を収

受させることの決定及びその額の承認（第

３０条の１０第４項、第５項）

○

５ 指定情報処理機関に対する指示（第３０条

の２２第２項）
○

６ 指定情報処理機関に対する報告の徴収及

び立入検査（第３０条の２３第２項）
○

７ 本人確認情報の安全確保措置（第３０条の

２９第１項）
○

８ 提供を受けた本人確認情報の安全確保措

置（第３０条の３３第１項）
○

９ 自己の本人確認情報の開示等（第３０条の

３７第２項、第３０条の３８第２項）
○

１０ 自己の本人確認情報の訂正、追加又は削

除の申出の処理（第３０条の４０）
○

１１ 住民票コードの利用制限に関すること。

� 中止勧告及び必要な措置の勧告（第３０

条の４３第４項）
○

� 命令（第３０条の４３第５項） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第３４条の２

第１項）
○

１２ 市町村長の処分に対する審査請求に対す

る裁決（第３１条の３）
○

１３ 関係市町村長の意見が異なる場合の決定

（第３３条）
○

１４ 市町村長に対する資料の要求（第３７条） ○

１５ 国に対する資料の提供（第３７条第２項） ○

４ 地方財政法

の施行に関す

る事務

１ 市町村債の配分で重要なもの ○

２ 市町村債の配分で軽易なもの ○

３ 市町村債の許可予定額の通知 ○

５ 地方交付税

法の施行に関

する事務

１ 市町村の提出する交付税の算定に関する

資料の審査及び総務大臣への送付（第５条

）

○

２ 市町村に係る地方交付税の配分等で特に

重要な事項
○

３ 市町村に係る交付税の額の算定及び交付

（第１７条）
○

４ 市町村に係る交付税の額の算定に用いた

資料に関する検査及び総務大臣への報告（

第１７条の３）

○

５ 市町村の交付税の額の算定方法に関する

総務大臣への意見の申出の経由（第１７条の

４）

○

６ 市町村の総務大臣への審査の申立て及び

総務大臣の審査結果の市町村への通知の経

由（第１８条）

○

７ 市町村の総務大臣への異議の申出及び総

務大臣の決定の市町村への通知の経由（第

１９条（第２０条の２第４項において準用する

場合を含む。））

○
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６ 地方財政再

建促進特別措

置法の施行に

関する事務

１ 市町村に係る財政再建計画の変更の同意

及び総務大臣への事前協議（第３条第１項

、第５項、第２２条第３項、第４項、第２５条

、地方財政再建促進特別措置法施行令（以

下この部において「政令」という。）第１３

条）

○

２ 寄附金等に関する支出の同意（政令第１２

条）
○

７ 交通安全対

策特別交付金

に関する政令

の施行に関す

る事務

１ 市町村に係る交通安全対策特別交付金の

額の算定に用いる資料の提出（第６条）

○

８ 地方公営企

業法の施行に

関する事務

１ 市町村に係る地方公営企業の指導（第４１

条）
○

２ 市町村公営企業の財政再建計画の変更の

同意及び総務大臣への事前協議（第４４条第

１項、第３項、第４９条第３項、第５１条、地

方公営企業法施行令第３４条）

○

９ 辺地に係る

公共的施設の

総合整備のた

めの財政上の

特別措置等に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 市町村が定める総合整備計画の事前協議

及び総務大臣への提出（第３条）

○

１０ 公有地の拡

大の推進に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 市町村に係る土地開発公社の設立の認可

（第１０条第２項）
○

２ 市町村に係る土地開発公社の定款変更及

び解散の認可（第１４条第２項、第２２条第１

項）

○

３ 市町村に係る土地開発公社に対する報告

の徴収及び立入検査（第１９条第２項）
○

４ 市町村に係る土地開発公社に対する措置

命令（第１９条第５項）
○

１１ 地方税法の

施行に関する

事務

１ 課税権の帰属又は承認等について市町村

長の意見が異なる場合の措置（第８条）
○

２ 法人税額の分割の基準となる従業者数の

修正等の決定通知に対し関係市町村長に不

服がある場合の措置（第３２１条の１５）

○

３ 固定資産の評価等に関すること。

� 固定資産評価基準に関すること（第３

８８条第１項、固定資産の評価の基準並び

に評価の実施の方法及び手続を定める件

（昭和３８年１２月自治省告示第１５８号））

。

ア 提示平均価額の算定 ○

イ 基準地の適正な時価についての検討

及び所要の調整
○

ウ ア及びイ以外のもの ○

� 知事が評価する固定資産の価格等の決

定、配分及び通知（第３８９条第１項、第

３９３条）

○

� 知事が評価する固定資産の価格等の配
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分に係る調整の申出があつた場合の措置

、当該固定資産の配分価格等の調整並び

に当該価格等の決定又は配分についての

異議申立てに対する決定を行つた場合の

措置（第３８９条第４項、第５項、第３９９

条）

○

� 固定資産の価格の修正登録の勧告（第

４１９条）
○

� 固定資産の価格の修正に関する総務大

臣の指示があつた場合の措置（第４２２条

の２）

○

� 固定資産の評価に係る市町村長に対す

る援助（第４０１条）
○

� 固定資産の価格等の概要調書の作成及

び送付（第４２２条）
○

４ 市町村税に関する統計及び報告 ○

１２ 国有資産等

所在市町村交

付金法の施行

に関する事務

１ 市町村の廃置分合等があつた場合の国有

資産等所在市町村交付金の交付を求める権

利の承継につき関係市町村長の意見が異な

る場合の措置（国有資産等所在市町村交付

金法施行令第４条）

○

１３ 国有提供施

設等所在市町

村助成交付金

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 土地、建物又は工作物に係る価格の総務

大臣に対する報告（国有提供施設等所在市

町村助成交付金に関する法律施行令（以下

この部において「政令」という。）第６条

）

○

２ 市町村助成交付金の額等の市町村長に対

する通知（政令第７条）
○

３ 市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤

があつた場合の措置（政令第８条）
○

１４ 航空機燃料

譲与税法の施

行に関する事

務

１ 市町村長が提出する譲与税額の算定に用

いる資料の総務大臣への進達（第５条）
○

１５ 地方特例交

付金等の地方

財政の特別措

置に関する法

律の施行に関

する事務

１ 市町村交付金の算定及び交付（第１０条） ○

２ 市町村交付金の額の算定に用いる資料の

審査及び検査等（第１１条第２項、第４項）
○

３ 市町村の総務大臣への審査の申立て及び

総務大臣の審査結果の市町村への通知並び

に市町村の総務大臣への異議の申立て及び

総務大臣の決定の市町村への通知の経由（

第１２条、地方交付税法第１８条、第１９条第７

項、第８項）

○

１６ 地方公務員

等共済組合法

の施行に関す

る事務

１ 業務及び財産の状況の監査（地方公務員

等共済組合法施行令第６７条第１項）
○

２ 組合に対する承認（地方公務員等共済組

合法施行規程第１６６条第１項）
○

１７ 地域総合整

備資金の貸付

けに関する事

務

１ 地域振興民間能力活用事業計画の策定及

び貸付対象事業の認定等（愛媛県地域総合

整備資金貸付要綱（平成元年１０月６日制定

。以下この部において「要綱」という。）

第３条、第１０条第２項）

○

２ 貸付金の繰上償還の決定（要綱第１３条） ○

３ 貸付けの決定及び取消し（要綱第１５条第

１項から第３項まで、第５項、第６項）
○
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４ 事業内容の変更の承認（要綱第１５条第４

項）
○

５ 貸付対象事業の完了届の受理（要綱第１８

条）
○

６ 貸付対象施設の状況等の調査及び報告の

徴収等（要綱第１９条）
○

７ 貸付対象施設の変更又は処分の承認（要

綱第２０条）
○

８ 貸付けに係る支出事務、徴収事務等の委

託（要綱第２２条）
○

９ 市町村の貸付けに係る意見具申（愛媛県

地域総合整備資金貸付制度取扱要領第１０の

４）

○

１８ 多極分散型

国土形成促進

法の施行に関

する事務

１ 振興拠点地域基本構想の作成及び協議（

第７条第１項）
○

２ 関係市町村に対する協議（第７条第４項

、第１０条第２項）
○

３ 振興拠点地域基本構想の公表（第８条第

３項、第１０条第２項）
○

４ 振興拠点地域基本構想の変更及び変更協

議（第１０条第１項）
○

１９ 地域環境整

備事業に関す

る事務

１ 事業費の配分決定

○

２０ 離島振興法

の施行に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び変更（第４条第

１項、第６項、第１０項）
○

２ 離島振興計画案の提出の要求（第４条第

４項、第１０項）
○

２１ 過疎地域自

立促進特別措

置法の施行に

関する事務

１ 過疎地域自立促進方針の作成（第５条） ○

２ 過疎地域自立促進市町村計画の作成及び

変更についての協議（第６条第１項、第６

項）

○

３ 過疎地域自立促進県計画の作成及び変更

（第７条）
○

２２ 半島振興法

の施行に関す

る事務

１ 半島振興対策実施地域の指定の申請（第

２条第１項）
○

２ 関係市町村長に対する協議（第２条第２

項、第３条第３項、第５項）
○

３ 半島振興計画の作成及び協議（第３条第

１項）
○

４ 半島振興計画の変更及び変更協議（第３

条第１項、第５項）
○

２３ 防災のため

の集団移転促

進事業に係る

国の財政上の

特別措置等に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 市町村の集団移転促進事業計画に関する

意見の申出等（第３条）
○

２ 市町村の集団移転促進事業の実施に関す

る助言、指導等（第９条）
○

２４ 市町村の基

本構想に関す

る事務

１ 策定の助言等

○

２５ 広域市町村 １ 策定の助言等
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別表第２行政私学課の表を次のように改める。

圏計画に関す

る事務

○

２６ 地方拠点都

市地域の整備

及び産業業務

施設の再配置

の促進に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 地方拠点都市地域の指定、変更及び解除

（第４条第１項、第４項、第５条）
○

２ 主務大臣に対する協議（第４条第２項、

第５条第２項）
○

３ 関係市町村に対する協議（第４条第３項

、第５条第２項）
○

４ 基本計画の同意及び変更の同意（第６条

第１項、第７項、第７条）
○

２７ 誇れるふる

さとづくり総

合支援事業費

補助金交付要

綱（平成１４年

３月２８日制定

）の施行に関

する事務

１ 補助金の地方局への配分の決定（第３条

）

○

２８ 市町村との

情報連絡に関

する事務

１ 市町村との情報の連絡調整

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

行

政

シ

ス

テ

ム

改

革

課

１ 行政評価シ

ステムに関す

る事務

１ 行政評価システムの決定に関すること。 ○

２ 行政評価システムについての総合調整に

関すること。
○

３ その他行政評価システムの実施に関する

こと。
○

２ 県の制度の

見直しに関す

る事務

１ 県の制度の見直しの決定に関すること。 ○

２ 県の制度の見直しについての総合調整に

関すること。
○

３ その他県の制度の見直しの実施に関する

こと。
○

３ 行政改革大

綱の推進に関

する事務

１ 行政改革大綱の推進に関すること。

○

４ 行政改革の

進行管理に関

する事務

１ 行政改革の進行管理に関すること。

○

５ 地方分権の

推進に関する

事務

１ 地方分権の推進に関すること。

○

６ 規制緩和に

関する事務の

総括に関する

事務

１ 規制緩和に係る総合調整に関すること。

○

７ 広域的自治

体の在り方に

関する事務

１ 広域的自治体の在り方に関すること。

○

８ 県の業務の

外部委託の推

１ 県の業務の外部委託の推進に関すること

。 ○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

２３



別表第２企画調整課の表を次のように改める。

進に関する事

務

９ 民間資金等

の活用による

公共施設等の

整備等の推進

に関する事務

（他の主管に

属するものを

除く。）

１ 民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の推進に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）。

○

１０ 公社等外郭

団体の運営等

に係る総合調

整に関する事

務

１ 公社等外郭団体の運営等に係る総合調整

に関すること。

○

１１ パブリック

・コメント制

度に関する事

務の総括に関

する事務

１ パブリック・コメント制度の決定に関す

ること。
○

２ パブリック・コメント制度についての総

合調整に関すること。
○

３ その他パブリック・コメント制度の実施

に関すること。
○

１２ 行政手続に

関する事務の

総括に関する

事務

１ 条例又は規則に基づく処分等に係る行政

手続制度の決定に関すること。
○

２ 行政手続制度についての総合調整に関す

ること。
○

３ その他行政手続制度の実施に関すること

。
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

企

画

調

整

課

１ 県政の総合

企画及び総合

調整に関する

事務

１ 県政に係る総合企画及び総合調整に関す

ること。
○

２ 国立大学及

び国立高等専

門学校に関す

る事務

１ 国立大学及び国立高等専門学校に関する

こと。
○

３ 広域連携に

関する事務

１ 四国４県連携の推進 ○

２ 地域連携軸構想の推進 ○

３ その他広域連携に関すること。 ○

４ 地域計画に

関する事務

１ 長期計画の策定及び推進 ○

２ 国の委託調査 ○

５ 国土総合開

発に関する事

務

１ 国土総合開発計画策定関連事務

○

６ 四国地方開

発促進法の施

行に関する事

務

１ 開発促進計画の策定に係る意見の具申（

第３条第３項）
○

２ 四国地方開発推進委員会に関すること。
○

７ 広域交流圏

の形成に関す

１ 広域交流圏の形成に関すること。

○
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別表第２県政広報課の表を削る。

別表第２交通対策課の表、ふるさと整備課の表、統計課の表及び情報政策課の表を次のように改める。

る事務

８ 県の主要施

策の策定及び

推進に関する

事務

１ 県の主要施策の策定及び推進

○

９ 地方行政連

絡会議法の施

行に関する事

務

１ 四国地方行政連絡会議に関すること。

○

１０ 知事会に関

する事務

１ 全国知事会に関すること。 ○

２ 四国知事会に関すること。 ○

１１ 新規に発生

した重要課題

への対応に関

する事務

１ 新規に発生した重要課題への対応

○

１２ 地方自治法

の施行に関す

る事務

１ 主要施策の成果報告書の作成

○

１３ 国土総合開

発事業調整費

に関する事務

１ 調査事業調整費に関すること。

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

交

通

対

策

課

１ 総合交通対

策の総合企画

、総合調整及

び推進に関す

る事務

１ 総合交通対策の総合企画、総合調整及び

推進
○

２ 総合交通計画の策定 ○

２ 太平洋新国

土軸構想の推

進に関する事

務

１ 太平洋新国土軸構想の推進 ○

２ 豊予海峡ルートの建設推進

○

３ 航空に関す

る事務

１ 航空網の整備充実に関すること。
○

４ 空港及び空

港周辺地域の

整備推進に関

する事務

１ 空港の整備推進に関すること。

� 拡張整備の推進 ○

２ 空港周辺地域の整備推進に関すること。
○

５ 松山空港地

域活性化構想

の推進に関す

る事務

１ 松山空港地域活性化構想に関すること。

� 実施計画の策定及び変更 ○

� 実施計画に基づく施策の推進 ○

２ 松山空港地域活性化連絡会議に関するこ

と。
○

６ 鉄道、海上

交通運輸その

他交通運輸に

関する事務

１ 新幹線鉄道の推進及び鉄道網の整備推進 ○

２ 海上交通運輸その他交通運輸に関するこ

と。 ○
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組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

国

際

交

流

課

１ 国際交流に

関する事務

１ 都道府県国際交流推進協議会に関するこ

と。
○

２ 海外友好親善事業に関すること。 ○

３ 国際交流員に関すること。

� 受入方針に関すること。 ○

� その他国際交流員に関すること。 ○

４ 在県留学生に関すること。 ○

２ 国際協力に

関する事務

１ 海外技術研修員の受入れに関すること。

� 受入方針に関すること。 ○

� その他海外技術研修員に関すること。 ○

２ 青年海外協力隊の募集・啓発事業の実施 ○

３ 海外移住に

関する事務

１ 海外移住に関すること。
○

４ 旅券法の施

行に関する事

務

１ 一般旅券の発給の申請の受理（第３条、

旅券法施行規則（以下この部において「省

令」という。）第３条第１項、第２項）

○

２ 一般旅券に係る申請を外務省で行う必要

性の認定（第３条第１項、第８条第３項、

第９条第４項、第１０条第３項、第１２条第３

項）

○

３ 一般旅券の交付（第７条第１項、第２項

、第８条第３項、第９条第４項、第１０条第

３項、第１２条第３項、省令第６条第３項、

第５項）

○

４ 一般旅券の交付を外務大臣が行う必要性

の認定（第７条第１項、第８条第３項、第

９条第４項、第１０条第３項、第１２条第３項

）

○

５ 一般旅券の渡航先の追加の申請の受理（

第３条第３項、第４項、第８条第１項、第

３項、省令第３条第１項、第２項）

○

６ 一般旅券の記載事項の訂正（第３条第４

項、第９条第１項、第４項、旅券法施行令

（以下この部において「政令」という。）

第４条第３号、省令第３条第１項、第２項

、第５項）

○

７ 一般旅券の職権による作成又は訂正（第

９条第３項、政令第４条第４号）
○

８ 一般旅券の再発給の申請の受理（第３条

第３項、第４項、第１０条第１項、第３項、

省令第３条第１項、第２項）

○

９ 一般旅券の査証欄の増補（第３条第４項

、第１２条第１項、第３項、政令第４条第１

項第６号、省令第３条第１項、第２項、第

５項）

○

１０ 一般旅券の発給をしない場合等の通知及

び一般旅券の返納命令に係る書面の交付（

第１４条、第１９条第４項、政令第４条第１項

第７号）

○

１１ 一般旅券の紛失又は焼失に係る届出の受 ○
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理（第１７条）

１２ 返納された一般旅券の還付（第１９条第６

項）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

統

計

課

１ 統計法の施

行に関する事

務

１ 申告命令（第５条） ○

２ 統計主事資格の事実認定（第１０条第４項

第１号）
○

３ 実地調査（第１３条） ○

４ 調査区の設定及び変更 ○

５ 統計調査員及び指導員の任免（第１２条） ○

６ 調査票の進達 ○

７ 結果の公表（第１６条） ○

８ 統計調査の実施計画 ○

９ 統計調査実施に伴う関係機関との協調（

第１７条）
○

１０ 調査票等関係書類の利用（第１５条） ○

１１ 届出を要する統計調査の進達（第８条） ○

１２ 調査票の配布、取集、審査及び集計 ○

１３ 統計事務の指導 ○

１４ 統計調査員及び指導員の指揮監督 ○

２ 統計報告調

整法の施行に

関する事務

１ 統計調査受託書の提出

○

３ 統計功労者

の表彰に関す

る事務

１ 統計功労者の表彰

○

はん

４ 汎用コンピ

ュータシステ

ムに関する事

務

はん

１ 汎用コンピュータの機種決定 ○
はん

２ 汎用コンピュータシステムの管理及び運

用
○

はん

３ 汎用コンピュータシステムの利用の推進 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

情

報

政

策

課

１ 高度情報化

対策の総合企

画、総合調整

及び推進に関

する事務

１ 高度情報化対策の総合企画、総合調整及

び推進

○

２ テレトピア

構想等地域情

報化の推進に

関する事務

１ 推進計画の策定 ○

２ 推進体制の整備に関すること。

○

３ 行政情報ネ

ットワークシ

ステムに関す

る事務

１ 行政情報ネットワークシステムの開発 ○

２ 行政情報ネットワークシステムの管理及

び運用
○

３ 行政情報ネットワークシステムの安全対 ○
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別表第２情報政策課の表の次に次の２表を加える。

別表第２県民交流課の表を次のように改める。

策

４ 情報スーパ

ーハイウェイ

に関する事務

１ 情報スーパーハイウェイネットワークシ

ステムの開発
○

２ 情報スーパーハイウェイネットワークシ

ステムの管理及び運用
○

３ 情報スーパーハイウェイネットワークシ

ステムの利用促進
○

４ 情報スーパーハイウェイネットワークシ

ステムの安全対策
○

５ 地方自治情

報センターに

関する事務

１ 地方自治情報センターとの連絡協調

○

６ 総合行政ネ

ットワークに

関する事務

１ 総合行政ネットワークへの接続に関する

こと。
○

２ 総合行政ネットワークの管理及び運用に

関すること。
○

７ 電子申請シ

ステムに関す

る事務

１ 電子申請システムの構築に関すること。

○

８ 文書管理・

電子決裁シス

テムに関する

事務

１ 文書管理・電子決裁システムの構築に関

すること。
○

２ 文書管理・電子決裁システムの管理及び

運用に関すること。
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

秘

書

課

１ 庁中儀式等

に関する事務

１ 庁中儀式に関すること。 ○

２ 行幸行啓に関すること。 ○

３ 儀礼的な慶弔贈与の基準の決定 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

広

報

広

聴

課

１ 広報及び広

聴に関する事

務

１ 広報・広聴活動の総合企画及び調整 ○

２ 県政全般にわたる広報・広聴活動の実施 ○

３ 報道機関との連絡調整 ○

２ 県民世論調

査に関する事

務

１ 県民世論調査に関すること。

○

３ 県民相談に

関する事務

１ 県民相談に関すること。
○

４ 親切行政の

推進に関する

事務

１ 親切行政の推進に関すること。

○
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別表第２国際交流課の表を削る。

別表第２消防防災安全課の表決裁区分の欄（同表１３の部から１７の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

県

民

交

流

課

１ 栄典及び表

彰に関する事

務

１ 栄典に関すること。

� 叙位及び叙勲の具申（戦没者に係るも

のを除く。）
○

� 褒章条例に基づく褒章受章候補者の具

申（�に掲げるものを除く。）
○

� 褒章条例に基づく紺綬褒章受章候補者

の具申
○

� 叙位、叙勲及び褒章の受章の決定の通

知
○

� 栄典に関する事務の管理及び指導 ○

� 栄典に関する軽易な事務 ○

２ 表彰に関すること。

� 愛媛県県民賞条例による県民賞を授与

しようとする者の決定
○

� 県功労賞を授与しようとする者の決定 ○

� 県政発足記念日知事表彰の被表彰者の

決定
○

� 栄典表彰候補者選考委員会に関するこ

と。
○

� 表彰に関する事務の管理及び指導 ○

２ 広域文化交

流に関する事

務

１ 愛媛広域文化交流基盤整備の推進に関す

ること。 ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２消防防災安全課の表１３の部を次のように改める。

別表第２消防防災安全課の表１４の部決裁区分の欄、同表１５の部同欄、同表１６の部同欄及び同表１７の部同欄を次のように改め

る。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

１３ 武器等製造

法の施行に関

する事務

１ 猟銃等の製造及び販売の事業の許可（第

１７条、第１９条）
○

２ 猟銃等の製造及び販売の事業の許可の取

消し等（第６条、第１５条、第２０条）
○

３ 製造又は販売する猟銃等の種類の変更許

可（第８条、第２０条）
○

４ 猟銃等の製造事業所及び販売事業所の移

転の許可（第１２条、第２０条）
○

５ 猟銃等の製造事業者及び販売事業者から

の報告の徴収（第２４条）
○

６ 猟銃等の製造事業所及び販売事業所の立

入検査（第２５条）
○

７ 行政処分に対する不服申立ての手続にお

ける意見の聴取（第３０条）
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２参画推進課の表組織名の欄中「参画推進課」を「男女参画課」に改め、同表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２男女参画課の表の次に次の１表を加える。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

県

民

活

動

推

進

課

１ 特定非営利

活動促進法の

施行に関する

事務

１ 設立の認証（第１０条第１項） ○

２ 認証の申請の公告（第１０条第２項、第２５

条第５項、第３４条第５項）
○

３ 登記の届出の受理（第１３条第２項、第３９

条第２項）
○

４ 監事からの報告の受理（第１８条第３号） ○

５ 役員の変更等の届出の受理（第２３条第１

項）
○

６ 定款の変更の認証（第２５条第３項） ○

７ 軽微な事項に係る定款の変更の届出の受 ○
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理（第２５条第６項）

８ 事業報告書等の提出の受理（第２９条第１

項）
○

９ 仮理事及び特別代理人の選任（第３０条、

民法第５６条、第５７条）
○

１０ 事業の成功の不能による解散の認定（第

３１条第２項）
○

１１ 解散の届出の受理（第３１条第４項） ○

１２ 残余財産の譲渡の認証（第３２条第２項） ○

１３ 合併の認証（第３４条第３項） ○

１４ 清算人の届出及び清算結了の届出の受理

（第４０条、民法第７７条第２項、第８３条）
○

１５ 報告の徴収及び検査（第４１条第１項） ○

１６ 検査職員の証の交付（第４１条第３項） ○

１７ 改善命令（第４２条） ○

１８ 設立の認証の取消し（第４３条第１項、第

２項）
○

２ ボランティ

アに関する施

策の総合企画

、総合調整及

び推進に関す

る事務

１ ボランティアに関する施策の総合企画、

総合調整及び推進に関すること。

○

３ 県民による

地域社会づく

りに関する事

務

１ 県民による地域社会づくりの推進に関す

ること。
○

４ コミュニテ

ィ対策の推進

に関する事務

１ コミュニティ情報の収集及び提供並びに

コミュニティ活動の促進に関すること。
○

２ コミュニティ施設の整備に関する計画策

定及び指導
○

５ 青少年対策

に関する事務

１ 青少年問題に係る施策の実施計画の策定 ○

２ 青少年問題に係る施策の実施 ○

６ 青少年対策

に係る連絡調

整に関する事

務

１ 青少年対策に係る関係機関との連絡調整

○

７ 愛媛県青少

年保護条例の

施行に関する

事務

１ 青少年の健全な育成を阻害するおそれの

ある行為の規制に関すること。

� 不健全な興行並びに有害な図書類等及

びがん具類等の指定（第４条第２項、第

５条第２項、第５条の２第２項）

○

� 不健全な興行の指定の取消し（第４条

第５項）
○

� 不健全な広告物に係る措置命令（第７

条第２項）
○

２ 審議会への諮問（第１６条第１項） ○

３ 審議会専門委員への諮問（第１６条第１項

）
○

４ 立入調査員の指定（第１７条第１項） ○

８ 愛媛県自動

販売機の適正

１ 審議会への諮問（第９条第２項） ○

２ 措置命令及び公表（第１５条） ○
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別表第２生活課の表決裁区分の欄（同表４の部から１３の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

別表第２生活課の表４の部を削り、同表５の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表４の部とする。

な設置及び管

理に関する条

例の施行に関

する事務

３ 図書類等、がん具類等、衛生用品及びツ

ーショットダイヤル等利用カードに係る措

置命令に必要な立入調査等（第１６条第１項

）

○

４ 立入調査員の指定（第１６条第１項） ○

９ 情報公開に

関する事務の

総括に関する

事務

１ 情報公開制度の決定に関すること。 ○

２ 情報公開制度についての連絡調整に関す

ること。
○

３ 情報公開制度の広報に関すること。 ○

４ 情報公開制度に係る職員の意識啓発に関

すること。
○

５ その他情報公開の実施に関すること。 ○

１０ 個人情報保

護に関する事

務の総括に関

する事務

１ 個人情報保護制度の決定に関すること。 ○

２ 個人情報保護制度についての連絡調整に

関すること。
○

３ 個人情報保護制度の広報に関すること。 ○

４ 個人情報保護制度に係る職員の意識啓発

に関すること。
○

５ その他個人情報保護の実施に関すること

。
○

１１ 知事の資産

等の公開に関

する事務

１ 知事の資産等公開制度の決定に関するこ

と。
○

２ その他知事の資産等公開制度の実施に関

すること。
○

１２ 行政資料室

に関する事務

１ 行政資料室の管理運営に関すること。
○

１３ 情報提供に

関する事務

１ 情報提供施策の企画及び推進 ○

２ 情報提供の実施に関すること。 ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２生活課の表６の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表５の部とする。

別表第２生活課の表７の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表６の部とする。

別表第２生活課の表８の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表７の部とする。

別表第２生活課の表９の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表８の部とする。

別表第２生活課の表１０の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表９の部とする。

別表第２生活課の表１１の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表１０の部とする。

別表第２生活課の表１２の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表１１の部とする。

別表第２生活課の表１３の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表１２の部とする。

別表第２生活課の表の次に次の１表を加える。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

人

権

対

策

課

１ 同和対策の

総合企画及び

総合調整に関

する事務

１ 同和対策の総合企画及び総合調整

○

２ 同和問題の

調査及び指導

に関する事務

１ 同和問題に関する調査及び啓発指導

○

３ 地方改善対

策事業に関す

る事務

１ 地方改善対策事業の実施

○
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別表第２環境政策課の表決裁区分の欄（同表２４の部から２９の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

４ 関係団体の

指導に関する

事務

１ 同和関係団体の指導

○

５ 「人権教育

のための国連

１０年」愛媛県

行動計画の推

進及び連絡調

整に関する事

務

１ 行動計画の策定及び変更 ○

２ 行動計画に関する関係部課との連絡調整

○

６ 人権施策の

総合調整及び

推進に関する

事務

１ 人権施策に関する総合調整

○

７ 愛媛県人権

尊重の社会づ

くり条例の施

行に関する事

務

１ 基本方針の策定（第５条第１項） ○

２ 人権施策推進協議会に関すること。

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２環境政策課の表２４の部を次のように改める。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

２４ 水質汚濁防

止法の施行に

関する事務

１ 排出水の排出の規制に関すること。

� 排水基準の設定（第３条第３項） ○

� 総量削減に係る水域及び地域を定める

政令の制定及び改廃の立案に係る意見の

具申（第４条の２第３項）

○

� 総量削減基本方針の策定及び変更に係

る意見の具申（第４条の２第４項、瀬戸

内海環境保全特別措置法（以下この項に

おいて「特別措置法」という。）第１２条

の３第２項）

○

� 総量削減計画の策定及び変更（第４条

の３第１項、第３項、第６項、特別措置

法第１２条の３第２項）

○

� 総量削減計画の公告（第４条の３第５

項、特別措置法第１２条の３第２項）
○

� 総量削減計画の策定及び変更に係る市

町村長の意見の聴取（第４条の３第３項

、特別措置法第１２条の３第２項）

○

� 総量規制基準の設定（第４条の５第１

項、第２項、第４項、特別措置法第１２条

の３第２項）

○

� 改善命令等（第１３条第１項、第３項、

第１３条の２第１項）
○

	 事故時の措置命令（第１４条の２第３項

）
○


 地下水の水質の浄化に係る措置命令（

第１４条の３第１項、第２項）
○

２ 生活排水対策に関すること。

� 生活排水対策重点地域の指定及び変更

（第１４条の７第１項、第４項、第５項）
○

� 生活排水対策重点地域の指定及び変更

に係る市町村長の意見の聴取（第１４条の

７第２項、第５項）

○

� 生活排水対策推進市町村に対する助言

及び勧告（第１４条の８第５項、第７項）
○

３ 水質汚濁の防止等に関すること。

� 環境大臣への常時監視結果の報告（第

１５条第２項）
○

� 測定計画の策定（第１６条） ○
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別表第２環境政策課の表２５の部決裁区分の欄及び同表２６の部同欄を次のように改める。

別表第２環境政策課の表２９の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表３１の部とする。

別表第２環境政策課の表２８の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表３０の部とする。

別表第２環境政策課の表２７の部決裁区分の欄を次のように改め、同部を同表２９の部とする。

� 地下水の水質測定の協力要請（第１６条

の２）
○

� 水質汚濁状況の公表（第１７条） ○

� 緊急時の措置（第１８条） ○

� 環境審議会への諮問（第２１条第１項） ○

� 行政機関の長に対する措置の要請（第

２３条第４項）
○

� 行政機関の長との協議（第２３条第６項

）
○

� 関係行政機関の長等に対する協力の要

請又は意見の具申（第２４条第２項）
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２環境政策課の表２６の部の次に次のように加える。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

２７ 土壌汚染対

策法の施行に

関する事務

１ 土壌汚染状況調査に関すること。

� 調査結果の報告の受理（第３条第１項

）
○

� 人の健康に係る被害が生ずるおそれが

ない旨の確認及び取消し（第３条第１項

、土壌汚染対策法施行規則（以下この項

において「省令」という。）第１２条第５

項）

○

� 有害物質使用特定施設の土地の所有者

等への通知（第３条第２項）
○

� 報告等の命令（第３条第３項） ○

� 調査等の命令（第４条第１項） ○

� 調査の実施及び公告（第４条第２項） ○

� 届出の受理（省令第１２条第４項、第７

項）
○

２ 指定区域の指定等に関すること。

� 指定及び公示（第５条第１項、第２項

）
○

� 解除及び公示（第５条第２項、第４項

、第５項）
○

� 指定区域台帳の調製（第６条第１項） ○

� 指定区域台帳の閲覧（第６条第３項） ○

３ 健康被害の防止措置に関すること。

� 措置命令（第７条第１項、第２項） ○

� 措置の実施（第４条第２項、第７条第

３項）
○

� 指定区域内の土地の形質の変更の届出

の受理（第９条第１項から第３項まで）
○

� 計画変更命令（第９条第４項） ○

４ 報告の徴収及び立入検査（第２９条第１項

）
○

５ 公共施設管理者との協議（第３０条） ○

６ 関係行政機関の長等に対する協力の要請 ○
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別表第２環境政策課の表に備考として次のように加える。

別表第２廃棄物対策課の表決裁区分の欄（同表３の部から８の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

別表第２廃棄物対策課の表３の部を次のように改める。

及び意見の陳述（第３１条第２項）

２８ 愛媛県土砂

等の埋立て等

による土壌の

汚染及び災害

の発生の防止

に関する条例

の施行に関す

る事務

１ 土砂基準の設定、変更又は廃止に係る環

境審議会の意見の聴取（第５条第２項）
○

２ 水質基準の設定、変更又は廃止に係る環

境審議会の意見の聴取（第６条第２項）
○

３ 土砂基準に適合しない場合の住民への情

報提供（第７条第２項）
○

４ 土砂基準に適合しない場合の措置命令（

第７条第２項）
○

５ 水質基準に適合しない場合の措置命令（

第７条第３項）
○

６ 災害防止のための措置命令（第８条第２

項）
○

７ 特定事業に関すること。

� 特定事業の許可（第９条） ○

� 市町村長の意見の聴取（第１１条） ○

� 変更の許可（第１４条第１項） ○

� 変更の届出の受理（第１４条第３項） ○

� 完了の届出に係る結果の通知（第２０条

第２項）
○

� 廃止の届出に係る結果の通知（第２１条

第４項）
○

� 地位の承継の届出の受理（第２２条第２

項）
○

� 許可の取消し又は停止命令（第２３条第

１項）
○

	 措置命令（第２４条） ○

８ 立入検査等（第２６条第１項） ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

３ 廃棄物の処

理及び清掃に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 廃棄物処理計画に関すること。

� 廃棄物処理計画の策定（第５条の３第

１項）
○

� 環境審議会及び関係市町村の意見の聴

取（第５条の３第３項）
○

備考 この表３０の部及び３１の部の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあ

るのは、「原子力安全対策推進監」とする。
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� 多量排出事業者からの産業廃棄物処理

計画の受理（第１２条第７項、第１２条の２

第８項）

○

� 多量排出事業者からの産業廃棄物処理

計画の実施状況の報告の受理（第１２条第

８項、第１２条の２第９項）

○

� 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画

及び実施状況の公表（第１２条第９項、第

１２条の２第１０項）

○

２ 一般廃棄物処理施設に関すること。

� 設置及び変更の許可（第８条第１項、

第９条第１項）

ア 第８条第４項に規定する一般廃棄物

処理施設に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

� 許可の申請があつた場合における告示

及び縦覧（第８条第４項、第９条第２項

）

○

� 関係市町村長の意見の聴取（第８条第

５項、第９条第２項）
○

� 利害関係者の意見書の受理（第８条第

６項、第９条第２項）
○

� 専門的知識を有する者の意見の聴取（

第８条の２第３項、第９条第２項）
○

� 使用前検査（第８条の２第５項、第９

条第２項）
○

� 維持管理積立金の額の算定及び通知（

第８条の５第４項）
○

� 許可の取消し、改善命令及び使用停止

命令（第９条の２）

ア 第８条第４項に規定する一般廃棄物

処理施設に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

	 譲受け又は借受けの許可（第９条の５

第１項）
○


 設置法人の合併又は分割の認可（第９

条の６第１項）
○

３ 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄

物処理業に関すること。

� 業の許可（第１４条第１項、第４項、第

１４条の４第１項、第４項）
○

� 変更の許可（第１４条の２第１項、第１４

条の５第１項）
○

� 業の全部若しくは一部の廃止又は住所

等の変更の届出の受理（第７条の２第３

項、第１４条の２第３項、第１４条の５第３

項）

○

� 許可の取消し又は事業の停止命令（第

１４条の３、第１４条の６）
○

� 県警察本部長の意見の聴取（第２３条の

３第１項）
○

４ 産業廃棄物再生利用業者の指定に関する

こと。
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� 再生輸送業者の指定（廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行規則（以下この

項において「省令」という。）第９条、

愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に

関する規則（以下この項において「規則

」という。）第２条）

○

� 再生活用業者の指定（省令第１０条の３

、規則第３条）
○

� 再生利用業者の変更の指定（規則第４

条）
○

� 再生利用業の廃止又は変更の届出の受

理（規則第５条）
○

� 再生利用業者の指定の取消し等（規則

第６条）
○

� 産業廃棄物の再生利用実績報告書の受

理（規則第８条）
○

� 再生利用業者指定証の再交付（規則第

９条）
○

５ 産業廃棄物処理施設に関すること。

� 譲受け又は借受けの許可（第９条の５

第１項、第１５条の４）
○

� 設置法人の合併又は分割の認可（第９

条の６第１項、第１５条の４）
○

� 設置及び変更の許可（第１５条第１項、

第１５条の２の４第１項）

ア 第１５条第４項に規定する産業廃棄物

処理施設に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

� 許可の申請があつた場合における告示

及び縦覧（第１５条第４項、第１５条の２の

４第２項）

○

� 関係市町村長の意見の聴取（第１５条第

５項、第１５条の２の４第２項）
○

� 利害関係者の意見書の受理（第１５条第

６項、第１５条の２の４第２項）
○

� 専門的知識を有する者の意見の聴取（

第１５条の２第３項、第１５条の２の４第２

項）

○

� 使用前検査（第１５条の２第５項、第１５

条の２の４第２項）
○

	 維持管理積立金の額の算定及び通知（

第８条の５第４項、第１５条の２の３）
○


 許可の取消し、改善命令及び使用停止

命令（第１５条の３）

ア 第１５条第４項に規定する産業廃棄物

処理施設に係るもの
○

イ ア以外のもの ○

６ 廃棄物処理センターに関すること。

� 事業計画、収支予算書、事業報告書及

び収支決算書の受理（第１５条の８、第１５

条の１６、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令（以下この部において「政令

」という。）第１３条）

○
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別表第２廃棄物対策課の表４の部決裁区分の欄、同表５の部同欄、同表６の部同欄及び同表７の部同欄を次のように改める

。

別表第２廃棄物対策課の表８の部を削る。

別表第２自然保護課の表を次のように改める。

� 報告の徴収及び立入検査（第１５条の１３

第１項、第１５条の１６、政令第１３条）
○

� 監督命令（第１５条の１４、第１５条の１６、

政令第１３条）
○

７ 監督に関すること。

� 改善命令（第１９条の３第２号） ○

� 措置命令（第１９条の５、第１９条の６） ○

� 生活環境の保全上の支障の除去等の措

置（第１９条の８第１項）
○

� 支障の除去等の措置に要した費用の徴

収（第１９条の８第２項から第４項まで）
○

� 適正処理推進センターに対する協力の

要請（第１９条の９）
○

８ 廃棄物再生事業者に関すること。

� 登録（第２０条の２第１項、政令第１６条

）
○

� 登録事項の変更の届出の受理（政令第

１８条）
○

� 事業場の休廃止の届出の受理（政令第

１９条）
○

� 登録の取消し（政令第２０条） ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

自

然

保

護

課

１ 自然公園法

の施行に関す

る事務

１ 公園計画の決定、廃止及び変更について

の意見の具申及び申出（第７条第１項、第

３項、第８条第１項、第３項）

○

２ 公園事業に関すること。

� 決定、廃止及び変更（第７条第４項、

第６項、第８条第４項）
○

� 同意及び認可（第１０条第２項、第３項

）
○

３ 特別地域及び特別保護地区に関すること

。

� 指定、指定の解除及び区域の変更（第

５条第３項、第１３条第１項、第２項、第

１４条第１項、第２項）

○

� 各種行為の許可等（第１３条第３項、第

５項から第８項まで、第１４条第３項、第

５項から第７項まで）

○

４ 利用調整地区に関すること。

� 指定、指定の解除及び区域の変更（第

５条第３項、第１５条第１項、第２項）
○

� 区域内への立入りの認定等（第１５条第

３項第６号、第１６条第１項、第３項から

第５項まで、自然公園法施行規則第１３条

の４）

○

� 指定認定機関の指定等（第１７条第１項

、第５項、第１９条第１項から第５項まで

、第２１条、第２２条第１項）

○

５ 海中公園地区に関すること。

� 指定、指定の解除及び区域の変更（第

５条第３項、第２４条第１項、第２項）
○

� 各種行為の許可等（第２４条第３項、第

５項から第７項まで）
○

６ 普通地域内各種行為の届出の受理及び必

要な措置等の命令（第２６条）
○

７ 中止命令等（第２７条第１項、第２項） ○

８ 報告の徴収及び立入検査（第２８条第１項

、第２項）
○

９ 集団施設地区の指定、指定の解除及び区

域の変更（第５条第３項、第２９条）
○

１０ 風景地保護協定の締結等（第３１条第１項

、第４項、第５項、第３２条から第３５条まで

）

○

１１ 公園管理団体の指定等（第３７条、第４０条

から第４２条まで）
○

１２ 実地調査（第５０条第１項、第２項） ○

１３ 損失の補償（第５２条第１項、第３項から

第５項まで）
○

１４ 特別地域の指定等に係る協議（第５５条第

２項、第４項）
○

１５ 国の機関が行う行為に係る協議等（第５６

条）
○
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１６ 案内標識等簡易施設の維持管理 ○

２ 愛媛県県立

自然公園条例

の施行に関す

る事務

１ 自然公園の指定、指定の解除及び区域の

変更（第４条、第５条）
○

２ 公園計画及び公園事業の決定、廃止及び

変更（第６条、第７条）
○

３ 公園事業の同意及び認可（第８条） ○

４ 特別地域内各種行為の許可（第１２条） ○

５ 普通地域内各種行為の届出の受理（第１４

条）
○

６ 報告の徴収及び立入検査（第１６条） ○

７ 実地調査（第１９条） ○

８ 案内標識等簡易施設の維持管理 ○

３ 自然環境の

保護に係る総

合企画に関す

る事務

１ 自然環境の保護に係る自然保護関連法令

の総合的な運用及び調整
○

４ 自然環境保

全法の施行に

関する事務

１ 保全事業の協議（第２４条）

○

５ 愛媛県自然

環境保全条例

の施行に関す

る事務

１ 保全地域の指定等（第１８条） ○

２ 保全計画の決定等（第１９条） ○

３ 特別地区内各種行為の許可（第２１条） ○

４ 野生動植物保護地区内各種行為の許可（

第２２条）
○

５ 普通地区内各種行為の届出の受理（第２３

条）
○

６ 中止命令、報告、検査等（第２４条、第２５

条）
○

７ 保全事業に要する費用及び負担金等（第

３０条から第３３条まで）
○

８ 標識の設置等（第３４条） ○

６ 愛媛県自然

海浜保全条例

の施行に関す

る事務

１ 保全地区の指定（第２条） ○

２ 保全地区内の各種行為の届出の受理等（

第５条）
○

３ 勧告及び措置の報告（第６条、第７条） ○

４ 保全地区の周知のための措置（第４条） ○

７ 鳥獣保護及

狩猟ニ関スル

法律の施行に

関する事務

１ 鳥獣保護事業計画の樹立及び変更（第１

条ノ２）
○

２ 狩猟鳥獣の捕獲の禁止又は制限（第１条

ノ４）
○

３ 狩猟免許試験の実施（第７条） ○

４ 狩猟免許試験の受験禁止等（第７条ノ２

）
○

５ 狩猟免許の取消し及び効力の停止並びに

狩猟登録の抹消（第８条、第８条ノ５）
○

６ 狩猟登録の付与（第８条ノ３） ○

７ 鳥獣保護区の設定、特別保護地区の指定

並びに特別保護指定区域の区域及び期間の

指定（第８条ノ８）

○

８ 特別保護地区の区域内における水面の埋

立てその他行為の許可及び行為の中止等の

命令（第８条ノ８）

○
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別表第２保健福祉課の表を次のように改める。

９ 休猟区、銃猟禁止区域及び銃猟制限区域

の設定並びに銃猟制限区域内における銃猟

の承認（第９条、第１０条、第１１条第２項）

○

１０ 鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の許可（

第１２条）
○

１１ 鳥獣保護区等への立入検査及び猟区設定

者等からの報告の徴収（第１９条ノ２、第２０

条ノ３）

○

１２ 司法警察員の協議指名及び鳥獣保護員の

任命（第２０条ノ４、第２０条ノ５）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

保

健

福

祉

課

１ 保健福祉の

総合企画、調

査及び調整に

関する事務

１ 保健福祉の総合企画、調査及び調整

○

２ 救急病院等

を定める省令

の施行に関す

る事務

１ 救急病院又は救急診療所の認定及び告示

（第２条）
○

３ 医療法の施

行に関する事

務

１ 地域医療支援病院の名称の承認（第４条

第１項）
○

２ 医療計画の策定及び変更（第３０条の３第

１項、第１１項）
○

３ 医療計画の策定に必要な他県との連絡調

整（第３０条の３第１０項）
○

４ 医療計画に係る意見の聴取（第３０条の３

第１２項、第１３項）
○

４ 生活保護法

の施行に関す

る事務

１ 市町村長の行う事務の監査（第２３条） ○

２ 市町村が設置する保護施設の設置の届出

の受理（第４０条第２項）
○

３ 社会福祉法人及び日本赤十字社（以下こ

の部において「社会福祉法人等」という。

）が設置する保護施設の認可（第４１条）

○

４ 社会福祉法人等が設置する保護施設の休

止及び廃止の認可（第４２条）
○

５ 社会福祉法人等が設置する保護施設に対

する報告の徴収及び立入検査（第４４条第１

項）

○

６ 保護施設の改善命令等（第４５条） ○

７ 保護施設に対する管理規程の変更命令（

第４６条第３項）
○

８ 保護施設の長に対する管理規程による指

導の制限及び禁止（第４８条第３項）
○

９ 医療機関の指定及び指定の取消し（第４９

条、第５１条）
○

１０ 診療内容及び診療報酬請求の審査及び診

療報酬額の決定（第５３条）
○

１１ 指定医療機関への個別指導及び立入検査

（第５０条、第５４条）
○
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１２ 介護機関の指定及び指定の取消し（第５１

条第２項、第５４条の２第１項、第４項）
○

１３ 介護サービスの内容及び介護の報酬の請

求の審査並びに介護の報酬の額の決定（第

５３条第１項、第５４条の２第４項）

○

１４ 指定介護機関への立入検査（第５０条第２

項、第５４条第１項、第５４条の２第４項）
○

１５ 生活保護の決定及び実施に係る不服申立

て（第６４条、第６５条）
○

１６ 保護施設補助金及び負担金の返還命令（

第７９条）
○

１７ 保護施設事務費の決定 ○

５ 行旅病人及

行旅死亡人取

扱法の施行に

関する事務

１ 行旅死亡人等の取扱費用の種目及び限度

額の決定（行旅病人、行旅死亡人及同伴者

ノ救護並ニ取扱ニ関スル件第１４条）
○

６ 社会福祉法

の施行に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。

� 行う事業が２以上の都道府県の区域に

わたる社会福祉法人の定款の認可及び変

更認可、解散の認可及び認定並びに合併

の認可に関する副申（第３１条第４項、第

４３条第２項、第４６条第４項、第４９条第３

項）

○

� 定款の認可（第３２条） ○

� 監事からの報告の受理（第４０条） ○

� 定款の変更の認可（第３２条、第４３条第

２項）
○

� 定款変更の届出の受理（第４３条第３項

）
○

� 仮理事及び特別代理人の選任（第４５条

、民法第５６条、第５７条）
○

� 解散の認可及び認定（第４６条第２項） ○

� 解散の届出の受理（第４６条第３項） ○

	 合併の認可（第３２条、第４９条第３項） ○


 清算人の届出及び清算結了の届出の受

理（第５５条、民法第７７条第２項、第８３条

）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第５６条第１

項）
○

� 必要な措置の命令（第５６条第２項） ○

 業務の停止命令及び役員の解職勧告（

第５６条第３項）
○

� 解散命令（第５６条第４項） ○

� 公益事業又は収益事業の停止命令（第

５７条）
○

� 助成及び監督（第５８条） ○

� 基本財産の処分の承認 ○

２ 社会福祉事業に関すること。

� 社会福祉施設の設置及び変更の許可（

第６２条、第６３条）
○

� 社会福祉事業の経営許可（第６７条） ○

� 社会福祉事業経営者に対する調査等（

第７０条）
○
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� 改善命令（第７１条） ○

� 許可の取消し等（第７２条） ○

� 寄附金の募集の許可（第７３条） ○

３ 福祉事務所等に関すること。

� 町村福祉事務所の設置及び廃止の承認

（第１４条）
○

� 指導監督及び訓練（第２０条、第２１条） ○

７ 社会福祉事

業振興会業務

方法書（昭和

２９年５月２５日

付け厚生大臣

認可）の施行

に関する事務

１ 貸付資金借入申請に関する副申（第１０条

第３項）

○

８ 社会福祉施

設職員退職手

当共済法の施

行に関する事

務

１ 共済契約締結施設等への立入検査（第２３

条）

○

９ 民生委員法

の施行に関す

る事務

１ 民生委員の定数の決定（第４条） ○

２ 民生委員の推薦及び再推薦の命令（第５

条、第７条）
○

３ 民生委員の解嘱の具申（第１１条） ○

４ 民生委員の職務に関する指揮監督（第１７

条）
○

５ 民生委員の指導訓練（第１８条） ○

６ 民生委員協議会を組織すべき区域の決定

（第２０条）
○

１０ 災害救助法

の施行に関す

る事務

１ 救助の実施に関する決定（第２０条） ○

２ 応急仮設住宅の供与及び生業資金の貸与

（第２３条）
○

３ 救助業務従事命令（第２３条） ○

４ 救助業務協力命令（第２５条） ○

５ 施設の管理並びに物の使用、保管命令及

び収用（第２６条）
○

６ 検査等（第２７条） ○

７ 通信設備の優先使用（第２８条） ○

８ 救助の一部実施（第３０条） ○

９ 日本赤十字社への委託（第３２条） ○

１０ 災害救助に要する費用の補償、求償及び

繰替支弁に関する措置（第３４条、第３５条、

第４４条）

○

１１ 生活福祉資

金貸付制度要

綱（平成２年

８月１４日付け

厚生事務次官

通知）の施行

に関する事務

１ 生活福祉資金貸付制度運営に係る指導監

督
○

２ 生活福祉資金貸付事業計画等の承認

○

１２ 旧愛媛県低

所得世帯子弟

就学奨励補助

金給付規則の

１ 給費生の決定（第５条から第７条まで） ○

２ 給費生に対する給付の停止及び廃止（第

１１条）
○

３ 給費生に対する就学奨励補助金の返還命
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別表第２保健福祉課の表の次に次の１表を加える。

施行に関する

事務

令（第１２条） ○

１３ 愛媛県生活

安定福祉基金

条例の施行に

関する事務

１ 生活安定資金貸付計画の承認 ○

２ 生活安定資金貸付制度運営に係る指導 ○

３ 社会福祉施設運営安定資金貸付事業資金

の貸付計画の指導監督
○

１４ 旧愛媛県介

護福祉士等修

学資金貸与条

例の施行に関

する事務

１ 修学資金の貸与の取消し及び休止の決定

（第４条、第５条）
○

２ 休学、停学及び復学の届出の受理（旧愛

媛県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規

則（以下この部において「旧規則」という

。）第６条）

○

３ 借用証の受理（旧規則第７条） ○

４ 修学資金の返還債務の免除の決定（第６

条、第８条、旧規則第１１条第３項）
○

５ 修学資金の返還計画の届出の受理（旧規

則第８条第２項）
○

６ 修学資金の返還猶予の決定（第９条、第

１０条、旧規則第１１条第３項）
○

７ 就業状況の届出の受理（旧規則第１０条） ○

８ 貸費生の異動の届出の受理（旧規則第１４

条）
○

９ 修学資金の貸与の辞退の届出の受理（旧

規則第１５条）
○

１０ 保証人の異動の届出の受理（旧規則第１６

条）
○

１５ 人にやさし

いまちづくり

条例の施行に

関する事務

１ 報告をしない場合等の公表（第１７条） ○

２ 勧告に従わない場合の公表（第２０条）

○

１６ 医療技術短

期大学に関す

る事務

１ 愛媛県立医療技術短期大学条例の施行に

関すること。

� 授業料の返還（第５条第３項） ○

� 入学選考料等の減免（第６条） ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 室長

医

療

対

策

室

１ 医療法の施

行に関する事

務

１ 病院の開設の許可（第７条第１項） ○

２ 病院の開設許可事項の変更の許可（第７

条第２項）
○

３ 診療所の療養病床の設置及び変更の許可

（第７条第３項）
○

４ 病院の休止及び再開の届出の受理（第８

条の２第２項）
○

５ 病院の廃止の届出の受理（第９条） ○

６ 病院の開設者の管理免除の許可（第１２条

第１項）
○

７ 病院の管理者の兼任管理の許可（第１２条

第２項）
○

８ 病院又は療養病床を有する診療所の人員
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の増員及び業務の停止の命令（第２３条の２

）

○

９ 病院、診療所及び助産所の開設の許可の

取消し及び閉鎖命令（第２９条第１項）
○

１０ 病院、診療所及び助産所の開設許可事項

の変更並びに診療所の療養病床の設置又は

変更の許可の取消し（第２９条第２項）

○

１１ 弁明の機会の付与（第３０条） ○

１２ 病院の開設者等に対する勧告（第３０条の

７）
○

１３ 公的医療機関の開設者又は管理者に対す

る命令及び指示（第３５条）
○

１４ 医療法人の設立の認可（第４５条） ○

１５ 医療法人の理事の数の認可（第４６条の２

第１項）
○

１６ 医療法人の理事長の選出の認可（第４６条

の３第１項）
○

１７ 管理者の一部を医療法人の理事に加えな

いことの認可（第４７条第１項）
○

１８ 医療法人の定款又は寄附行為の変更の認

可及び届出の受理（第５０条）
○

１９ 医療法人の決算の届出の受理（第５１条第

１項）
○

２０ 医療法人の解散の認可及び届出の受理（

第５５条）
○

２１ 医療法人の残余財産の処分及び帰属の認

可（第５６条）
○

２２ 医療法人の合併の認可（第５７条） ○

２３ 医療法人に対する報告の徴収及び立入調

査（第６３条第１項）
○

２４ 医療法人に対する必要な措置及び業務の

停止の命令並びに役員の解任の勧告（第６４

条）

○

２５ 医療法人の設立の認可の取消し（第６５条

、第６６条）
○

２６ 医療法人の寄附行為の補完並びに仮理事

及び特別代理人の選任（第６８条、民法第４０

条、第５６条、第５７条）

○

２７ 弁明を聴取する職員の指名及び弁明の供

与（第６７条第１項）
○

２８ 医療法人の監事からの報告、清算人の届

出及び清算結了の届出の受理（第６８条、民

法第５９条、第７７条第２項、第８３条）

○

２９ 医療若しくは歯科医業又は病院若しくは

診療所に関する広告事項の設定（第６９条第

１項第１１号、医療法第６９条第１項第１１号の

規定に基づき、医業若しくは歯科医業又は

病院若しくは診療所に関して広告し得る事

項を定める件（平成１３年１月厚生労働省告

示第１９号）第４４号）

○

２ 医師法の施

行に関する事

務

１ 意見の聴取（第７条第５項） ○

２ 意見の聴取を主宰する職員の指名及び意

見の聴取の審理の公開の決定（第７条第６

項、行政手続法第１９条第１項、第２０条第６
○
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項）

３ 処分の決定についての意見書の厚生労働

大臣への提出（第７条第８項）
○

４ 弁明の聴取（第７条第１１項） ○

５ 処分の決定についての報告書の厚生労働

大臣への提出（第７条第１５項）
○

３ 歯科医師法

の施行に関す

る事務

１ 意見の聴取（第７条第５項） ○

２ 意見の聴取を主宰する職員の指名及び意

見の聴取の審理の公開の決定（第７条第６

項、行政手続法第１９条第１項、第２０条第６

項）

○

３ 処分の決定についての意見書の厚生労働

大臣への提出（第７条第８項）
○

４ 弁明の聴取（第７条第１１項） ○

５ 処分の決定についての報告書の厚生労働

大臣への提出（第７条第１５項）
○

４ 歯科技工士

法の施行に関

する事務

１ 歯科技工士の免許の取消し及び業務の停

止命令に関する具申（第８条）
○

２ 歯科技工士試験の実施（歯科技工法の一

部を改正する法律（昭和５７年法律第１号）

附則第２条）

○

３ 歯科技工所に対する改善命令（第２４条） ○

４ 歯科技工所の使用の禁止（第２５条） ○

５ 歯科技工の業又は歯科技工所に関する広

告の許可（第２６条）
○

６ 当該吏員の証の交付（第２７条） ○

５ 診療放射線

技師法の施行

に関する事務

１ 診療エックス線技師の免許の再交付及び

再免許（行政事務の簡素合理化及び整理に

関する法律附則第５条第６項の規定により

なおその効力を有するものとされている改

正前の診療放射線技師及び診療エツクス線

技師法（次項において「旧法」という。第

８条、第９条）

○

２ 診療エックス線技師の免許の取消し及び

業務の停止命令並びに聴問の実施（旧法第

９条、第１０条）

○

３ 診療放射線技師の免許の取消し及び業務

の停止処分に関する進達（第９条）
○

６ 臨床検査技

師、衛生検査

技師等に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 衛生検査所の登録（第２０条の３） ○

２ 衛生検査所の登録の変更等（第２０条の４

）
○

３ 衛生検査所の検査業務に関する指示（第

２０条の６）
○

４ 衛生検査所の登録の取消し及び業務の停

止命令並びに聴問の実施（第２０条の７、第

２０条の８）

○

７ あん摩マツ

サージ指圧師

、はり師、き

ゆう師等に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 施術者に対するその業務に関する指示（

第８条）
○

２ 施術所の使用の制限及び禁止並びに構造

設備の改善命令（第１１条）
○

３ 医業類似行為者に対する業務の停止及び

禁止（第１２条の３） ○
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８ 柔道整復師

法の施行に関

する事務

１ 柔道整復師に対するその業務に関する指

示（第１８条）
○

２ 施術所の使用の制限及び禁止並びに構造

設備の改善命令（第２２条）
○

９ 保健師助産

師看護師法の

施行に関する

事務

１ 准看護師の免許の付与及び登録並びに免

許証の交付（第８条、第１１条、第１２条、第

１３条第２項）

○

２ 准看護師の免許の取消し、業務の停止命

令及び再免許の付与（第１４条）
○

３ 意見の聴取（第１５条第３項） ○

４ 意見の聴取を主宰する職員の指名及び意

見の聴取の審理の公開の決定（第１５条第４

項、行政手続法第１９条第１項、第２０条第６

項）

○

５ 処分の決定についての意見書の厚生労働

大臣への提出（第１５条第６項）
○

６ 弁明の聴取（第１５条第９項） ○

７ 処分の決定についての報告書の厚生労働

大臣への提出（第１５条第１３項）
○

８ 准看護師試験委員に対する弁明の聴取の

委任（第１５条第１６項）
○

９ 准看護師の免許取消し等の行政処分に関

する通知（保健師助産師看護師法施行令（

以下この部において「政令」という。）第

９条）

○

１０ 准看護師試験の実施（第１８条） ○

１１ 准看護師籍の訂正、登録の抹消並びに免

許証の書換え交付及び再交付（政令第３条

から第７条まで）

○

１２ 旧保健婦規則、旧助産婦規則及び旧看護

婦規則による籍及び名簿の訂正、登録の抹

消並びに免状の書換え交付及び再交付（政

令附則第２項）

○

１０ 看護師等の

人材確保の促

進に関する法

律の施行に関

する事務

１ 看護師等の人材確保の促進に関すること

。

� 病院等の開設者に対する指導及び助言

（第８条）
○

� 看護師等就業協力員の委嘱（第１１条第

１項）
○

� 看護師等確保推進者の設置及び変更の

届出の受理（第１２条第４項）
○

� 看護師等確保推進者の変更の命令（第

１２条第５項）
○

２ 都道府県ナースセンターに関すること。

� 県ナースセンターの指定（第１４条第１

項、第３項）
○

� 県ナースセンターの名称等の変更の届

出の受理（第１４条第４項）
○

� 事業計画書、収支予算書、事業報告書

及び収支決算書の受理（第１７条）
○

� 監督上の必要な命令（第１８条） ○

� 県ナースセンターの指定の取消し（第

１９条第１項から第３項まで）
○
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別表第２薬務衛生課の表、健康増進課の表、児童福祉課の表、障害福祉課の表及び高齢者福祉課の表を次のように改める。

１１ 母体保護法

の施行に関す

る事務

１ 受胎調節実地指導員の指定（第１５条） ○

２ 受胎調節実地指導員指定証の訂正及び再

交付並びに指定の取消し（母体保護法施行

令第３条、第５条、母体保護法施行規則第

１５条）

○

１２ 保健師助産

師看護師学校

養成所指定規

則の施行に関

する事務

１ 学校及び養成所の指定及び変更承認並び

に指定の取消しに関する申請書の進達（第

２条、第３条、第１５条）

○

２ 准看護師養成所の指定及び指定の取消し

（第４条、第１４条、第１５条）
○

３ 准看護師養成所の変更の承認（第４条） ○

４ 准看護師養成所に対する報告の徴収及び

必要な指示（第１３条）
○

１３ 愛媛県看護

職員修学資金

貸与条例の施

行に関する事

務

１ 貸費生の採用（第２条） ○

２ 修学資金の貸与の取消し及び休止の決定

（第４条、第５条）
○

３ 修学資金の返還に関する指示（第７条） ○

４ 修学資金の返還免除の額の決定（第８条

）
○

５ 修学資金の返還猶予の決定（第９条、第

１０条）
○

１４ 医療技術大

学開設準備室

に関する事務

１ 設置認可申請に関すること。 ○

２ 諸規程の整備、学生募集及び入学試験の

実施に関すること。
○

３ 施設、設備及び備品の整備その他医療技

術大学の開設準備に関すること。
○

備考 この表１４の部の適用については、同表決裁区分の欄中「局長」とあるのは、「医療技術大学開
設準備室長」とする。

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

健

康

増

進

課

１ 老人保健法

の施行に関す

る事務

１ 医療以外の保健事業の指導及び連絡調整

（第２１条）
○

２ 医療以外の保健事業の実施の状況に関す

る報告の徴収（第７９条）
○

２ 結核予防法

の施行に関す

る事務

１ 医療機関の指定（第３６条第１項） ○

２ 医療機関の指定の取消し（第３６条第５項

）
○

３ 診療報酬の額の決定（第３８条） ○

４ 緊急時等の特例による医療費の公費負担

の決定（第４１条）
○

� �

３ らい予防法

の廃止に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 入所患者の親族の援護（第６条） ○

２ 費用の徴収（第８条）

○

４ 精神保健及

び精神障害者

福祉に関する

法律の施行に

関する事務

１ 指定病院の指定及び指定の取消し（第１９

条の８、第１９条の９第１項、第２項）
○

２ 精神障害者等の診察（第２７条第１項、第

２項、第２８条第１項、第２９条の４第２項、

第３４条第１項、第３項、第３８条の７第２項

、第４５条の２第４項）

○
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３ 措置入院に関すること。

� 入院措置（第２９条第１項、第３項） ○

� 移送（第２９条の２の２） ○

� 入院措置の解除（第２９条の４第１項） ○

４ 精神障害者の通院医療費公費負担の決定

（第３２条第１項）
○

５ 精神障害者の通院医療費公費負担支出額

の決定（第３２条第１項）
○

６ 医療保護入院に関すること。

� 入院措置の届出の受理（第３３条第４項

）
○

� 退院措置の届出の受理（第３３条の２） ○

７ 応急入院に関すること。

� 応急入院指定病院の指定及び指定の取

消し（第１９条の９第２項、第３３条の４第

１項、第３項、第３３条の５）

○

� 入院措置の届出の受理（第３３条の４第

２項）
○

８ 医療保護入院等のための移送（第２９条の

２の２第２項、第３項、第３４条）
○

９ 定期の報告の受理（第３８条の２） ○

１０ 精神医療審査会への審査依頼（第３８条の

３第１項、第３８条の５第１項）
○

１１ 退院命令及び処遇改善命令等（第３８条の

３第４項、第３８条の５第５項、第６項、第

３８条の７）

○

１２ 報告徴収及び立入検査等（第３８条の６第

１項、第２項）
○

１３ 相談指導を行う医師の指定（第４７条第１

項）
○

１４ 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

� 交付（第４５条第２項、第３項） ○

� 更新の認定（第４５条第４項） ○

� 返還命令（第４５条の２第３項、第５項

）
○

� 変更の届出の処理（精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（以下こ

の項において「政令」という。）第７条

第２項、第４項、第５項）

○

� 障害等級の変更（政令第９条第１項、

第２項）
○

� 再交付（政令第１０条第１項） ○

５ 感染症の予

防及び感染症

の患者に対す

る医療に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 予防計画に関すること。

� 策定及び変更（第１０条第１項、第３項

）
○

� 市町村等の意見の聴取（第１０条第４項

）
○

� 厚生労働大臣への提出及び公表（第１０

条第５項）
○

２ 感染症に関する情報の収集及び公表に関

すること。

� 厚生労働大臣への報告等（第１２条第２
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項、第３項、第１３条第３項、第４項、第

１４条第３項、第１５条第４項）

○

� 指定届出機関の指定及び指定の取消し

（第１４条第１項、第５項）
○

� 厚生労働大臣に対する調査の協力要請

（第１５条第５項）
○

� 感染症の予防のための情報の公表（第

１６条）
○

３ 入院の措置についての審査請求の厚生労

働大臣への移送（第２５条第４項）
○

４ 消毒その他の措置に関すること。

� 建物への立入制限等の措置（第３２条） ○

� 交通の制限又は遮断（第３３条） ○

� 建物への立入制限等の措置の実施に係

る掲示（第３６条第３項）
○

５ 医療に関すること。

� 第一種感染症指定医療機関及び第二種

感染症指定医療機関の指定及び指定の取

消し（第３８条第２項、第８項）

○

� 第一種感染症指定医療機関及び第二種

感染症指定医療機関からの指定の辞退の

届出の受理（第３８条第７項）

○

� 診療報酬の額の決定（第４０条第３項） ○

� 緊急時等の療育費の公費負担の決定（

第４２条第１項）
○

� 感染症指定医療機関への報告の請求及

び検査等（第４３条）
○

６ 新感染症に関すること。

� 建物への立入制限等の措置（第３２条、

第５０条第１項）
○

� 交通の制限又は遮断（第３３条、第５０条

第１項）
○

� 建物への立入制限等の措置の実施に係

る掲示（第３６条第３項、第５０条第４項）
○

� 厚生労働大臣への報告等（第５１条第１

項、第５２条第１項）
○

７ 動物検疫所からの通知を受けた場合の厚

生労働大臣への報告（第５６条第２項）
○

６ 予防接種法

の施行に関す

る事務

１ 臨時予防接種の実施及び指示（第６条）

○

７ 愛媛県特定

疾患治療研究

事業実施要綱

（昭和４８年９

月４日制定）

の施行に関す

る事務

１ 治療研究対象患者の認定（第９の２、３

）
○

２ 治療費の公費負担額の決定（第１０の２）

○

８ 愛媛県スモ

ンに対するは

り、きゆう及

びマツサージ

治療研究事業

１ 施術対象患者の認定（第７の２） ○

２ 施術費公費負担額及び研究謝金の額の決

定（第８の２）
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実施要綱（昭

和５３年１２月９

日制定）の施

行に関する事

務

○

９ 愛媛県先天

性血液凝固因

子障害治療研

究事業実施要

綱（平成元年

９月１日制定

）の施行に関

する事務

１ 治療研究対象患者の認定（第８の２から

４まで）
○

２ 治療費の公費負担額の決定（第９の３）

○

１０ 原子爆弾被

爆者に対する

援護に関する

法律の施行に

関する事務

１ 被爆者健康手帳に関すること。

� 交付（第２条第２項） ○

� 変更の届出の処理（原子爆弾被爆者に

対する援護に関する法律施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第３条

第１項、第２項、第４条、第５条）

○

� 再交付（政令第６条） ○

� 返還の受理（原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律施行規則（以下この部

において「省令」という。）第７条の２

第３項、第８条）

○

２ 健康管理に関すること。

� 健康診断の実施（第７条） ○

� 健康診断の結果に基づく指導（第９条

）
○

３ 医療費に関すること。

� 認定疾病医療費及び一般疾病医療費の

支給（第１７条第１項、第１８条第１項、第

５１条、政令第２２条第１項）

○

� 報告の徴収等（第１７条第３項、第２１条

、第５１条、政令第２２条第１項）
○

� 厚生労働大臣の意見の聴取（省令第２２

条第４項）
○

４ 被爆者一般疾病医療機関に関すること。

� 指定（第１９条第１項） ○

� 指定の取消し（第１９条第３項） ○

� 変更の届出の受理（政令第１２条、第１６

条）
○

� 指定の辞退の申出の受理（政令第１３条

、第１６条）
○

５ 手当等に関すること。

� 医療特別手当等の認定及び支給（第２４

条第１項、第２項、第２５条第１項、第２

項、第２６条第１項、第２項、第２７条第１

項から第３項まで、第２８条第１項から第

３項まで）

○

� 医療特別手当等の支払の一時差止め（

第３０条第２項）
○

� 介護手当の支給（第３１条） ○

� 葬祭料の支給（第３２条） ○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

６３



� 特別葬祭給付金の支給を受ける権利の

認定（第３３条第３項、第５１条、政令第２２

条第１項）

○

� 医療特別手当受給権者の健康状況の届

出の処理（省令第３２条第１項、第３３条）
○

� 医療特別手当受給権者等の居住地変更

の届出（県内において居住地を移した場

合に係るものを除く。）の処理（省令第

３５条、第３５条の２、第３５条の３、第３６条

、第４６条、第５０条、第５４条、第６３条第１

項）

○

� 医療特別手当証書等の再交付（省令第

３８条第１項、第４６条、第５０条、第５４条、

第６３条第１項）

○

� 医療特別手当証書等の返納の受理（省

令第３７条第３項、第４６条、第５０条、第５４

条、第６３条第１項）

○

� 医療特別手当等の失権の届出の処理（

省令第３９条、第４６条、第５４条）
○

� 医療特別手当等の失権の通知及び医療

特別手当証書等の返納命令（省令第４０条

、第４６条、第５４条、第６３条第１項）

○

� 医療特別手当受給権者等の死亡の届出

の受理（省令第４１条、第４６条、第５０条、

第５４条、第６３条第１項、第７０条第１項）

○

	 医療特別手当受給権者等の国外居住者

の現況の届出の処理（省令第４１条の２、

第４６条、第５０条、第５４条、第６３条第１項

）

○


 保健手当の額の改定の届出の処理（省

令第５９条）
○

� 保健手当受給権者の現況の届出の処理

（省令第６０条第１項、第６１条）
○

� 保健手当証書の提出命令（省令第６２条

第１項）
○

 保健手当証書の返付等（省令第６２条第

２項）
○

� 介護手当継続支給対象者の氏名変更の

届出の受理（省令第６６条）
○

� 介護手当継続支給対象者の居住地変更

の届出の処理（省令第６７条、第６７条の２

）

○

� 介護手当継続支給申請書の記載事項の

変更の届出の受理（省令第６８条）
○

� 介護手当継続支給対象者が重度障害に

該当しなくなつた場合等の届出の受理（

省令第６９条）

○

� 居住地を変更した被爆者の特別葬祭給

付金の支給に係る認定等の他県への通知

（省令第７４条）

○

６ 原爆被爆者相談員の委嘱 ○

７ 原子爆弾の傷害作用に起因する負傷及び

疾病の認定申請の進達（政令第８条第１項

）

○
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８ 認定疾病医療を担当する医療機関の指定

申請、変更等の届出及び指定の辞退の申出

の進達（政令第１１条第１項、第１２条、第１３

条）

○

９ 第一種健康診断受診者証及び第二種健康

診断受診者証に関すること。

� 交付（省令附則第２条第２項） ○

� 居住地変更の届出の処理（省令附則第

４条、第４条の２、第４条の３）
○

� 再交付（省令第７条の２第１項、附則

第５条第１項）
○

� 返還の受理（省令第７条の２第３項、

第８条、附則第５条第１項）
○

１１ 愛媛県被爆

者介護保険等

利用助成事業

実施要綱（平

成１４年３月２０

日制定）の施

行に関する事

務

１ 介護保険等利用助成金の支給（第５） ○

２ 被爆者訪問介護利用受給者証の交付等（

被爆者訪問介護利用助成事業実施要領（平

成１４年３月２０日制定）２、３）

○

１２ 栄養士法の

施行に関する

事務

１ 栄養士の免許及び免許証の交付（第４条

第１項、第２項）
○

２ 免許の取消し及び名称の使用の禁止（第

５条第１項、第３項）
○

３ 栄養士名簿の訂正並びに免許証の書換え

交付及び再交付（栄養士法施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第３条第

１項、第５条第１項、第６条第１項）

○

４ 栄養士名簿の登録の抹消（政令第４条第

１項）
○

５ 栄養士免許の取消し等に関する通知（政

令第７条）
○

６ 栄養士免許証の返納（政令第８条第１項

、第３項）
○

７ 養成施設の指定に係る意見の具申（政令

第９条）
○

８ 免許証、申請書等の経由（政令第１条第

３項、第３条第３項、第４項、第４条第２

項、第５条第２項、第５項、第６条第２項

、第５項から第７項まで、第８条第４項、

第９条、第１２条から第１５条まで）

○

１３ 栄養改善法

の施行に関す

る事務

１ 国民栄養調査世帯の指定（第３条） ○

２ 特別用途表示の許可申請の進達（第１２条

）
○

３ 特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は

販売施設の立入り並びに当該特別用途食品

の検査及び収去（第１３条）

○

１４ 地域保健法

の施行に関す

る事務

１ 生涯健康づくり推進員活動事業（第６条

） ○

１５ 児童福祉法

の施行に関す

る事務

１ 育成医療の給付の決定（第２０条） ○

２ 療育の給付の決定（第２１条の９）
○
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１６ 母子保健法

の施行に関す

る事務

１ 養育医療の給付の決定（第２０条） ○

２ 養育医療担当医療機関の指定（第２０条） ○

３ 指定養育医療機関の指定の取消し（第２０

条）
○

４ 指定養育医療機関からの指定辞退の申出

の処理（母子保健法施行規則第１３条）
○

１７ ファミリー

ハウスあい利

用料金条例の

施行に関する

事務

１ 利用料金の承認（第２条第３項、第４項

）

○

１８ 小児慢性特

定疾患治療研

究事業に関す

る事務

１ 小児慢性特定疾患治療研究対象者の認定

（愛媛県小児慢性特定疾患治療研究事業実

施要綱（昭和５０年３月３１日制定）第８の１

）

○

２ 小児慢性特定疾患治療研究費の交付額及

び委託料の決定（小児慢性特定疾患治療研

究事業の実施について（昭和４９年５月１４日

付け厚生省児童家庭局長通知）第４）

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

薬

務

衛

生

課

１ 薬事法の施

行に関する事

務

１ 薬局及び医薬品販売業に関すること。

� 薬局の開設及び医薬品の販売業（特例

販売業を除く。以下この部において同じ

。）の許可（第５条、第６条、第２４条、

第２６条、第２８条、第３０条）

○

� 薬局の開設及び医薬品の販売業の更新

の許可（第５条、第２４条）
○

� 薬局及び医薬品の販売業の廃止、休止

及び再開並びに管理者等の変更の届出の

処理（第１０条、第３８条）

○

� 薬局の開設及び医薬品の販売業の許可

証の交付、書換え及び再交付（第１１条、

第３８条）

○

� 薬局及び一般販売業の管理者の薬局又

は店舗以外の場所で薬事に従事する場合

の許可（第８条、第２７条）

○

� 許可証の返納の受理（薬事法施行令（

以下この部において「政令」という。）

第４条の２）

○

� 配置販売品目の指定（第３０条） ○

� 配置従事者の身分証明書の交付、書換

え及び再交付（第３３条）
○

２ 薬局医薬品製造業並びに医薬品、医薬部

外品、化粧品又は医療用具の製造業及び輸

入販売業（以下この部において「医薬品製

造業等」という。）に関すること。

� 薬局医薬品製造業及び医薬品製造業等

の許可及び許可の更新（第１２条、第２２条

、政令第１５条の４第１項、第２項）

○

� 医薬品製造業等の管理者の製造所又は

営業所以外の場所で薬事に従事する場合 ○
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の許可（第８条第３項、第１５条第３項、

第２３条、政令第１５条の４第２項）

� 医薬品製造業等の管理者の承認（第１５

条第２項、第２３条、政令第１５条の４第２

項）

○

� 品目の変更又は追加の許可（第１８条、

第２３条、政令第１５条の４第１項、第２項

）

○

� 製造所又は営業所の廃止、休止及び再

開並びに管理者等の変更の届出の受理（

第１９条、第２３条、政令第１５条の４第１項

、第２項）

○

� 許可証の交付（政令第１条の４の２、

第１条の７）
○

� 許可証の書換え及び再交付（政令第１

条の４の３第１項、第２項、第４項、第

１条の４の４第１項、第２項、第５項、

第１条の７）

○

� 許可証の返納の受理（政令第１条の４

の４第４項、第５項、第１条の４の５、

第１条の７）

○

３ 医薬品等の製造又は輸入の承認に関する

こと。

� 薬局医薬品並びに厚生労働大臣の指定

する医薬品、医薬部外品及び医療用具の

製造又は輸入の承認及び変更承認（第１４

条第１項、第７項、第２３条、政令第１５条

の４第１項、第２項）

○

４ 指導監督に関すること。

� 医薬品等の受検命令（第７１条） ○

� 薬剤師の増員命令（第７２条の２） ○

� 医薬品製造業等の製造管理又は品質管

理の方法の改善命令及び業務の停止命令

（第７２条の３、政令第１５条の４第２項）

○

� 薬局、一般販売業、薬局医薬品製造業

及び医薬品製造業等の管理者等の変更命

令（第７３条、政令第１５条の４第１項、第

２項）

○

� 配置販売業の配置員の業務の停止命令

（第７４条）
○

� 薬局医薬品並びに厚生労働大臣の指定

する医薬品、医薬部外品及び医療用具の

製造又は輸入の承認の取消し等（第７４条

の２第１項から第３項まで、政令第１５条

の４第１項、第２項）

○

� 薬局の開設、医薬品販売業、薬局医薬

品製造業及び医薬品製造業等の許可の取

消し及び業務の停止命令（第７５条第１項

、政令第１５条の４第１項、第２項）

○

� 製造業等に対する処分の具申（第７５条

第２項）
○

	 許可の更新を拒否する場合の弁明等の

機会の付与（第７６条）
○


 医薬品等の回収の報告の受理（第７７条

の４の３、政令第１５条の４第１項、第２ ○
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項）

５ 医薬品及び医療用具の検定の試験品の送

付等（政令第９条、第１１条）
○

２ 薬剤師法の

施行に関する

事務

１ 薬剤師の処分に関する具申（第８条第３

項） ○

３ 毒物及び劇

物取締法の施

行に関する事

務

１ 毒物劇物営業者に関すること。

� 毒物劇物営業の登録（第４条、毒物及

び劇物取締法施行令（以下この部におい

て「政令」という。）第３６条の７）

○

� 毒物劇物営業の登録の更新（第４条、

政令第３６条の７）
○

� 毒物劇物営業の登録票の交付、書換え

及び再交付（政令第３３条、第３５条第１項

、第３６条第１項、第３６条の７）

○

� 製剤製造業者等の登録の変更（第９条

、政令第３６条の７）
○

� 毒物劇物営業者の氏名等の変更及びそ

の営業の廃止の届出の処理（第１０条、政

令第３６条の７）

○

� 毒物劇物取扱責任者の設置の届出の処

理（第７条、政令第３６条の７）
○

� 毒物劇物取扱責任者の変更の届出の処

理（第７条、政令第３６条の７）
○

２ 特定毒物研究者に関すること。

� 特定毒物研究者の許可（第６条の２） ○

� 特定毒物研究者の許可証の交付、書換

え及び再交付（政令第３４条から第３６条ま

で）

○

� 特定毒物研究者の氏名等の変更及びそ

の研究の廃止の届出の処理（第１０条）
○

３ 業務上取扱者の届出等の処理（第２２条） ○

４ 特定毒物の使用者に関すること。

� 特定毒物使用者の指定（第３条の２、

政令第１１条、第１６条、第２２条、第２８条）
○

� くん蒸作業の場所の指定（政令第３０条

）
○

� 実地指導員の指定（政令第１３条、第１８

条、第２４条）
○

５ 指導監督に関すること。

� 毒物劇物営業の登録及び特定毒物研究

者の許可の取消し並びに業務の停止命令

並びに登録票及び許可証の返納（第１９条

、第２３条の３、政令第３６条の２、第３６条

の７）

○

� 毒物、劇物等の回収、毒性の除去等の

措置命令（第１５条の３、第２２条）
○

� 毒物劇物取扱責任者の変更命令（第１９

条、第２２条）
○

� 製造業者等に対する処分の具申（第１９

条）
○

６ 毒物劇物取扱者試験の実施（第８条） ○

７ 毒物劇物監視員の指定（第１７条第１項） ○
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４ 有害物質を

含有する家庭

用品の規制に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 有害物質を含有する家庭用品の販売等の

禁止（第５条）
○

２ 家庭用品衛生監視員の指定（第７条第１

項）
○

５ 麻薬及び向

精神薬取締法

の施行に関す

る事務

１ 麻薬取扱者に関すること。

� 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施

用者、麻薬管理者及び麻薬研究者（以下

この部において「麻薬取扱者」という。

）の免許の付与（第３条）

○

� 麻薬取扱者の業務及び研究の廃止並び

に死亡及び解散の届出の処理（第７条）
○

� 麻薬取扱者の免許証の返納の処理（第

８条、第１０条）
○

� 麻薬取扱者の免許証記載事項の変更の

届出の処理（第９条）
○

� 麻薬取扱者の免許証の再交付（第１０条

）
○

２ 麻薬の取扱いに関すること。

� 事故及び廃棄の届出の処理（第２９条、

第３５条）
○

� 麻薬取扱者（麻薬施用者を除く。）の

届出の処理（第４６条から第４９条まで）
○

３ 向精神薬営業者に関すること。

� 向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業

者（以下この部において「向精神薬営業

者」という。）の免許の付与（第５０条）

○

� 向精神薬営業者の業務の廃止並びに死

亡及び解散の届出の処理（第７条第１項

、第３項、第５０条の４）

○

� 向精神薬営業者の免許証の返納の処理

（第８条、第１０条第２項、第５０条の４）
○

� 向精神薬営業者の免許証記載事項の変

更の届出の処理（第９条、第５０条の４）
○

� 向精神薬営業者の免許証の再交付（第

１０条第１項、第５０条の４）
○

４ 向精神薬試験研究施設設置者に関するこ

と。

� 向精神薬試験研究施設設置者の登録（

第５０条の５）
○

� 向精神薬試験研究施設設置者の試験研

究の廃止並びに死亡及び解散の届出の処

理（第７条第１項、第３項、第５０条の７

）

○

� 向精神薬試験研究施設設置者の登録証

の返納の処理（第８条、第１０条第２項、

第５０条の７）

○

� 向精神薬試験研究施設設置者の登録証

記載事項の変更の届出の処理（第９条、

第５０条の７）

○

� 向精神薬試験研究施設設置者の登録証

の再交付（第１０条第１項、第５０条の７）
○

５ 向精神薬の取扱いに関すること。
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� 向精神薬取扱責任者の設置及び変更の

届出の受理（第５０条の２０第４項）
○

� 事故の届出の処理（第５０条の２２） ○

� 向精神薬試験研究施設設置者の届出の

処理（第５０条の２４第２項、第３項）
○

� 薬局開設者等の別段の申出の処理（第

５０条の２６第１項、第４項）
○

６ 麻薬向精神薬原料に関する届出等に関す

ること。

� 特定麻薬等原料卸小売業者の業務の届

出及び変更の届出の受理（第５０条の２７）
○

� 特定麻薬等原料卸小売業者の業務の廃

止並びに死亡及び解散の届出の受理（第

５０条の２８）

○

� 事故等の届出の処理（第５０条の３３） ○

７ 監督に関すること。

� 向精神薬営業者、病院等の開設者及び

向精神薬試験研究施設設置者に対する措

置命令（第５０条の３９）

○

� 向精神薬営業所の構造設備の改善命令

及び使用の禁止（第５０条の４０）
○

� 向精神薬取扱責任者の変更命令（第５０

条の４１）
○

� 麻薬取扱者の免許の取消し並びに業務

及び研究の停止命令（第５１条第１項）
○

� 向精神薬営業者の免許の取消し及び業

務の停止命令（第５０条の２６第４項、第５１

条第２項）

○

� 向精神薬試験研究施設設置者の登録の

取消し（第５１条第３項）
○

� 麻薬取締官の捜査協力の申請（第５６条

）
○

８ 麻薬中毒者に対する措置に関すること。

� 麻薬中毒者等に関する届出及び通報の

処理（第５８条の２から第５８条の５まで）
○

� 麻薬中毒者の入院措置及び退院（第５８

条の８、第５８条の９、第５８条の１２）
○

� 麻薬中毒者医療施設の管理者からの報

告等（第５８条の１６）
○

６ あへん法の

施行に関する

事務

１ 報告の徴収等（第４４条）

○

７ 大麻取締法

の施行に関す

る事務

１ 大麻取扱者に関すること。

� 大麻栽培者及び大麻研究者（以下この

部において「大麻取扱者」という。）の

免許の付与（第５条）

○

� 大麻取扱者の取消しの申請等の処理（

第１０条）
○

� 大麻栽培者の持出しの許可（第１４条） ○

� 大麻取扱者の報告の処理（第１５条、第

１７条）
○

２ 監督に関すること。

� 大麻取扱者免許の取消し（第１８条） ○
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� �

８ 覚せい剤取

締法の施行に

関する事務

１ 覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者（

以下この項において「施用機関等」という

。）に関すること。

� 施用機関等の指定（第３条） ○

� 施用機関等の指定の取消し及び業務又

は研究の停止（第８条）
○

� 施用機関等の業務又は研究の廃止等の

届出の処理（第９条）
○

� 施用機関等の指定証の再交付（第１１条

）
○

� 施用機関等の氏名又は住所等の変更届

の処理（第１２条）
○

� 覚せい剤の廃棄の届出の処理（第２２条

の２）
○

� 事故の届出の処理（第２３条） ○

� 施用機関等の指定の失効の場合の報告

の処理（第２４条）
○

	 施用機関等の報告の処理（第３０条） ○

２ 覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研

究者（以下この項において「取扱者等」と

いう。）に関すること。

� 取扱者等の指定（第３０条の２） ○

� 取扱者等の指定の取消し及び業務又は

研究の停止命令（第３０条の３）
○

� 取扱者等の業務又は研究の廃止の届出

の処理（第３０条の４）
○

� 覚せい剤原料取扱者の保管場所の届出

の処理（第３０条の１２）
○

� 覚せい剤原料の廃棄の届出の処理（第

３０条の１３）
○

� 覚せい剤原料の事故の届出の処理（第

３０条の１４）
○

� 取扱者等の指定の失効の場合の報告の

処理（第３０条の１５）
○

３ 覚せい剤監視員の指定（第３３条） ○

９ 温泉法の施

行に関する事

務

１ 土地掘削、増掘及び動力装置に関するこ

と。

� 許可（第３条第１項、第４条第２項、

第９条）
○

� 工業利用に係る経済産業局長への協議

（第３条第３項）
○

� 工事の着手の届出の受理（温泉法施行

細則（以下この部において「規則」とい

う。）第７条）

○

� 許可の有効期間の更新（第５条第２項

、第９条第２項）
○

� 工事の完了又は廃止の届出の受理（第

６条第１項、第９条第２項）
○

� 工事の状況の届出の受理（規則第８条

）
○

� 掘削等の影響の報告の処理（規則第９

条）
○

� しゆんせつの届出の受理（規則第１０条 ○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

７１



）

� 温泉採取権の取得の届出の受理（規則

第１７条）
○

� 氏名等の変更の届出の受理（規則第１８

条）
○

� 許可の取消し（第７条第１項、第９条

第２項）
○

� 措置命令（第７条第２項、第９条第２

項）
○

� 原状回復の命令（第８条、第９条第２

項）
○

� 隣接県に影響を及ぼすおそれがある場

合の環境大臣への協議（第１１条第１項）
○

２ 温泉採取の制限に関すること。

� 命令（第１０条第１項） ○

� 工業利用に係る経済産業局長への協議

（第１０条第２項）
○

３ 温泉ゆう出目的以外で土地を掘削した者

に関すること。

� 措置命令（第１２条第１項） ○

� 行政庁との協議（第１２条第２項） ○

４ 温泉の公共の浴用又は飲用に関すること

。

� 許可（第４条第２項、第１３条第１項、

第４項）
○

� 温泉の成分等の掲示の届出の受理（第

１４条第３項）
○

	 温泉利用の廃止の届出の受理（規則第

１３条）
○


 氏名等の変更の届出の受理（規則第１８

条）
○

� 掲示内容の変更命令（第１４条第４項） ○

� 改善の指示（第２６条） ○

 許可の取消し（第２７条第１項） ○

� 措置命令（第２７条第２項） ○

５ 温泉成分分析機関に関すること。

� 登録（第１５条第１項、第５項） ○

� 登録事項の変更の届出の受理（第１６条

）
○

	 廃止の届出の受理（第１７条） ○


 登録の抹消（第１８条） ○

� 登録の取消し（第２１条） ○

６ 環境審議会の意見の聴取（第２８条） ○

１０ 血液事業普

及に関する事

務

１ 血液事業実施計画の策定及び実施指導

○

１１ 物価統制令

第４条による

統制額の指定

に関する事務

１ 公衆浴場入浴料金の決定（公衆浴場入浴

料金の統制額の指定等に関する省令第２条

）

○

２ 報告の徴収、帳簿の作成命令及び検査（

第３０条）
○

１２ 生活衛生関 １ 適正化規程の設定及び変更の認可（第９
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係営業の運営

の適正化及び

振興に関する

法律の施行に

関する事務

条、第６４条、生活衛生関係営業の運営の適

正化及び振興に関する法律施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第９条）

○

２ 適正化規程の変更命令及び認可の取消し

（第１１条、第６４条、政令第９条）
○

３ 適正化規程の廃止の届出の処理（第１２条

、第６４条、政令第９条）
○

４ 公正取引委員会との協議（第１３条、第６４

条、政令第９条）
○

５ 共済規程の設定、変更又は廃止の認可（

第１４条の２、第６４条、政令第９条）
○

６ 組合協約の認可及び変更の認可（第１４条

の１０、第６４条、政令第９条）
○

７ 組合協約に関するあつせん（第１４条の１２

、第６４条、政令第９条）
○

８ 組合の設立の認可（第２４条、第６４条、政

令第９条）
○

９ 組合の定款の変更の認可（第２８条、第６４

条、政令第９条）
○

１０ 組合員による総会招集の承認（第４２条、

第６４条、政令第９条）
○

１１ 組合解散の総会の決議の認可（第５０条、

第６４条、政令第９条）
○

１２ 組合員以外の者に対する事業活動の改善

の勧告（第５６条の６、第６４条、政令第９条

）

○

１３ 報告の徴収、立入及び検査（第６０条、第

６４条、政令第９条）
○

１４ 組合の役員の解任の勧告（第５２条の２、

第６４条、政令第９条）
○

１５ 組合の解散命令（第５２条の３、第６４条、

政令第９条）
○

１６ 指導センターの指定（第５７条の３） ○

１７ 指導センターの役員の解任勧告（第５７条

の６）
○

１８ 指導センターの改善命令（第５７条の７） ○

１９ 指導センターの指定の取消し（第５７条の

８）
○

１３ 建築物にお

ける衛生的環

境の確保に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 特定建築物に係る届出の受理及び通知（

第５条）
○

２ 建築物環境衛生管理技術者免状の返納処

分に関する厚生労働大臣への申出（第７条

）

○

３ 特定建築物の維持管理の方法の改善等必

要な措置命令並びに使用の停止及び制限（

第１２条）

○

４ 国又は地方公共団体の公用又は公共の用

に供する特定建築物の維持管理の方法の改

善等の勧告（第１３条）

○

５ 建築物における衛生的環境の確保に関す

る事業を営む者の登録（第１２条の２）
○

６ 登録の取消し（第１２条の４） ○

７ 報告の徴収及び営業所への立入検査（第 ○
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１２条の５）

１４ 理容師法の

施行に関する

事務

１ 管理理容師講習会の指定（第１１条の４第

２項）
○

２ 養成施設の調査（第４条、理容師法施行

令第１条）
○

１５ 美容師法の

施行に関する

事務

１ 管理美容師講習会の指定（第１２条の３第

２項）
○

２ 養成施設の調査（第４条第５項、美容師

法施行令第１条）
○

１６ クリーニン

グ業法の施行

に関する事務

１ クリーニング師の免許及び登録（第６条

、第８条第１項）
○

２ クリーニング師試験の実施（第７条） ○

３ クリーニング師の研修及び業務従事者に

対する講習の指定（第８条の２第１項、第

８条の３）

○

４ クリーニング師の免許の取消し（第１２条

）
○

１７ 国民生活金

融公庫法の施

行に関する事

務

１ 国民生活金融公庫（環境衛生資金）の貸

付けの推薦（国民生活金融公庫に対する融

資申込手続要綱（昭和４２年１０月７日付け厚

生省環境衛生局長通知））

○

１８ 食品衛生法

の施行に関す

る事務

１ 食中毒発生状況報告に関すること（第２７

条）
○

２ 各種一斉取締りの実施に関すること。 ○

１９ 製菓衛生師

法の施行に関

する事務

１ 製菓衛生師試験の実施（第４条） ○

２ 免許の取消し（第８条） ○

３ 製菓衛生師の登録及び免許証の交付（第

７条）
○

２０ 調理師法の

施行に関する

事務

１ 調理師の免許及び登録並びに免許証の交

付（第３条第１項、第５条）
○

２ 調理師法の規定による試験の実施（第３

条の２第１項）
○

３ 調理業務従事の届出の受理（第５条の２

第１項）
○

４ 調理師の免許の取消し（第６条） ○

５ 名簿の訂正（調理師法施行令（以下この

部において「政令」という。）第１１条第１

項）

○

６ 登録の消除（政令第１２条） ○

７ 免許証の書換え及び再交付（政令第１３条

第１項、第１４条第１項）
○

８ 免許証の返納の受理（政令第１４条第４項

、第１５条）
○

９ 養成施設の指定又は指定取消しに係る調

査（政令第１６条）
○

１０ 他県で受けた免許の取消しが適当な場合

における他県への通知（政令第１７条）
○

１１ 指定養成施設に関すること。

� 指定申請書、変更承認申請書及び変更

等届書の進達（政令第１条の２、第１条

の３、第１条の５）

○

� 入所者数及び卒業者数の届出の受理（

政令第１条の４）
○
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�

２１ と畜場法の

施行に関する

事務

１ と畜場の設置の許可及び許可の取消し並

びに使用の制限及び停止の命令（第３条、

第１４条）

○

２ と畜場の構造設備等の変更の届出の処理

（第３条）
○

３ と畜場において処理することができる獣

畜の種類及び１日当たりの頭数の制限（第

４条）

○

４ と畜場使用料及びと殺解体料の認可（第

８条）
○

�

５ と畜場の休廃止等の届出の受理（と畜場

法施行条例第３条）
○

２２ 牛海綿状脳

症対策特別措

置法の施行に

関する事務

１ 牛の特定部位の学術研究に関すること。

� 許可（第７条第２項） ○

� 変更の許可（牛海綿状脳症対策特別措

置法施行細則（以下この項において「規

則」という。）第４条第１項）

○

� 変更の届出の受理（規則第４条第２項

）
○

� 終了又は廃止の報告の受理（規則第５

条）
○

２ 医薬品の試験検査の承認（厚生労働省関

係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第

３条第２号）

○

３ 協力依頼（第１０条第２項） ○

２３ 狂犬病予防

法の施行に関

する事務

１ 厚生労働大臣への報告（第２条第３項） ○

２ 狂犬病発生に伴う報告に係る処理（第８

条第２項、第３項）
○

３ 狂犬病発生に係る公示及びけい留命令（

第１０条）
○

４ 狂犬病発生時の犬の検診及び予防注射の

実施（第１３条）
○

５ 規定による病性鑑定の措置（第１４条） ○

６ 犬等の移動、移入及び移出の禁止又は制

限、集合施設の禁止命令並びにけい留され

ていない犬の抑留（第１５条、第１７条、第１８

条第１項）

○

７ 交通の遮断及び制限（第１６条） ○

８ けい留されていない犬の薬殺（第１８条の

２第１項）
○

２４ 愛媛県ふぐ

取扱者条例の

施行に関する

事務

１ 試験の実施（第４条） ○

２ 免許証の交付（第７条） ○

３ 免許の取消し（第１３条）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

子

育

て

支

１ 母子家庭及

び寡婦自立促

進事業に関す

る事務

１ 母子家庭及び寡婦自立促進講習会の実施 ○

２ 母子家庭及び寡婦特別相談事業の実施

○
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援

課

２ 母子及び寡

婦福祉法の施

行に関する事

務

１ 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け

に関すること。

� 資金の貸付けの決定（第１３条、第１４条

、第３２条）
○

� 貸付金の償還の免除（第１５条、第３２条

）
○

� 貸付金の交付の停止及び減額（母子及

び寡婦福祉法施行令（以下この部におい

て「政令」という。）第１１条から第１３条

まで、第３８条）

○

� 貸付金の一時償還の請求（政令第１６条

、第３８条）
○

� 違約金の徴収（政令第１７条、第３８条） ○

� 償還金の支払猶予（政令第１９条、第３８

条）
○

� 貸付業務の報告（政令第２４条、第３８条

）
○

� 貸付金の増額（愛媛県母子及び寡婦福

祉法施行細則（以下この部において「規

則」という。）第８条、第２４条第１項）

○

	 継続貸付けの決定（規則第９条、第２４

条第１項）
○


 貸付けの辞退及び貸付金の減額の申出

の受理（規則第１０条、第２４条第１項）
○

� 繰上償還の申出の受理（規則第１１条、

第２４条第１項）
○

２ 母子家庭及び寡婦の福祉の措置及び保障

に関すること。

� 公共的施設内における売店等の設置の

許可（第２５条、第３４条）
○

� 母子福祉団体並びに母子家庭及び寡婦

に対する福祉施策の広報（第２５条、第２９

条、第３４条）

○

３ 愛媛県母子

家庭及び父子

家庭小口資金

貸付要綱（昭

和２９年１１月２９

日制定）の施

行に関する事

務

１ 小口資金の貸付決定、交付及び償還

○

４ 母子家庭、

父子家庭及び

寡婦の援護の

実施に関する

事務

１ 母子福祉会の育成指導 ○

２ 母子自立支援員及び父子相談員の指導 ○

３ 母子家庭、父子家庭及び寡婦の日常生活

支援事業の実施 ○

５ 補助金の交

付等に関する

事務

１ 母子家庭医療費補助金交付要綱（昭和４９

年１０月１日制定）に基づく補助金の交付
○

２ 愛媛県地域組織活動育成事業費補助金交

付要綱（平成３年４月１日制定）に基づく

補助金の交付

○

３ 入所児童援護事業の実施 ○

４ 愛媛県特別保育事業費等補助金交付要綱

（平成３年１０月２１日制定）に基づく補助金 ○
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の交付

５ 県立愛媛母子生活支援センターの管理運

営に関すること。
○

６ 児童手当法

の施行に関す

る事務

１ 児童手当事務の指導監督 ○

２ 児童手当負担金の決定（第１８条）
○

７ 児童扶養手

当法の施行に

関する事務

１ 受給資格及び手当額の認定（第６条） ○

２ 手当額の改定（第８条） ○

３ 支給の制限（第９条から第１５条まで） ○

４ 未支払手当の支払（第１６条） ○

５ 不正利得の徴収（第２３条） ○

６ 調査及び資料の提供等の要求 ○

７ 市町村児童扶養手当事務の指導監督 ○

８ 児童福祉法

の施行に関す

る事務

１ 児童福祉施設に関すること。

� 市町村が設置する施設の設置及び廃止

又は休止の届出の受理（第３５条第３項、

第６項）

○

� 国、都道府県及び市町村以外の者が設

置する施設の設置認可及び廃止又は休止

の承認（第３５条第４項、第７項）

○

� 最低基準実施の監督（第４６条第１項） ○

� 改善勧告及び改善命令（第４６条第３項

）
○

� 事業停止命令（第４６条第４項） ○

� 予算の変更及び職員の解職の指示（第

５６条の２第２項）
○

� 補助金の返還命令（第５６条の３） ○

� 設置認可の取消し（第５８条） ○

	 報告の徴収又は立入調査等（第５９条第

１項）
○


 勧告に従わない旨の公表（第５９条第４

項）
○

� 事業の停止及び施設の閉鎖命令（第５９

条第５項、第７項）
○

� 施設の運営状況等の公表（第５９条の２

の５第２項）
○

 実地検査（児童福祉法施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第１２条

の２）

○

� 変更の届出の受理（児童福祉法施行規

則（以下この部において「省令」という

。）第３７条第４項から第６項まで）

○

� 保育士養成施設の指定又は変更申請書

及び変更届出書の進達（省令第３９条の３

）

○

� 最低基準向上の勧告（児童福祉施設最

低基準（以下この部において「最低基準

」という。）第３条第１項）

○

� 児童福祉思想の普及 ○

� 家庭児童相談室の設置運営指導（家庭

児童相談室運営要綱（昭和３９年４月２２日

付け厚生事務次官通知）

○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

７７



� 児童の遊びを指導する者の認定（最低

基準第３８条第２項）
○

� 愛媛県認可外保育施設指導監督要綱（

平成１４年９月２６日制定）に関すること。

ア 指導監督基準の制定及び改廃 ○

イ ア以外のもの ○

２ 福祉の措置に関すること。

� 施設整備に要する費用の負担（第５４条

）
○

� 児童福祉施設入所措置費及び保育費用

の負担（第５５条）
○

� 費用の徴収及び負担（第５６条） ○

３ 児童健全育成事業の推進に関すること。

� 児童委員の指揮監督（第１２条第４項） ○

� 地域組織活動の育成 ○

� ＶＹＳ運動の推進 ○

４ 保育士等に関すること。

� 保育士試験の実施（政令第１３条） ○

� 愛媛県児童福祉施設産休代替職員制度

実施要綱（昭和５１年１２月６日付け福祉部

長通知）に関すること。

○

� 保育士の登録の申請に対する審査（児

童福祉法の一部を改正する法律附則第２

条）

○

９ 児童虐待の

防止等に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 保護者に対する勧告（第１１条第２項）

○

１０ 愛媛県災害

遺児福祉手当

支給規則の施

行に関する事

務

１ 手当の支給決定（第５条） ○

２ 手当の支給停止（第７条） ○

３ 受給者の変更の承認（第８条） ○

４ 手当に関する届出の受理及び証書の再交

付（第９条、第１０条）
○

５ 手当の返還命令（第１１条） ○

１１ 社会福祉事

業振興会業務

方法書（昭和

２９年５月２５日

付け厚生大臣

認可）の施行

に関する事務

１ 貸付資金借入申請に関する副申（第１０条

第３項）

○

１２ 社会福祉施

設職員退職手

当共済法の施

行に関する事

務

１ 立入検査（第２３条）

○

１３ 社会福祉法

の施行に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。

� 行う事業が２以上の都道府県の区域に

わたる社会福祉法人の定款の認可及び変

更認可、解散の認可及び認定並びに合併

の認可に関する副申（第３１条第４項、第

４３条第２項、第４６条第４項、第４９条第３

項）

○
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� 定款の認可（第３２条） ○

� 監事からの報告の受理（第４０条） ○

� 定款の変更の認可（第３２条、第４３条第

２項）
○

� 定款変更の届出の受理（第４３条第３項

）
○

� 仮理事及び特別代理人の選任（第４５条

、民法第５６条、第５７条）
○

� 解散の認可及び認定（第４６条第２項） ○

� 解散の届出の受理（第４６条第３項） ○

� 合併の認可（第３２条、第４９条第３項） ○

	 清算人の届出及び清算結了の届出の受

理（第５５条、民法第７７条第２項、第８３条

）

○


 報告の徴収及び立入検査（第５６条第１

項）
○

� 必要な措置の命令（第５６条第２項） ○

� 業務の停止命令及び役員の解職勧告（

第５６条第３項）
○

 解散命令（第５６条第４項） ○

� 公益事業又は収益事業の停止命令（第

５７条）
○

� 助成及び監督（第５８条） ○

� 基本財産の処分の承認 ○

２ 社会福祉事業に関すること。

� 放課後児童健全育成事業の開始、変更

及び廃止の届出の受理（第６４条）
○

� 寄附金の募集の許可（第７３条） ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

障

害

福

祉

課

１ 社会福祉法

の施行に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。

� 行う事業が２以上の都道府県の区域に

わたる社会福祉法人の定款の認可及び変

更認可、解散の認可及び認定並びに合併

の認可に関する副申（第３１条第４項、第

４３条第２項、第４６条第４項、第４９条第３

項）

○

� 定款の認可（第３２条） ○

� 監事からの報告の受理（第４０条） ○

� 定款の変更の認可（第３２条、第４３条第

２項）
○

� 定款変更の届出の受理（第４３条第３項

）
○

� 仮理事及び特別代理人の選任（第４５条

、民法第５６条、第５７条）
○

� 解散の認可及び認定（第４６条第２項） ○

� 解散の届出の受理（第４６条第３項） ○

� 合併の認可（第３２条、第４９条第３項） ○

	 清算人の届出及び清算結了の届出の受
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理（第５５条、民法第７７条第２項、第８３条

）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第５６条第１

項）
○

� 必要な措置の命令（第５６条第２項） ○

� 業務の停止命令及び役員の解職勧告（

第５６条第３項）
○

� 解散命令（第５６条第４項） ○

� 公益事業又は収益事業の停止命令（第

５７条）
○

� 助成及び監督（第５８条） ○

� 基本財産の処分の承認 ○

２ 社会福祉事業に関すること。

� 社会福祉施設の設置及び変更の許可（

第６２条、第６３条）
○

	 第二種社会福祉事業の開始、変更及び

廃止の届出の受理（第６９条）
○


 市町村以外の者が設置する社会福祉施

設の設置者に対する報告の徴収等（第７０

条）

○

� 社会福祉施設の改善命令及び許可の取

消し等（第７１条、第７２条）
○

２ 身体障害者

福祉法の施行

に関する事務

１ 身体障害者相談員の委託（第１２条の３第

１項）
○

２ 身体に障害のある者の調査（第１４条） ○

３ 身体障害者手帳の交付申請書に添付する

診断書を作成する医師の指定及び指定の取

消し（第１５条第１項、身体障害者福祉法施

行令（以下この部において「政令」という

。）第１条の２第３項）

○

４ 身体障害者手帳の交付（第１５条第４項） ○

５ 身体障害者手帳申請の却下（第１５条第５

項）
○

６ 身体障害者手帳の返還命令等（第１６条、

第１７条）
○

７ 指定居宅支援事業者に関すること。

� 指定（第１７条の４第１項、第１７条の２３

第１号）
○

	 変更の届出等に係る措置（第１７条の２０

、第１７条の２３第２号）
○


 報告の命令等（第１７条の２１第１項） ○

� 指定の取消し（第１７条の２２第１項、第

１７条の２３第３号）
○

８ 指定身体障害者更生施設等に関すること

。

� 指定（第１７条の１０第１項、第１７条の３１

第１号）
○

	 変更の届出の受理（第１７条の２７） ○


 報告の命令等（第１７条の２８第１項） ○

� 指定の辞退の申出に係る措置（第１７条

の２９、第１７条の３１第２号）
○

� 指定の取消し（第１７条の３０第１項、第

１７条の３１第３号）
○
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９ 医療機関の指定及び指定の取消し（第１９

条の２）
○

１０ 指定医療機関の診療報酬額の決定（第１９

条の５）
○

１１ 指定医療機関に対する報告の請求及び立

入検査（第１９条の６）
○

１２ 身体障害者居宅生活支援事業の開始、廃

止及び休止の届出の受理（第２６条）
○

１３ 市町村が設置する身体障害者更生援護施

設の設置の届出の受理（第２７条第３項）
○

１４ 身体障害者居宅生活支援事業を行う者に

対する報告の徴収等（第３９条第１項）
○

１５ 市町村が設置する身体障害者更生援護施

設の長に対する報告の徴収等（第３９条第２

項）

○

１６ 身体障害者居宅生活支援事業を行う者に

対する事業の停止命令等（第４０条）
○

１７ 市町村の設置した身体障害者更生援護施

設等の事業の停止命令等（第４１条第１項）
○

１８ 身体障害者の氏名又は居住地の変更の届

出の受理（政令第４条第２項、第４項）
○

１９ 身体障害者手帳の再交付（政令第５条第

１項）
○

２０ 更生援護施設の監査の計画及び実施 ○

２１ 身体障害者更生援護施設の措置費及び事

務費の決定に関すること（身体障害者保護

費の国庫負担（補助）について（昭和６２年

７月１６日付け厚生事務次官通知））。

○

２２ 指定デイサービス事業所等の施設基準に

適合している旨の届出の受理（身体障害者

福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費

用の額の算定に関する基準（平成１５年２月

厚生労働省告示第２７号）別表２注１）

○

２３ 身体障害者施設訓練等支援費の加算に係

る届出の受理（身体障害者福祉法に基づく

指定施設支援に要する費用の額の算定に関

する基準（平成１５年２月厚生労働省告示第

２８号）別表２第１の１注２、第２の１注６

、注７）

○

３ 知的障害者

福祉法の施行

に関する事務

１ 指定居宅支援事業者に関すること。

� 指定（第１５条の５第１項、第１５条の２３

第１号）
○

� 変更の届出等に係る措置（第１５条の２０

、第１５条の２３第２号）
○

� 報告の命令等（第１５条の２１第１項） ○

� 指定の取消し（第１５条の２２第１項、第

１５条の２３第３号）
○

２ 指定知的障害者更生施設等に関すること

。

� 指定（第１５条の１１第１項、第１５条の３１

第１号）
○

� 変更の届出の受理（第１５条の２７） ○

� 報告の命令等（第１５条の２８第１項） ○

� 指定の辞退の申出に係る措置（第１５条 ○
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の２９、第１５条の３１第２号）

� 指定の取消し（第１５条の３０第１項、第

１５条の３１第３号）
○

� 指定デイサービス事業所等の施設基準

に適合している旨の届出の受理（知的障

害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要

する費用の額の算定に関する基準を定め

る件（平成１５年２月厚生労働省告示第２９

号）別表２注１）

○

� 知的障害者施設訓練等支援費の加算に

係る届出の受理（知的障害者福祉法に基

づく指定施設支援に要する費用の額の算

定に関する基準を定める件（平成１５年２

月厚生労働省告示第３０号）別表２第１の

１注３、第１の４注１、第２の４注１）

○

３ 知的障害者援護施設措置費の保護単価の

設定（知的障害者福祉法による措置費国庫

負担金及び補助金の交付基準について（昭

和４８年４月２６日付け厚生省事務次官通知）

）

○

４ 児童福祉法

の施行に関す

る事務

１ 指定居宅支援事業者に関すること。

� 指定（第２１条の１０第１項、第２１条の２３

第１号）
○

� 変更の届出等に係る措置（第２１条の２０

、第２１条の２３第２号）
○

� 報告の命令等（第２１条の２１第１項） ○

� 指定の取消し（第２１条の２２第１項、第

２１条の２３第３号）
○

２ 児童福祉施設に関すること。

� 市町村が設置する施設の設置及び廃止

又は休止の届出の受理（第３５条第３項、

第６項）

○

� 国、都道府県及び市町村以外の者が設

置する施設の設置認可及び廃止又は休止

の承認（第３５条第４項、第７項）

○

� 最低基準実施の監督（第４６条） ○

� 改善勧告及び改善命令（第４６条） ○

� 事業停止命令（第４６条） ○

� 予算の変更及び職員の解職の指示（第

５６条の２）
○

� 補助金の返還命令（第５６条の３） ○

� 負担金の返還（児童福祉法施行令第１８

条）
○

	 設置認可の取消し（第５８条） ○


 事業の停止及び施設の閉鎖命令（第５９

条第３項）
○

� 実地検査（児童福祉法施行令第１２条の

２）
○

� 変更の届出の受理（児童福祉法施行規

則第３７条第４項から第６項まで）
○

 最低基準向上の勧告（児童福祉施設最

低基準第３条）
○

３ 福祉の措置に関すること。
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� 児童福祉施設入所措置費の支弁（第５０

条）
○

� 施設整備に要する費用の負担（第５４条

）
○

５ 愛媛県心身

障害者扶養共

済制度条例の

施行に関する

事務

１ 振興会との契約の締結（第２条） ○

２ 加入の承認及び加入証書の交付（第５条

、愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行

規則（以下この部において「規則」という

。）第４条）

○

３ 年金管理者の変更及び指定の命令（第８

条）
○

４ 年金支払の一時差止め（第１１条） ○

５ 年金及び弔慰金の返還命令（第１５条） ○

６ 届出の受理（第１７条） ○

７ 報告の徴収（第１８条） ○

８ 年金の支給決定（規則第５条） ○

９ 弔慰金の支給決定（規則第８条） ○

６ 愛媛県重度

心身障害児福

祉手当支給規

則の施行に関

する事務

１ 手当の支給の決定（第５条） ○

２ 支給決定の取消し及び手当の返還命令（

第１１条）
○

３ 手当に関する調査（第１０条） ○

４ 受給資格喪失の決定（第９条） ○

７ 特別児童扶

養手当等の支

給に関する法

律の施行に関

する事務

１ 受給資格及び手当額の認定（第５条） ○

２ 手当額の改定（第１６条） ○

３ 支給の制限（第６条から第１２条まで） ○

４ 未支払手当の支払（第１３条） ○

５ 調査及び資料の提供等の要求（第３６条、

第３７条）
○

６ 不正利得の徴収（第２４条） ○

７ 市町村特別児童扶養手当事務の指導監督 ○

８ 精神保健及

び精神障害者

福祉に関する

法律の施行に

関する事務

１ 精神障害者社会復帰施設の設置、変更、

廃止及び休止の届出の受理（第５０条第２項

から第４項まで）

○

２ 報告の徴収及び立入検査（第５０条の２の

４、第５０条の３の３）
○

３ 改善並びに事業の停止及び廃止の命令（

第５０条の２の５第１項）
○

４ 精神保健福祉審議会の意見の聴取（第５０

条の２の５第２項、第５０条の３の４第２項

）

○

５ 精神障害者居宅支援事業の実施、変更、

廃止及び休止の届出の受理（第５０条の３）
○

６ 精神障害者居宅支援事業を行う者に対す

る事業の制限及び停止の命令（第５０条の３

の４第１項）

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

長

寿

１ 長寿社会対

策に係る総合

１ 長寿社会対策に係る総合企画、総合調整

及び推進

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

８３



介

護

課

企画、総合調

整及び推進に

関する事務

○

２ 老人福祉法

の施行に関す

る事務

１ 在宅老人福祉に関すること。

� 老人居宅生活支援事業の助成（第１０条

の４第１項、第２４条第２項）
○

� 日常生活用具給付（貸与）事業の助成

（第１０条の４第２項、第２４条第３項）
○

� 老人就労あつせん事業の助成（第２４条

第３項）
○

� 老人クラブ事業の助成（第１３条、第２４

条第３項）
○

� 老人スポーツ普及事業の助成（第１３条

、第２４条第３項）
○

� その他福祉事業の助成（第２４条第３項

）
○

� 老人居宅生活支援事業の開始の届出の

受理（第１４条）
○

� 老人居宅生活支援事業の変更の届出の

受理（第１４条の２）
○

	 老人居宅生活支援事業の廃止及び休止

の届出の受理（第１４条の３）
○


 市町村以外の老人居宅生活支援事業を

行う者に係る報告の徴収等（第１８条第１

項）

○

� 老人居宅生活支援事業を行う者に対す

る事業停止命令等（第１８条の２第１項）
○

２ 老人福祉施設に関すること。

� 老人福祉施設の老人保護措置費の決定

（第１１条、第２４条第１項）
○

� 老人福祉施設の設置の認可及び許可並

びに届出の受理（第１５条第３項から第５

項まで、社会福祉法第６２条、第６９条）

○

� 老人福祉施設の変更の許可（社会福祉

法第６３条第２項）
○

� 老人福祉施設の変更の届出の受理（第

１５条の２、社会福祉法第６３条第１項、第

６９条）

○

� 老人福祉施設の廃止、休止若しくは入

所定員の減少又は入所定員の増加の認可

及び届出の受理（第１６条、社会福祉法第

６４条、第６９条）

○

� 市町村以外の者が設置する老人福祉施

設に対する報告の徴収等（第１８条第１項

、第２項、社会福祉法第７０条）

○

� 老人福祉施設の改善命令等及び設置の

認可又は許可の取消し（第１８条の２第１

項、第１９条第１項、社会福祉法第７１条、

第７２条）

○

� 有料老人ホームの設置等の届出の受理

（第２９条第１項、第２項）
○

	 有料老人ホームの運営の調査及び勧告

（第２９条第３項、第４項）
○

３ 社会福祉審議会の意見の聴取（第１８条の ○
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２第２項、第１９条第２項）

４ 老人福祉計画に関すること。

� 市町村老人福祉計画に対する意見の通

知（第２０条の８第８項）
○

� 都道府県老人福祉計画の策定及び変更

（第２０条の９第１項、第６項）
○

� 市町村老人福祉計画の作成上の助言（

第２０条の１０第１項）
○

� 老人福祉計画の達成のための援助（第

２０条の１１）
○

５ その他老人福祉に関すること。

� 老人週間事業の実施（第５条） ○

� 老人福祉に関する県単独補助事業の実

施（第２４条第３項）
○

３ 老人保健法

の施行に関す

る事務

１ 指定訪問看護事業者等に関すること。

� 指定訪問看護事業者等の指導（第４６条

の５の５）
○

� 報告の命令等（第４６条の５の６第１項

）
○

� 当該職員の証の交付（第３１条第２項、

第４６条の５の６第２項）
○

４ 介護保険法

の施行に関す

る事務

１ 居宅サービス等を行つた者又は使用する

者に対する報告の命令等（第２４条第１項）
○

２ 被保険者等に対する報告の命令等（第２４

条第２項）
○

３ 指定居宅サービス事業者に関すること。

� 指定（第４１条第１項、第７８条第１号） ○

� 変更の届出等に係る公示（第７８条第２

号）
○

� 指定の取消し（第７７条第１項、第７８条

第３号）
○

４ 指定居宅介護支援事業者に関すること。

� 指定（第４６条第１項、第８５条第１号） ○

� 変更の届出等に係る公示（第８５条第２

号）
○

� 指定の取消し（第８４条第１項、第８５条

第３号）
○

５ 指定介護老人福祉施設に関すること。

� 指定（第４８条第１項第１号、第９３条第

１号）
○

� 変更の届出の受理（第８９条） ○

� 報告の命令等（第９０条第１項） ○

� 指定の辞退の申出に係る措置（第９１条

、第９３条第２号）
○

� 指定の取消し（第９２条第１項、第９３条

第３号）
○

６ 介護老人保健施設に関すること。

� 開設及び変更の許可（第９４条第１項、

第２項）
○

� 管理者の承認（第９５条） ○

� 変更の届出の受理（第９９条） ○

� 報告等の命令等（第１００条第１項） ○
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� 設備の使用制限等（第１０１条） ○

� 管理者の変更命令（第１０２条第１項） ○

� 業務運営の改善命令等（第１０３条第１

項）
○

� 開設の許可の取消し（第１０４条第１項

）
○

� 休止、廃止、再開等の届出の受理（第

１０５条、医療法第９条）
○

� 弁明の機会の付与（第１０５条、医療法

第３０条）
○

７ 指定介護療養型医療施設に関すること。

� 指定（第４８条第１項第３号、第１１５条

第１号）
○

� 変更の届出の受理（第１１１条） ○

	 報告の命令等（第１１２条第１項） ○


 指定の辞退の申出に係る措置（第１１３

条、第１１５条第２号）
○

� 指定の取消し（第１１４条第１項、第１

１５条第３号）
○

８ 介護保険事業支援計画等に関すること。

� 市町村介護保険事業計画に対する意見

の通知（第１１７条第６項）
○

� 都道府県介護保険事業支援計画の策定

（第１１８条第１項、第４項）
○

	 市町村介護保険事業計画の作成上の助

言（第１１９条第１項）
○

９ 介護給付費納付金等の徴収（第１５６条第

３項）
○

１０ 社会保険診療報酬支払基金等に対する報

告の徴収等（第１７２条第１項）
○

１１ 介護給付費審査委員会による報告の徴収

等の承認（第１８１条第１項）
○

１２ 医療保険者に対する報告の徴収等（第１

９７条第３項）
○

１３ 国民健康保険団体連合会に対する監督等

に関すること。

� 報告の徴収等（第１９８条、国民健康保

険法第１０８条）
○

� 監督（第１９８条、国民健康保険法第１

０９条）
○

５ 社会福祉法

の施行に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。

� 行う事業が２以上の都道府県の区域に

わたる社会福祉法人の定款の認可及び変

更認可、解散の認可及び認定並びに合併

の認可に関する副申（第３１条第４項、第

４３条第２項、第４６条第４項、第４９条第３

項）

○

� 定款の認可（第３２条） ○

	 監事からの報告の受理（第４０条） ○


 定款の変更の認可（第３２条、第４３条第

２項）
○

� 定款変更の届出の受理（第４３条第３項

）
○
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� 仮理事及び特別代理人の選任（第４５条

、民法第５６条、第５７条）
○

� 解散の認可及び認定（第４６条第２項） ○

� 解散の届出の受理（第４６条第３項） ○

� 合併の認可（第３２条、第４９条第３項） ○

� 清算人の届出及び清算結了の届出の受

理（第５５条、民法第７７条第２項、第８３条

）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第５６条第１

項）
○

� 必要な措置の命令（第５６条第２項） ○

� 業務の停止命令及び役員の解職勧告（

第５６条第３項）
○

	 解散命令（第５６条第４項） ○


 収益事業の停止命令（第５７条） ○

� 助成及び監督（第５８条） ○

� 基本財産の処分の承認 ○

６ 戦傷病者戦

没者遺族等援

護法の施行に

関する事務

１ 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族

給与金、弔慰金及び遺族一時金に関する請

求書等の受理

○

２ 障害年金、遺族年金及び遺族給与金の受

給権調査
○

３ 遺族年金、遺族給与金、弔慰金及び遺族

一時金に関する証書等の記入及び交付
○

７ 戦没者等の

妻に対する特

別給付金支給

法の施行に関

する事務

１ 戦没者等の妻に対する特別給付金を受け

る権利の裁定（第３条）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

８ 戦没者等の

遺族に対する

特別弔慰金支

給法の施行に

関する事務

１ 特別弔慰金を受ける権利の裁定（第４条

）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

９ 戦没者の父

母等に対する

特別給付金支

給法の施行に

関する事務

１ 戦没者の父母等に対する特別給付金を受

ける権利の裁定（第４条）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

１０ 旧軍人等の

遺族に対する

恩給等の特例

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 特例扶助料及び特例遺族年金の請求書の

受理（恩給給与施行細則第２条）

○

１１ 引揚者給付

金等支給法の

施行に関する

事務

１ 引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権

利の裁定（第３条）
○

１２ 引揚者等に

対する特別給

付金の支給に

関する法律の

施行に関する

１ 引揚者特別給付金を受ける権利の裁定（

第３条）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○
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事務

１３ 未帰還者に

関する特別措

置法の施行に

関する事務

１ 戦時死亡宣告審判申立て（第２条） ○

２ 弔慰金の支給（第３条）

○

１４ 未帰還者留

守家族等援護

法の施行に関

する事務

１ 葬祭料の支給（第１６条） ○

２ 遺骨引取経費の支給（第１７条） ○

３ 障害一時金の支給（第２６条）
○

１５ 死亡公報補

完に関する事

務

１ 死亡場所の調査 ○

２ 死亡公報補完通知
○

１６ 戦没者の叙
位及び叙勲（
昭和３９年３月
２８日付け厚生
省援護局長通
知）の施行に
関する事務

１ 叙位、叙勲調査票の進達 ○

２ 賞賜物件の伝達 ○

３ 叙位、叙勲発令予定者の発表 ○

４ 叙位、叙勲該当遺族の調査

○

１７ 定例未伝達

勲章の伝達（

昭和４５年６月

１７日付け厚生

省援護局長通

知）の施行に

関する事務

１ 該当者の調査及び進達 ○

２ 賞賜物件の伝達

○

１８ 未伝達位記

の伝達（昭和

４７年８月２３日

付け厚生省援

護局長通知）

の施行に関す

る事務

１ 該当者の調査及び進達 ○

２ 賞賜物件の伝達

○

１９ 未帰還者等

に関する調査

整理事務実施

要領（昭和２９

年７月３０日付

け厚生省援護

局長通知）の

施行に関する

事務

１ 未帰還者等の調査及び通報

○

２０ 復員業務規

程（昭和２６年

３月５日付け

引揚援護庁訓

第１号）の施

行に関する事

務

１ 死亡公報の発令（第１７条）

○

２１ 恩給法の施

行に関する事

務

１ 軍人軍属の恩給を受ける権利の裁定に必

要な調査及び進達（恩給給与細則第２条） ○

２２ 戦傷病者特

別援護法の施

行に関する事

務

１ 戦傷病者手帳の交付、訂正、再発行及び

これらに必要な調査（第４条から第６条ま

で）

○

２ 戦傷病者相談員の推薦（第８条の２） ○
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別表第２国民健康保険室の表決裁区分の欄を次のように改める。

３ 療養給付等の認定、交付及び支給並びに

却下（第１０条、第１７条、第２１条）
○

４ 指定医療機関の指導、報告及び検査等（

第１３条、第１５条、第１６条）
○

５ 療養手当、葬祭費等の支給（第１８条から

第２０条まで）
○

６ 更生医療、補装具の交付等の判定及び認

定（第２０条、第２１条）
○

７ 戦傷病者等に対する報告聴取等（第２４条

）
○

２３ 戦傷病者等

の妻に対する

特別給付金支

給法の施行に

関する事務

１ 特別給付金の裁定（第３条第２項） ○

２ 国庫債券の買上げ及び担保貸付け（戦傷

病者の妻に対する特別給付金支給法施行令

第２条）
○

２４ 国家公務員

共済組合法、

地方公務員共

済組合法、厚

生年金保険法

等の施行に関

する事務

１ 軍人、軍属等の履歴等の調査証明（昭和

３４年７月２４日付け厚生省引揚援護局長通達

）

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 室長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２介護保険課の表及び人権対策課の表を削る。

別表第２商工流通課の表及び企業振興課の表を次のように改める。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

産

業

政

策

課

１ 商工政策の

企画及び連絡

調整に関する

事務

１ 地域経済政策の策定及び推進 ○

２ 不況対策の推進

○

２ 産業高度化

対策の総合企

画、総合調整

及び推進に関

する事務

１ 産業高度化対策の総合企画、総合調整及

び推進

○

３ 中小企業振

興計画の策定

に関する事務

１ 中小企業振興計画の策定

○

４ 経済情勢の

調査及び分析

に関する事務

１ 経済情勢調査分析結果の提供

○

５ ＦＡＺ構想

の推進に関す

る事務

１ 地域輸入促進計画の策定及び変更（輸入

の促進及び対内投資事業の円滑化に関する

臨時措置法第５条、第６条）

○

６ 海運（国土

交通省所管に

関するものを

除く。）に関

する事務

１ 内航海運業及び近海海運業の振興施策 ○

２ 国際定期貨物航路の開設及び維持

○

７ 外資系企業

の誘致に関す

る事務

１ 外資系企業の誘致

○

８ 貿易の振興

に関する事務

１ 貿易情報センターとの連絡調整 ○

２ 貿易の促進 ○

９ 計量法の施

行に関する事

務

１ 法定計量単位により取引又は証明におけ

る計量をする者に対する勧告等に関するこ

と。

� 必要な措置の勧告（第１０条第２項、第

１５条第１項）
○

� 勧告に従わない旨の公表（第１０条第３

項、第１５条第２項）
○

� 措置命令（第１５条第３項） ○
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２ 特定計量器の検定（第１６条第１項第２号

）
○

３ 車両等装置用計量器の装置検査（第１６条

第３項）
○

４ 指定製造者に関すること。

� 指定（第１７条第１項、第１５９条第１項

第３号、第１６８条の８、計量法施行令（

以下この部において「政令」という。）

第４１条第１項）

○

� 適合命令（第６４条、第１６８条の８、政

令第４１条第１項）
○

� 指定の取消し（第６７条、第１５９条第１

項第４号、第１６８条の８、政令第４１条第

１項）

○

５ 特定計量器の定期検査（第１９条第１項、

第２１条第２項、第３９条第１項、第１５９条第

２項第４号）

○

６ 特定計量器の修理事業者に対する改善命

令（第４８条）
○

７ 特定計量器の販売事業に関すること。

� 勧告（第５２条第２項） ○

� 勧告に従わない旨の公表（第５２条第３

項）
○

� 措置命令（第５２条第４項） ○

８ 指定製造事業者の指定に係る検査（第９１

条第２項、政令第２４条）
○

９ 基準器検査に関すること。

� 検査（第１０２条第１項、政令第２５条第

１号）
○

� 検査成績書の交付（第１０５条第１項） ○

１０ 計量証明の事業に関すること。

� 登録（第１０７条、計量法施行規則（以

下この部において「省令」という。）第

４４条）

○

� 事業規程の変更命令（第１１０条第２項

）
○

� 適合命令（第１１１条） ○

� 登録の取消し等（第１１３条） ○

� 登録証の再交付（第１１５条、省令第４６

条第１項）
○

� 返納される登録証の受領及び返還（第

１１５条、省令第４７条）
○

� 登録簿の謄本の交付及び閲覧（第１１５

条、省令第４８条）
○

１１ 特定計量器の計量証明検査（第３９条第１

項、第１１６条第１項、第１２１条第２項、第

１５９条第２項第４号）

○

１２ 指定定期検査機関及び指定計量証明検査

機関に関すること。

� 指定（第２０条第１項、第１１７条第１項

、第１５９条第２項第１号、第５号）
○

� 業務規程の認可、変更認可及び変更命

令（第３０条第１項、第３項、第１２１条第 ○
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２項）

� 業務の休廃止の許可（第３２条、第１２１

条第２項、第１５９条第２項第２号）
○

� 事業計画等の認可及び変更認可（第３３

条第１項、第１２１条第２項）
○

� 事業報告書等の受理（第３３条第２項、

第１２１条第２項）
○

� 役員等の解任命令（第３５条、第１２１条

第２項）
○

� 適合命令（第３７条、第１２１条第２項） ○

� 指定の取消し等（第３８条、第１２１条第

２項、第１５９条第２項第３号）
○

１３ 適正計量管理事業所に関すること。

� 指定（第１２７条第１項、第１６８条の８

、政令第４１条第２項、省令第７４条第２項

、第７６条）

○

� 計量管理の方法の検査（第１２７条第３

項、省令第７４条第１項）
○

� 適合命令（第１３１条、第１６８条の８、

政令第４１条第２項）
○

� 指定の取消し（第１３２条、第１６８条の

８、政令第４１条第２項、省令第７９条）
○

１４ 監督に関すること。

� 報告の徴収（第１４７条第１項、第３項

）
○

� 立入検査（第１４８条第１項、第３項） ○

� 身分証明書の交付（第１４８条第４項） ○

� 計量器等の提出命令（第１４９条第１項

、第３項）
○

１５ 特定市町村の区域における執行に係る協

議（第１５５条）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 室長

企

業

立

地

推

進

室

１ 工場立地法

の施行に関す

る事務

１ 工場新増設等の届出の受理（第６条から

第８条まで、第１２条、第１３条、附則第３条

）

○

２ 勧告、変更命令及び期間の短縮（第９条

から第１１条まで）
○

３ 工業適地調査及び工場立地動向調査の受

託並びにこれらの調査の実施（第２条）
○

２ 低開発地域

工業開発促進

法の施行に関

する事務

１ 開発地区の指定申請（第２条）

○

３ 工業再配置

促進法の施行

に関する事務

１ 工場移転認定に関する意見書の作成（第

５条） ○

４ 企業立地及

び企業誘致に

関する事務

１ 立地覚書及び協定の締結

○

５ 発電用施設 １ 整備計画の作成（第４条） ○
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別表第２中小企業課の表、観光課の表及びイベント推進室の表を削る。

別表第２労政雇用課の表を次のように改める。

周辺地域整備

法の施行に関

する事務

２ 整備計画の変更（第４条） ○

３ 整備計画に基づく事業の実施（第５条）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

労

政

雇

用

課

１ 労働組合法

の施行に関す

る事務

１ 地方労働委員会の労使委員候補の推薦の

依頼（労働組合法施行令（次項において「

政令」という。）第２１条第１項）

○

２ 地方労働委員会の公益委員名簿の提示（

政令第２１条第２項）
○

２ 労働関係調

整法の施行に

関する事務

１ 公益事業の争議解決のため労働委員会に

対する調停の請求（第１８条第５号、労働関

係調整法施行令（以下この部において「政

令」という。）第８条第１項、第２項）

○

２ 特別調整委員の労使委員の推薦依頼（政

令第１条の７第１項）
○

３ 特別調整委員の公益委員名簿の提示（政

令第１条の７第２項）
○

４ 争議行為の届出の処理（政令第２条第２

項）
○

５ 労働争議のあつせん、調停及び仲裁の申

出に関する処理
○

３ 労使団体及

び労働行政機

関との連絡調

整に関する事

務

１ 労働組合幹部懇談会の実施

○

４ 労働問題に

係る調査研究

に関する事務

１ 春季賃上げ闘争、夏季一時金闘争、秋季

年末闘争及びその他労働情勢に関すること

。

○

２ 労働組合基本調査及び労働事情調査に関

すること。
○

５ 労働問題懇

談会に関する

事務

１ 委員の委嘱（愛媛県労働問題懇談会実施

要領（昭和４３年５月１６日制定）第４条第２

項）

○

６ 中小企業労

働相談所に関

する事務

１ 中小企業労働相談員の任命及び委嘱（愛

媛県中小企業労働相談所組織規則第３条） ○

７ 労働教育に

関する事務

１ 日本労働研究機構に関すること。 ○

２ 日本ＩＬＯ協会に関すること。 ○

８ 中小企業集

団労務改善事

業に関する事

務

１ 中小企業集団の指導

○

９ 中小企業従

業員態度測定

に関する事務

１ 労務診断の実施 ○

２ 労務管理改善に関する指導
○

１０ 労働福祉に

関する事務

１ 勤労者財産形成制度の普及促進 ○

２ 労働時間短縮の促進 ○
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３ 定年延長の促進対策 ○

４ 福祉施設の整備 ○

５ 労働者の福祉を目的とする公益法人の指

導
○

１１ 勤労青少年

の福祉に関す

る事務

１ 勤労青年リーダー研修の実施 ○

２ 勤労青少年福祉推進者制度の普及促進 ○

３ 勤労青少年の余暇の有効活用 ○

４ 勤労青少年福祉施設の設置、運営及び指

導
○

１２ 雇用の分野

における男女

の均等な機会

及び待遇の確

保等に関する

事務

１ 雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等のための啓発活動
○

２ 働く婦人の家の指導

○

１３ 雇用対策法

の施行に関す

る事務

１ 職場適応訓練の委託に関すること。

� 委託契約の締結（愛媛県職場適応訓練

委託規則（以下この項において「規則」

という。）第７条第１項）

○

� 職場適応訓練生に対する訓練の実施通

知（規則第７条第３項）
○

� 職場実習に係る特例委託契約の締結（

規則第８条第１項）
○

� 職場適応訓練費の支給（規則第１２条） ○

� 委託契約の変更及び解除（規則第１３条

、第１４条）
○

� 職場適応訓練費の返還命令（規則第１５

条）
○

� 状況報告の徴収及び調査（規則第１６条

）
○

２ 職場適応訓練の訓練手当の支給に関する

こと。

� 受給資格の認定（愛媛県訓練手当支給

規則（以下この項において「規則」とい

う。）第９条第１項、第２項）

○

� 認定申請書の記載事項の変更の届出の

処理（規則第９条第３項、第４項）
○

� 支給（規則第１０条） ○

１４ 職業能力開

発促進法の施

行その他職業

訓練に関する

事務

１ 職業能力開発計画の策定（第７条第１項

）
○

２ 公共職業能力開発施設の行う職業訓練に

関すること。

� 愛媛県立高等技術専門校以外で行う職

業訓練の委託（第１５条の６第３項）
○

� 公共職業訓練を受ける訓練生に対する

手当の受給資格の認定（愛媛県訓練手当

支給規則（以下この項において「規則」

という。）第９条第１項、第２項）

○

� 公共職業訓練を受ける訓練生の認定申

請書の記載事項の変更の届出の処理（規

則第９条第３項、第４項）

○

� 公共職業訓練を受ける訓練生に対する

訓練手当の支給（規則第１０条）
○
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３ 事業主等の行う職業訓練に関すること。

� 関係事業主の団体に対する職業訓練の

実施についての必要な勧告（第６条、第

７条第３項）

○

� 事業主等の行う職業訓練の認定（第２４

条第１項）
○

� 事業主等の行う職業訓練の認定の取消

し（第２４条第３項）
○

� 事業主等に対する援助（第１５条の２第

１項、第２項）
○

� 愛媛県職業能力開発協会の指導監督 ○

４ 職業訓練指導員に関すること。 ○

５ 技能検定に関すること。

� 愛媛県職業能力開発協会に行わせる事

務の決定（第４６条第４項）
○

� 愛媛県職業能力開発協会の指導監督 ○

６ 技能振興に関すること。

� 技能五輪に関すること。 ○

� 全国障害者技能競技大会に関すること

。
○

１５ 地域雇用開

発促進法の施

行に関する事

務

１ 地域能力開発就職促進計画及び地域高度

技能活用雇用安定計画に関すること。

� 策定及び厚生労働大臣への協議（第６

条第１項、第８条第１項）
○

� 関係市町村長の意見の聴取（第６条第

３項、第８項、第８条第３項、第８項）
○

� 公表（第６条第６項、第８項、第８条

第６項、第８項）
○

� 厚生労働大臣への変更の協議（第６条

第７項、第８条第７項）
○

１６ 労働時間の

短縮の促進に

関する臨時措

置法の施行に

関する事務

１ 労働時間短縮推進計画の策定及び変更に

係る厚生労働大臣への意見の具申（第４条

第５項、第７項）

○

２ 労働時間短縮実施計画の承認及び変更承

認（第８条第１項、第９条第１項、第１３条

の２第１項、労働時間の短縮の促進に関す

る臨時措置法第８条から第１２条までに規定

する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に

関する政令（以下この部において「政令」

という。）第２条第１項）

○

３ 承認計画の変更の指示（第９条第２項、

第１３条の２第１項、政令第２条第１項）
○

４ 承認計画の承認の取消し（第９条第２項

、第１２条第２項、第１３条の２第１項、政令

第２条第１項）

○

５ 労働時間短縮実施計画に係る公正取引委

員会への意見の具申（第１０条第１項、第４

項、第１３条の２第１項、政令第２条第１項

）

○

６ 承認計画の承認を取り消した旨の公正取

引委員会への通知（第１０条第６項、第１２条

第３項、第１３条の２第１項、政令第２条第

１項）

○

７ 承認事業主による労働時間短縮促進措置
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別表第２雇用対策室の表決裁区分の欄（同表３の部から６の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

別表第２雇用対策室の表３の部を次のように改める。

別表第２雇用対策室の表４の部決裁区分の欄、同表５の部同欄及び同表６の部同欄を次のように改める。

の実施に関する関係事業主等への協力の要

請（第１１条第２項、第１３条の２第１項、政

令第２条第１項）

○

８ 承認計画の実施状況の報告の徴収（第１２

条第１項、第１３条の２第１項、政令第２条

第１項）

○

３ 障害者の雇

用の促進等に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 障害者雇用対策基本方針の策定及び変更

に係る厚生労働大臣への意見の具申（第２

条の６第３項、第５項）

○

２ 障害者就業・生活支援センターに関する

こと。

� 指定（第９条の１２第２項、第９条の１８

、第９条の２０）
○

� 名称等の変更の届出の受理（第９条の

１２第３項、第４項、第９条の２０）
○

� 事業計画書、収支予算書、事業報告書

及び収支決算書の受理（第９条の１５、第

９条の２０）

○

� 監督命令（第９条の１６、第９条の２０） ○

� 指定の取消し（第９条の１７、第９条の

２０）
○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 室長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２雇用対策室の表の次に次の５表を加える。

○

○

○

○

○

○

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

産

業

創

出

課

１ 中小企業の

創造的事業活

動の促進に関

する臨時措置

法の施行に関

する事務

１ 研究開発等事業計画の認定及び変更の認

定（第４条第１項、第５条第１項）
○

２ 研究開発等事業計画の認定の取消し（第

５条第２項）
○

３ 特定中小企業者である個人が事業開始後

５年を経過していないことの認定（第１０条

第１項）

○

４ 指導及び助言（第１４条） ○

５ 認定研究開発等事業計画の実施状況の報

告の徴収（第１５条）
○

２ 鉱工業に関

する試験研究

及び調査の基

本方針に関す

る事務

１ 産業技術調整協議会の運営

○

３ 発明奨励に

関する事務

１ 発明工夫の奨励及び特許指導
○

４ 工業標準化

法の施行に関

する事務

１ 工業標準化の普及

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

経

営

支

援

課

１ 信用保証協

会法の施行に

関する事務

１ 仮理事の選任（第１９条） ○

２ 業務方法書の変更の認可（第３３条） ○

３ 事業報告書の受理（第３４条） ○

４ 報告の徴収及び立入検査（第３５条） ○

２ 信用保証協

会に関する事

務

えん

１ 信用保証協会に対する出捐の決定 ○

２ 理事及び監事の任命
○

３ 中小企業信

用保険法の施

行に関する事

務

１ 公害防止施設の認定書の交付（第３条の

４）
○

２ 特定中小企業者に付随する事務（第２条

第３項）
○

４ 貸金業の規

制等に関する

法律の施行に

１ 貸金業者に関すること。

� 登録換えの申請の受理（第４条） ○

� 登録に係る措置（第５条、第６条） ○
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関する事務 � 変更の登録に係る措置（第８条第２項

）
○

� 貸金業者登録簿の閲覧（第９条） ○

� 業務の停止命令（第３６条） ○

� 登録の取消し（第３７条、第３８条） ○

� 処分等の公告（第３８条、第４１条第１項

）
○

� 登録の消除（第４０条） ○

� 報告徴収（第４２条第１項） ○

２ 貸金業協会に関すること。

� 契約約款例の認可（第２７条第２項） ○

	 協力の要請（第３１条） ○

� 報告徴収及び立入検査（第３５条第１項

）
○

５ 金融対策に

関する事務

１ 融資制度の創設及び改廃 ○

２ 融資制度に係る契約の締結 ○

３ 融資制度の報告の徴収 ○

６ 小規模企業

者等設備導入

資金助成法の

施行に関する

事務

１ 中小企業の事業活動の活性化等のための

中小企業関係法律の一部を改正する法律（

平成１１年法律第２２２号）附則第４条の規定

によりなお従前の例によることとされる設

備近代化資金貸付事業に関すること。

� 貸付企業の巡回指導（愛媛県中小企業

近代化資金貸付規則の一部を改正する規

則（平成１２年愛媛県規則第１９号）による

改正前の愛媛県中小企業近代化資金貸付

規則（以下この部において「規則」とい

う。）第１９条の２）

○

	 貸付対象物件の処分等に関する承認（

規則第７条）
○

� 貸付金の期限前償還（規則第８条） ○

� 貸付条件の変更承認（規則第８条の２

）
○

� 違約金の徴収（規則第９条） ○

２ 設備導入資金に係る業務に関すること。

� 事業計画の作成（第１２条） ○

	 貸付けの決定（えひめ産業振興財団に

対する設備導入資金貸付金取扱要領（昭

和４２年１０月１８日制定。以下この部におい

て「要領」という。）第８条）

○

� 貸付金の期限前償還（要領第３条） ○

� 違約金の徴収（要領第６条） ○

� 事業計画及び収支予算の承認（小規模

企業者等設備導入資金助成法施行規則（

�において「省令」という。）第１条）
○

� 業務方法書等の承認（省令第２条） ○

７ 下請中小企

業振興法の施

行に関する事

務

１ 下請中小企業振興に関する指導（第１１条

）
○

８ 伝統的工芸

品産業の振興

に関する法律

１ 伝統的工芸品の指定及び指定の変更の申

出書の進達（第２条第３項、第７項）
○

２ 振興計画の認定申請書の進達（第４条） ○
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の施行に関す

る事務

３ 振興計画の変更認定申請書の進達（第５

条第２項）
○

４ 報告の徴収（第２２条） ○

９ えひめ伝統

工芸士に関す

る事務

１ えひめ伝統工芸士の認定及び認定の取消

し（えひめ伝統工芸士認定規程（昭和５６年

１０月愛媛県告示第１２５４号）第２条第１項、

第６条）

○

１０ 官公需につ

いての中小企

業者の受注の

確保に関する

法律の施行に

関する事務

１ 中小企業の受注の確保のための施策の促

進（第７条）

○

１１ 特定産業集

積の活性化に

関する臨時措

置法の施行に

関する事務

１ 特定中小企業集積活性化計画の作成及び

変更並びに同意の協議（第２１条第１項、第

２２条第１項）

○

２ 特定中小企業集積活性化計画の作成及び

変更に係る関係市町村との協議（第２１条第

３項、第２２条第２項）

○

３ 特定中小企業集積活性化計画の公表（第

２１条第６項、第２２条第２項）
○

４ 進出計画の承認及び変更承認（第２３条第

１項、第２４条第１項）
○

５ 進出計画の承認の取消し（第２４条第２項

）
○

６ 進出円滑化計画の承認及び変更承認（第

２５条第１項、第２６条第１項）
○

７ 進出円滑化計画の承認の取消し（第２６条

第２項）
○

８ 承認進出中小企業者等に対する指導及び

助言（第３０条）
○

９ 承認進出中小企業者等からの特定事業活

動又は特定円滑化事業の実施状況の報告の

徴収（第３３条）

○

１２ 産業活力再

生特別措置法

の施行に関す

る事務

１ 経営資源活用新事業計画の認定及び変更

認定（第２２条第１項、第２３条第１項）
○

２ 経営資源活用新事業計画の認定の取消し

（第２３条第２項）
○

３ 認定経営資源活用新事業計画の実施状況

の報告の徴収（第３５条第２項）
○

１３ 中小企業支

援法の施行に

関する事務

１ 中小企業支援事業の実施に関する計画の

策定及び届出（第４条第１項） ○

１４ 中小企業総

合事業団指導

準則（平成１１

年９月１７日付

け中小指甲第

５０７号）に関

する事務

１ 支援事業協力依頼計画書の提出（第４条

第１項）
○

２ 支援事業協力依頼書の提出（第４条第１

項）

○

１５ 中小企業研

究企業運営要

領（昭和３１年

６月１０日付け

１ 中小企業研究企業実施計画書の提出（第

５）
○

２ 中小企業研究企業報告書の提出（第６）

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

９９



中小企業庁長

官通達）の施

行に関する事

務

○

１６ 中小企業合

理化モデル工

場実施要領（

昭和３１年９月

４日付け中小

企業庁長官通

達）に関する

事務

１ 中小企業合理化モデル工場の選定及び指

定申請書の提出（第３）
○

２ 中小企業合理化モデル工場の指定更新申

請書の提出（第７）
○

３ 中小企業合理化モデル工場指定の取消し

に関する意見書の提出（第８）
○

４ 中小企業合理化モデル工場報告等（第１０

）
○

１７ 中小企業指

導事業の実施

に関する基準

を定める省令

の施行に関す

る事務

１ 中小企業診断士の資格の認定申請に係る

推薦（第４条第１項、中小企業指導事業の

実施に関する基準を定める省令第４条第１

項第４号及び第５号ニの適用について（昭

和５３年１２月７日付け中小企業庁長官通知）

�）

○

１８ 中小企業経

営革新支援法

の施行に関す

る事務

１ 経営革新計画の承認及び変更承認（第４

条第１項、第５条第１項）
○

２ 経営革新計画の承認の取消し（第５条第

２項）
○

３ 調査並びに指導及び助言（第１５条第１項

、第２項）
○

４ 承認経営革新計画の実施状況の報告の徴

収（第１６条）
○

１９ エネルギー

等の使用の合

理化及び再生

資源の利用に

関する事業活

動の促進に関

する臨時措置

法の施行に関

する事務

１ 事業計画の承認及び変更承認（第４条第

１項、第５条第１項、第２０条第１項、第２

項、第２９条第２項、エネルギー等の使用の

合理化及び再生資源の利用に関する事業活

動の促進に関する臨時措置法施行令（以下

この部において「政令」という。）第２２条

第２項）

○

２ 事業計画の承認の取消し（第５条第２項

、第２０条第２項、第２９条第２項、政令第２２

条第２項）

○

３ 承認事業計画又は中小企業承認事業計画

の実施状況の報告の徴収（第２８条、第２９条

第２項、政令第２２条第２項）

○

２０ 中小企業等

協同組合法の

施行に関する

事務

１ 事業協同組合、事業協同小組合、火災共

済協同組合、協同組合連合会及び企業組合

並びに中小企業団体中央会に関すること。

� 団体協約に係るあつせん及び調停（第

９条の２の２）
○

� 設立の認可（第２７条の２、第８２条の２

）
○

� 総会又は総代会の招集の承認（第４８条

）
○

� 定款の変更の認可（第５１条） ○

� 事業方法書等の変更認可（第５７条の２

）
○

� 合併の認可（第６３条） ○

� 解散命令に伴う嘱託登記（第９７条） ○

	 業務等に関する不服申立てに対する措 ○
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置（第１０４条）

� 業務等の検査請求に基づく検査（第１

０５条）
○

� 業務又は会計に関する報告の徴収及び

検査（第１０５条の３、第１０５条の４）
○

� 業務改善命令（第１０６条第１項） ○

� 解散命令（第１０６条第４項） ○

２１ 中小企業団

体の組織に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 協業組合に関すること。

� 事業の転換認可（第５条の７） ○

� 設立の認可（第５条の１７） ○

� 定款の変更の認可（第５条の２３） ○

� 総会の招集承認（第５条の２３） ○

	 合併の認可（第５条の２３） ○


 事務改善命令（第５条の２３） ○

� 解散命令（第５条の２３） ○

� 業務又は会計に関する報告の徴収及び

検査（第５条の２３）
○

� 解散の嘱託登記（第５条の２３） ○

� 組織変更の認可（第９５条） ○

� 命令等に係る経済産業大臣への通知（

第１０１条の２）
○

２ 商工組合及び商工組合連合会に関するこ

と。

� 特別地区の承認（第９条） ○

� 設立の認可（第４２条） ○

� 総会又は総代会の招集承認（第４７条） ○

� 合併の認可（第４７条） ○

	 定款変更の認可（第４７条） ○


 解散の嘱託登記（第５４条） ○

� 業務改善命令（第６７条） ○

� 解散命令（第６９条） ○

� 不服の申立てに対する措置及び検査請

求に基づく検査（第７１条）
○

� 愛媛県中小企業調停審議会の会長、委

員及び専門委員の任命（第８４条）
○

� 愛媛県中小企業調停審議会の組織及び

運営（第８８条）
○

� 事務等の立入検査（第９３条） ○

 組織変更の認可（第９６条） ○

� 命令等に係る経済産業大臣への協議（

第１０１条の２）
○

２２ 商工会法の

施行に関する

事務

１ 設立の認可（第２３条） ○

２ 総会の招集の承認（第４２条） ○

３ 定款変更の認可（第４４条） ○

４ 報告の徴収及び検査（第５０条） ○

５ 警告又は設立の認可の取消し及び解散の

勧告（第５１条）
○

６ 清算人の選任（第５３条） ○

７ 財産処分方法の認可（第５４条） ○

２３ 商工会議所 １ 特定商工業者の該当基準の許可（第７条
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法の施行に関

する事務

第２項、第８４条、商工会議所法施行令（以

下この部において「政令」という。）第７

条第１号）

○

２ 法定台帳の作成の期間の延長（第１０条第

２項、第３項、第８４条、政令第７条第２号

）

○

３ 負担金の賦課の許可（第１２条第１項、第

８４条、政令第７条第３号）
○

４ 定款変更の認可（第４６条第２項、第８４条

、政令第７条第４号）
○

５ 収支決算等の報告の受理（第５７条、第８４

条、政令第７条第５号）
○

６ 報告の徴収及び検査（第５８条第１項、第

８４条、政令第７条第６号）
○

７ 警告及び業務の一部停止命令（第５９条第

１項第１号、第８４条、政令第７条第７号）
○

８ 商工会議所に対する業務の一部停止若し

くは設立認可の取消処分又は地区変更若し

くは解散の勧告についての意見の具申（第

５９条第４項）

○

２４ 商工会及び

商工会議所に

よる小規模事

業者の支援に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 基盤施設計画の認定及び変更認定（第５

条第１項、第６条第１項、第２３条、商工会

及び商工会議所による小規模事業者の支援

に関する法律施行令（以下この部において

「政令」という。）第２条）

○

２ 基盤施設計画の認定の取消し（第６条第

２項、第２３条、政令第２条）
○

３ 連携計画の認定及び変更認定（第１８条第

１項、第１９条第１項、第２３条、政令第２条

）

○

４ 連携計画の認定の取消し（第１９条第２項

、第２３条、政令第２条）
○

５ 認定基盤施設計画及び認定連携計画の実

施状況の報告の徴収（第２２条第１項、第２３

条、政令第２条）

○

２５ 中小企業総

合事業団から

の資金借入に

関する事務

１ 中小企業高度化資金借入希望状況報告（

都道府県に対する資金貸付準則（平成１１年

８月２２日付け１１中小高甲第２１号。以下この

部において「事業団準則」という。）第１３

条）

○

２ 中小企業高度化資金の高度化事業計画の

認定申請（事業団準則第１５条）
○

３ 中小企業高度化資金の借入申請（事業団

準則第１７条）
○

４ 中小企業高度化事業計画の変更申請（事

業団準則第２２条）
○

５ 貸付等条件の変更申請（事業団準則第２８

条）
○

６ 償還金の免除申請（事業団準則第２９条） ○

７ 徴収停止申請（事業団準則第３０条） ○

２６ 中小企業総

合事業団に対

する貸付金の

貸付けに関す

１ 貸付金の繰上げ償還の同意（都道府県か

らの借入金事務取扱要領（平成１１年１０月１０

日付け１１中小高甲第２３号。以下この部にお

いて「事業団要領」という。）第１１条）

○
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る事務 ２ 貸付条件の変更の同意（事業団要領第１２

条）
○

３ 償還金の免除（事業団要領第１３条） ○

２７ 中小小売商

業振興法の施

行に関する事

務

１ 高度化事業計画の認定（第４条第１項か

ら第３項まで、第６項、第１５条、中小小売

商業振興法施行令（以下この部において「

政令」という。）第１１条）

○

２ 高度化事業計画の変更認定（政令第９条

第１項、第１１条）
○

３ 高度化事業計画の認定の取消し（政令第

９条第２項、第１１条）
○

４ 高度化事業計画の認定の協議（第４条第

８項、第１５条、政令第１１条）
○

５ 高度化事業計画の変更認定等の協議（第

４条第８項、第１５条、政令第９条第３項、

第１１条）

○

６ 高度化事業計画に基づく事業の実施状況

の報告の徴収（第１３条第１項、第１５条、政

令第１１条）

○

２８ 大規模小売

店舗立地法の

施行に関する

事務

１ 政令で定める基準面積に代えて適用すべ

き基準面積及び区域の設定（第３条第２項

、第３項）

○

２ 大規模小売店舗の新設又は変更の届出が

あつた場合における公告及び縦覧（第５条

第３項、第６条第３項、第８条第８項、第

９条第５項）

○

３ 軽微な変更の認定（大規模小売店舗立地

法施行規則（以下この部において「省令」

という。）第８条）

○

４ 店舗面積を基準面積以下とする旨の届出

があつた場合における公告（第６条第６項

）

○

５ 説明会に関すること。

� 開催回数の指定（省令第１１条第１項た

だし書）
○

� 開催の必要がない旨の認定（省令第１１

条第２項）
○

� 公告方法の認定（省令第１２条第３号） ○

� 開催日時及び場所についての意見の陳

述（第７条第３項）
○

� 開催することができない事由の認定（

省令第１３条第１項）
○

� 届出等の内容の周知方法の認定（省令

第１３条第２項第３号）
○

６ 大規模小売店舗の新設又は変更の届出が

あつた場合における公告をした旨の市町村

への通知及び市町村の意見の聴取（第８条

第１項）

○

７ 市町村及び意見を有する者の意見の概要

の公告及び縦覧（第８条第３項）
○

８ 届出者への書面による意見の陳述又は意

見を有しない旨の通知（第８条第４項）
○

９ 県の意見の概要の公告及び縦覧（第８条

第６項）
○
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１０ 市町村の意見の聴取（第９条第１項） ○

１１ 勧告並びに市町村への通知及び勧告内容

の公告（第９条第１項、第３項）
○

１２ 勧告に従わない旨の公表（第９条第７項

）
○

１３ 関係行政機関等に対する協力要請（第１２

条）
○

１４ 報告の徴収（第１４条） ○

２９ 小売商業調

整特別措置法

の施行に関す

る事務

１ 購売会事業を行う者に対する措置命令（

第２条）
○

２ 大企業者の特定物品販売事業の開始又は

拡大の計画についての調査（第１４条の２）
○

３ 紛争に関するあつせん又は調停及び勧告

（第１５条、第１６条、第１７条）
○

４ 大企業者の特定物品販売事業の開始若し

くは拡大の時期の繰下げ又は規模の縮小の

勧告及び公表（第１６条の３）

○

５ 大企業者の特定物品販売事業の計画の実

施の一時停止勧告及び公表（第１６条の４）
○

６ 大企業者に対する調整命令（第１６条の５

）
○

７ 主務大臣による調整措置の申出（第１６条

の６）
○

８ 購売会事業を行う者及び大企業者に対す

る報告の徴収又は立入調査（第１９条）
○

９ 異議申立てに対する裁決（第２０条） ○

３０ 鉱業法の施

行に関する事

務

１ 鉱業権設定出願の協議に対する回答（第

２４条） ○

３１ 自転車競技

法施行規則の

施行に関する

事務

１ 競技開催届等の進達（第２条）

○

３２ 商店街振興

組合法の施行

に関する事務

１ 設立の認可（第３６条） ○

２ 総会の招集の承認（第５９条） ○

３ 定款変更の認可（第６２条） ○

４ 合併の認可（第７３条） ○

５ 検査請求に基づく検査（第８１条） ○

６ 報告の徴収及び検査（第８３条、第８４条） ○

７ 業務改善命令（第８５条） ○

８ 解散命令（第８６条） ○

３３ 割賦販売法

の施行に関す

る事務

１ 報告の徴収及び立入検査（第４３条、第４４

条第１項、割賦販売法施行令第１５条第２項

）

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

観

光

課

１ 観光開発の

総合計画に関

する事務

１ 観光開発の総合計画

○

２ 国際観光振 １ 国際観光振興事業の実施
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興事業の実施

に関する事務

○

３ 外国人観光

旅客の来訪地

域の多様化の

促進による国

際観光の振興

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 外客来訪促進計画の策定（第４条第１項

）
○

２ 外客来訪促進計画の変更（第４条第６項

）
○

３ 国土交通大臣への同意申請（第４条第２

項、第６項）
○

４ 関係市町村との協議（第４条第４項、第

６項）
○

５ 外客来訪促進計画の公表（第４条第５項

、第６項）
○

６ 事業者に対する助言、指導等（第５条第

１項）
○

４ 通訳案内業

法の施行に関

する事務

１ 免許及び免許証の交付（第３条、第７条

）
○

２ 免許証の再交付及び書換え（第９条） ○

３ 営業停止命令及び免許の取消し（第１４条

第１項）
○

４ 免許証の返納の受理（通訳案内業法施行

規則第１７条）
○

５ 観光施設の

整備に関する

事務

１ 市町村の観光施設の整備指導 ○

２ 観光標識の設置
○

６ 国際観光ホ

テル整備法の

施行に関する

事務

１ 必要な措置の指示（第１２条第２項、第１３

条第２項、第１８条第２項）
○

２ 報告の徴収及び立入検査（第４４条第１項

、第３項）
○

７ 観光宣伝事

業に関する事

務

１ 観光資料等の作成 ○

２ 四国４県共同事業の実施 ○

３ 観光キャンペーン事業の実施 ○

８ 観光客誘致

事業の実施に

関する事務

１ 観光展及び観光懇談会の実施 ○

２ 広域観光推進事業の実施 ○

３ 観光ルートの設定 ○

９ 観光団体の

指導に関する

事務

１ 社団法人愛媛県観光協会の指導育成 ○

２ 愛媛県旅行業協会の指導育成
○

１０ 旅行業法の

施行に関する

事務

１ 旅行業者（本邦外の主催旅行を実施しな

いものに限る。以下この項において同じ。

）及び旅行業者代理業者（以下この項にお

いて「旅行業者等」という。）に関するこ

と。

� 旅行業者等の登録（第３条、第５条第

２項、第２４条、旅行業法施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第４条

第１項）

○

� 旅行業者の登録の有効期間の更新の登

録（第６条の３第１項、第２項、第２４条

、政令第４条第１項）

○

� 旅行業者の業務の変更登録（第６条の

４第１項、第２項、第２４条、政令第４条

第１項）

○

� 旅行業者等の登録事項の変更の届出の
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受理（第６条の４第３項、第２４条、政令

第４条第１項）

○

� 旅行業者の営業保証金に係る届出の受

理及び催告（第７条第２項、第４項、第

８条第３項、第９条第２項、第６項、第

１８条第２項、第１８条の２第３項、第２２条

の１５第４項、第２２条の２２第２項、第２４条

、政令第４条第１項）

○

� 旅行業者に対する登録の取消し（第７

条第５項、第８条第３項、第９条第２項

、第２４条、政令第４条第１項）

○

� 旅行業者の取引額の報告の受理（第１０

条、第２４条、政令第４条第１項）
○

� 旅行業者の定める旅行業約款の認可及

び変更の認可（第１２条の２第１項、第２４

条、政令第４条第１項）

○

� 旅行業者等の事業の廃止等の届出の受

理（第１５条第１項から第３項まで、第２４

条、政令第４条第１項）

○

� 旅行業者等に対する業務改善命令（第

１８条の３、第２４条、政令第４条第１項）
○

� 旅行業者等に対する業務停止命令及び

登録の取消し（第１９条、第２４条、政令第

４条第１項）

○

� 旅行業者等の登録の抹消（第２０条第１

項、第２項、第２４条、政令第４条第１項

）

○

	 登録、有効期間の更新の登録及び変更

登録の拒否をしようとする場合の意見の

聴取（第２３条、第２４条、政令第４条第１

項）

○


 報告の徴収及び立入検査（第２４条、第

２６条第１項、第２項、政令第４条第１項

）

○

２ 旅行業協会に関すること。

� 旧協会に対する保証社員であつた旅行

業者の登録の抹消の通知（第２２条の２３第

１項、第２４条、政令第４条第１項）

○

３ 旅行業者等が組織する団体に関すること

。

� 設立の届出の受理（第２４条、第２５条、

政令第４条第２項）
○

� 報告の徴収（第２４条、第２６条第１項、

政令第４条第３項）
○

１１ 物産の販路

拡大、県産品

愛用運動の推

進その他物産

に関する事務

１ 物産の販路拡大 ○

２ 県産品愛用運動の推進 ○

３ 社団法人愛媛県物産協会の指導育成 ○

４ 香川県・愛媛県共同アンテナショップ運

営協議会に関すること。
○

１２ 博覧会、展

示会、見本市

等に関する事

務

１ 博覧会、展示会、見本市等の企画 ○

２ 博覧会、展示会、見本市等の出品物の選

定 ○

１３ 総合保養地 １ 基本構想の作成及び協議（第５条第１項 ○
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別表第２農政課の表を次のように改める。

域整備法の施

行に関する事

務

）

２ 関係市町村に対する協議（第５条第３項

、第６条第２項）
○

３ 基本構想の公表（第５条第６項、第６条

第２項）
○

４ 基本構想の変更及び変更協議（第６条第

１項）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

町

並

博

推

進

課

１ 南予地域観

光振興イベン

トの総合調整

に関する事務

１ 愛媛県町並博２００４実行委員会に関するこ

と。
○

２ 南予地域観光振興イベントに係る関係機

関との連携に関すること。
○

３ 南予地域観光振興イベントの総合企画及

び調整に関すること。
○

４ 南予地域観光振興イベントへの企業及び

団体等の参加に関すること。
○

２ 南予地域観

光振興イベン

トの広報及び

誘客促進に関

する事務

１ 南予地域観光振興イベントの広報に関す

ること。
○

２ 南予地域観光振興イベントの誘客促進に

関すること。 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

イ

ベ

ン

ト

推

進

室

１ 南予地域観

光振興イベン

トのイベント

実施に関する

事務

１ 南予地域観光振興イベントのコアイベン

トの実施に関すること。
○

２ 南予地域観光振興イベントの地域企画イ

ベント及び自主企画イベントの調整及び支

援に関すること。

○

３ 南予地域観光振興イベントの住民参画に

関すること。
○

４ その他南予地域観光振興イベントのイベ

ント実施に関すること。
○

２ 南予地域観

光振興イベン

トの会場及び

交通に関する

事務

１ 南予地域観光振興イベントの会場に関す

ること。
○

２ 南予地域観光振興イベントの交通に関す

ること。 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

農

政

課

１ 農政の総合

企画及び総合

調整に関する

事務

１ 農政の総合企画及び総合調整

○

２ 農業災害に １ 農作物等の被害調査結果の確定及び農林 ○
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関する事務 水産省又は地方農政局長への報告

３ 農業経済の

調査研究に関

する事務

１ 農業の動向等及び農村における社会経済

構造、動向等の調査研究並びにその成果の

公表

○

４ 産業高度化

対策の総合企

画、総合調整

及び推進に関

する事務

１ 産業高度化対策の総合企画、総合調整及

び推進

○

５ 農業委員会

等に関する法

律の施行に関

する事務

１ 農業会議の会則の変更の認可（第４５条第

２項）
○

２ 農業会議に対する業務又は会計の検査等

監督上必要な命令及び法令等の違反に対す

る措置命令（第５３条、第５４条）

○

６ 農業委員会

等補助事業実

施要領（昭和

４２年６月６日

付け農林事務

次官通達）の

施行に関する

事務

１ 農業委員会等補助事業の実施農業委員会

等の承認及び指定

○

７ 農業者年金

基金法の施行

に関する事務

１ 市町村等農業者年金業務の受託者に対す

る報告の徴収及び検査の実施（第８３条、第

８４条、農業者年金基金法施行令第３８条）

○

８ 就業機会確

保促進事業実

施要綱（平成

１２年４月１日

付け農林水産

事務次官通達

）の施行に関

する事務

１ 農村地域工業等導入資金融通促進事業に

おける農工資金に対する助成の承認（第３

の２）

○

２ 就業機会創出支援事業における事業計画

及び事業結果の報告（第３の３）
○

３ 就業機会創出支援事業における実施市町

村の指定（就業機会創出支援事業実施要領

（平成１２年４月１日付け構造改善局長通知

）第２）

○

９ 広域営農団

地育成対策要

綱（昭和４６年

６月１０日付け

農林省構造改

善局長通達）

の施行に関す

る事務

１ 広域営農団地整備計画の策定及び変更（

第３、第６）
○

２ 広域営農団地関連施設計画の策定及び変

更（第４、第６）

○

１０ 農業経営総

合対策実施要

領（平成１４年

３月２９日付け

農林水産事務

次官依命通知

）の施行に関

する事務

１ 経営構造対策推進事業に関すること。

� 都道府県推進事業に係る事業計画の承

認（第３）
○

� 推進事業対象市町村等の指定（第３） ○

� 県マネジメント組織に配置される経営

構造コンダクターの設置の承認（農業経

営総合対策推進事業の実施について（平

成１４年３月２９日付け経営局長通知）別記

１４第１）

○

２ 経営構造対策事業に関すること。

� 経営構造対策事業計画の認定及び変更

の認定（第３、農業経営総合対策事業の

実施について（平成１４年３月２９日付け経 ○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

１０８



営局長通知（以下この項において「通知

」という。）別記１ １））

� 年度別実施計画の作成（通知別記１

１）
○

１１ 農山漁村滞

在型余暇活動

のための基盤

整備の促進に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 基本方針の策定及び変更（第４条第１項

、第５項から第７項まで）
○

２ 農林水産大臣に対する協議（第４条第４

項、第７項）
○

３ 市町村計画の協議及び変更の協議（第５

条第４項、第６項）
○

４ 農林漁業体験民宿業団体に関する事務

� 指定（第２４条） ○

� 改善命令（第１９条、第２６条） ○

� 指定の取消し（第２０条第１項、第２６条

）
○

� 報告の徴収及び立入検査（第２７条第１

項）
○

１２ 農村地域工

業等導入促進

法の施行に関

する事務

１ 農村地域工業等導入計画の策定、公表及

び承認に関すること。

� 県の工業等導入基本計画の策定及び公

表（第４条）
○

� 県の工業等導入実施計画の作成及び公

表（第５条）
○

� 市町村の工業等導入実施計画の同意（

第５条第８項）
○

１３ 愛媛県農村

地域工業等導

入促進条例の

施行に関する

事務

１ 市町村の工業等導入計画の承認（第３条

）
○

２ 農村地域工業等導入拠点地域の指定（第

４条）
○

３ 補助及び資金貸付けの助成対象事業の認

定（第５条）
○

１４ 農地法の施

行に関する事

務

１ 農地等の競売及び公売の適格証明書の交

付（第５条）
○

２ 農地取得後における下限面積の法定及び

公示（第３条）
○

３ 農地の転用（面積１，０００平方メートル以

上のもの）の許可（第４条、第５条）
○

４ 農地の転用（面積１，０００平方メートル未

満のもの）の許可（第４条、第５条）
○

５ 農林水産大臣の権限に属する農地の転用

に対する意見の具申（第４条、第５条、第

７３条）

○

６ 農業会議に対する諮問に関すること。

� 農地の転用及び農地又は採草放牧地の

転用のための権利移動に係るもの（第４

条第３項、第５条第３項）

○

� 買収すべき土地等の適否及び売渡予約

書の交付の適否に係るもの（第４７条、第

６４条）

○

７ 小作地の所有制限の免除の指定（第７条

）
○

８ 農地等の買収及び売渡処分（第９条、第

１１条、第１４条、第１５条、第１５条の３、第１６ ○
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条、第３６条、第３９条）

９ 小作地の解除、解約の申入れ及び更新拒

絶の許可（第２０条）
○

１０ 小作地の合意による解約の許可（第２０条

）
○

１１ 和解の仲介（第４３条の５） ○

１２ 違反転用に対する原状回復命令（第８３条

の２）
○

１３ 違反転用に対する処分（原状回復命令を

除く。）（第８３条の２）
○

１４ 農地に関する行政不服審査請求の弁明及

び裁決（第８５条）
○

１５ 未墾地の買収（第４４条、第５０条、第７２条

）
○

１６ 未墾地の売渡し（第６１条から第６７条まで

）
○

１７ 売渡した土地等の状況の検査（第７１条） ○

１８ 未墾地の譲与（第７４条） ○

１９ 既墾地及び未墾地の登記（第７６条） ○

２０ 既墾地及び未墾地買収の土地、立木等の

管理（第７８条）
○

２１ 既墾地及び未墾地買収の土地、立木等の

売払（第８０条）
○

２２ 農事調停に関すること。 ○

２３ 農地に係る訴訟に関すること。 ○

２４ 土地利用に関する他の法令との調整 ○

１５ 国土調査法

の施行に関す

る事務

１ 土地分類基本調査に関すること。

� 開発地域土地分類基本調査に関する実

施計画及び作業規程の作成及び届出並び

に国土調査としての指定の申請（第５条

）

○

� 事業実施の公示（第７条） ○

２ 土地分類調査に関すること。

� 事業計画及び作業規程の審査並びに事

業計画及び作業規程についての勧告及び

助言（第６条）

○

� 国土調査としての指定及び公示（第６

条）
○

３ 地籍調査に関すること。

� 年度事業計画に係る市町村等との協議

（第６条の３）
○

� 年度事業計画に係る国に対する協議（

第６条の３）
○

� 年度事業計画の公示及び通知（第６条

の３）
○

� 成果の審査及び検査（第１９条） ○

� 成果の認証の承認申請（第１９条） ○

� 成果の認証及び公告（第１９条） ○

� 成果の写しの登記所への送付（第２０条

）
○

１６ 国土調査促

進特別措置法

１ 国土調査事業１０箇年計画案の作成に係る

国への意見の具申（第３条）
○
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別表第２中山間対策室の表決裁区分の欄（同表５の部から７の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

の施行に関す

る事務

２ 国土調査事業１０箇年計画の変更に係る国

への意見の具申（第３条）
○

１７ 農業振興地

域の整備に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 農業振興地域基本方針の作成及び変更（

第４条、第５条）
○

２ 農業振興地域の指定、区域の変更及び指

定の解除に関すること（第６条、第７条）

。

� 農業振興地域の指定、区域の変更及び

指定の解除（（２）に掲げるものを除く

。）

○

� 都市計画法の市街化区域又は用途地域

の決定及び変更に伴う農業振興地域の区

域の変更

○

３ 市町村の定める農業振興地域整備計画の

策定の協議及び変更の協議（第８条、第１３

条）

○

４ 農用地利用計画の審査の申立てに対する

裁決（第１１条）
○

５ 農業振興地域整備計画の変更の指示（第

１３条第３項）
○

６ 土地利用についての調停案の作成及び受

諾の勧告（第１５条）
○

７ 特定利用権の設定及び解除の承認並びに

裁定（第１５条の７から第１５条の１３まで）
○

８ 開発行為の許可及び監督処分等（第１５条

の１５、第１５条の１６）
○

９ 開発行為についての勧告及び公表（第１５

条の１７）
○

１８ 自作農創設

特別措置特別

会計について

の債権及び歳

入等に関する

事務

１ 国の債権の管理等（会計法第４８条） ○

２ 国の歳入の徴収（会計法第４８条）

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 室長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２中山間対策室の表５の部を次のように改める。

別表第２中山間対策室の表６の部決裁区分の欄及び同表７の部同欄を次のように改める。

別表第２団体指導課の表、農地整備課の表、農業経営課の表、農産園芸課の表、畜産課の表、林業政策課の表、森林整備課

の表、漁政課の表、水産課の表及び漁港課の表を次のように改める。

５ 中山間地域

等直接支払交

付金実施要領

（平成１２年４

月１日付け農

林水産事務次

官通知）の施

行に関する事

務

１ 特認基準に関すること。

� 特認基準の設定（第４、中山間地域等

直接支払交付金実施要領の運用について

（平成１２年４月１日付け農林水産省構造

改善局長通知。以下この部において「運

用通知」という。）第３の１１）

○

� 農村振興局長との協議（第４、運用通

知第３の１１）
○

� 特認基準の決定（第４、運用通知第３

の１１）
○

２ 市町村長が特に必要と認める農用地に関

すること。

� 緩傾斜農用地のガイドラインの策定（

第４の２、運用通知第３の８）
○

� 市町村間の基準の調整 ○

３ 市町村基本方針の認定（第５） ○

４ 交付金の交付実績の報告（第１１） ○

５ 実施状況の公表（第１２） ○

６ 交付金交付の評価（第１３） ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

農

業

経

済

課

１ 農業協同組

合法の施行に

関する事務

１ 農業協同組合及び農業協同組合連合会（

以下この部において「農協」という。）の

設立、解散の議決及び合併の認可並びに設

立認可の取消し（第５９条から第６１条まで、

第６３条から第６５条まで）

○

２ 農協の総会決議、選挙及び当選の取消し

（第９６条）
○

３ 農協の解散命令（第９５条の２、第９５条の

３）
○

４ 農業協同組合中央会（以下この部におい

て「農協中央会」という。）の総会決議、

選挙及び当選の取消し（第９６条）

○

５ 農協及び農協中央会の違反に対する必要

な措置、業務の停止及び役員の改選の命令

並びに信用事業規程等の承認の取消し（第

９５条）

○

６ 農協の定款の変更の認可及び届出の受理

（第４４条、第６１条）
○

７ 農協の仮理事の選任及び役員を選任する

ための総会の招集（第４０条）
○

８ 農協及び農協中央会の業務会計等に関す

る監督上必要な措置（第９４条の２）
○

９ 農協、農協中央会及び子会社の検査（第

９４条）
○

１０ 農協の施設専属利用契約の取消し（第９７

条）
○

１１ 農協の信託事業について裁判所に代わつ

て行う措置（第１１条の１１）
○

１２ 農協及び農協中央会に対する法令、定款

、規約及び規程の遵守状況に関する必要な

報告の徴収並びに一般状況資料の提出命令

（第９３条）

○

１３ 農事組合法人に対する報告の徴収、資料

の提出命令、業務会計検査、違法行為の処

置及び解散命令（第９３条から第９５条の２ま

で）

○

１４ 農業協同組合連合会の法定解散の届出の

処理（第６４条）
○

１５ 信用事業規程等の設定、変更及び廃止の

承認並びに信用事業規程等の変更の届出の

受理（第１１条、第１１条の４、第１１条の８、

第１１条の１４、第１１条の１５の３）

○

１６ 農協の国債等及び特定社債等の募集の取

扱事業等の認可及び変更の認可（第１０条第

１５項、第１６項、第１８項から第２０項まで）

○

１７ 指定組合の指定（第１０条第２４項） ○

１８ 農事組合法人の設立、定款の変更、解散

、合併及び組織変更の届出の受理（第７２条

の１３、第７２条の１６から第７２条の１８まで、第

７３条の１２）

○

１９ 代表理事及び常勤役員等の兼職又は兼業 ○
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の認可（第３１条の２第１項）

２０ 特定農業協同組合の承認（農業協同組合

及び農業協同組合連合会の信用事業に関す

る命令第５９条）

○

２ 農業協同組

合合併助成法

の施行に関す

る事務

１ 合併推進法人に関すること。

� 指定（第６条第１項、第２項） ○

� 名称等の変更の届出の処理（第６条第

３項、第４項）
○

� 事業計画及び収支予算の認可及び変更

の認可（第８条第１項）
○

� 事業報告書及び収支決算書の受理（第

８条第２項）
○

� 報告の徴収（第９条第１項） ○

� 改善命令（第９条第２項） ○

� 指定の取消し（第９条第３項、第４項

）
○

３ 農業倉庫業

法の施行に関

する事務

１ 農業倉庫業の認可（第６条、第２６条第１

項）
○

２ 農業倉庫業務規程の変更の認可（第１３条

、第２６条第１項）
○

３ 農業倉庫収容力の変更並びに農業倉庫事

業の休止、廃止及び再開の届出の処理（農

業倉庫業法施行規則第１３条、第１４条）

○

４ 農業災害補

償法の施行に

関する事務

１ 組合への当然加入基準の設定（第１６条） ○

２ 農業共済組合の設立、解散の議決及び合

併の認可（第２４条、第２５条、第４６条、第４８

条）

○

３ 模範定款例の設定（第３０条） ○

４ 農業共済組合の定款の変更の認可（第４３

条）
○

５ 農業共済組合の事務費の賦課の承認（第

８７条、農業災害補償法施行令第２条の４）
○

６ 農業共済組合の共済掛金等の滞納処分の

認可（第８７条の２）
○

７ 共済関係が存しない場合の認定（第１０４

条の３）
○

８ 農作物共済に係る共済関係の除外の認定

（第１０４条の３）
○

９ 危険段階基準共済掛金率等の設定の認可

（第１０７条、第１１５条、第１２０条の７、第

１２０条の１５、第１２０条の２３）

○

１０ 畑作物共済の危険階級指数の設定（第１

２０条の１５）
○

１１ 農作物共済、果樹共済及び畑作物共済の

単位当たり収穫量の設定（第１０９条、第１

２０条の６、第１２０条の１４、農作物共済引受

要綱（昭和４７年１月３１日付け農林省農林経

済局長通知）第２章第２節第１、果樹共済

引受要綱（昭和５６年４月２３日付け農林水産

省経済局長通知）第２章第２節第１、畑作

物共済引受要綱（昭和５４年４月３日付け農

林水産省経済局長通知）第２章第３節第３

）

○

１２ 農業共済組合の業務及び会計の検査（第 ○
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１４２条の２から第１４２条の４まで）

１３ 農業共済組合からの業務及び会計に関す

る報告の徴収（第１４２条の２）
○

１４ 農業共済組合に対する監督上必要な措置

命令（第１４２条の５、第１４２条の６）
○

１５ 農業共済組合の決議、選挙及び当選の取

消し（第１４２条の７）
○

５ 農業近代化

資金助成法の

施行に関する

事務

１ 融資機関との利子補給契約（愛媛県農業

近代化資金利子補給金交付規程第３条）
○

２ 融資目標額の配分

� １事業につき１億円以上 ○

� �以外のもの ○

３ 利子補給の承認 ○

４ 貸付限度額の超過承認 ○

６ 農業改良資

金助成法の施

行に関する事

務

１ 一時償還請求の決定（第９条） ○

２ 支払猶予の決定（第１０条） ○

３ 事務委託契約（第１３条）
○

７ 天災による

被害農林漁業

者等に対する

資金の融通に

関する暫定措

置法の施行に

関する事務

１ 農林水産業被害の報告 ○

２ 特別被害地域の指定申請及び融資希望額

の申請（第２条）
○

３ 融資機関との利子補給及び損失補償の契

約（第３条）
○

４ 融資機関に対する融資状況の調査及び報

告書等の徴収（第７条）
○

８ 農林漁業金

融公庫法の施

行に関する事

務（農業経済

課以外の課で

当該事務を処

理する場合を

除く。）

１ 貸付対象事業の認定（農林漁業金融公庫

業務方法書（次項において「業務方法書」

という。）第４）

○

２ 工事のしゆん工の認定（業務方法書第４

）
○

３ 公庫資金の需要等の動向調査に係る調書

等の提出（調査委嘱規則（昭和５０年４月１

日付け農林漁業金融公庫規則第３号。次項

において「規則」という。）第２条）

○

４ 委嘱費に係る書類の提出（規則第５条） ○

９ 過疎地域自

立促進特別措

置法の施行に

関する事務（

農業経済課以

外の課で当該

事務を処理す

る場合を除く

。）

１ 農林漁業の経営改善又は振興のための計

画の認定（第２６条）

○

１０ 愛媛県農林

漁業共同化資

金の融通に関

する条例の施

行に関する事

務（農業経済

課以外の課で

当該事務を処

理する場合を

１ 融資機関との利子補給契約（第３条） ○

２ 融資目標額の配分 ○

３ 融資適格の承認

� 知事が特に必要と認めた資金 ○

� �以外のもの

○
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除く。）

１１ 地域農業確

立総合資金制

度実施要綱（

平成１２年４月

１日付け農林

水産事務次官

通知）の施行

に関する事務

１ 地域農業確立総合計画の承認（第３の４

）

○

１２ 系統等民間

資金を原資と

する中山間地

域活性化資金

の融通に関す

る措置要綱（

平成２年６月

７日付け農林

水産事務次官

通知）の施行

に関する事務

（農業経済課

以外の課で当

該事務を処理

する場合を除

く。）

１ 融資機関との利子補給契約（第５、愛媛

県中山間地域活性化資金利子補給金交付要

綱（平成２年１１月１日制定）第３条）

○

２ 融資目標額の配分（愛媛県中山間地域活

性化資金融資要綱第５）
○

３ 利子補給の承認（第４、愛媛県中山間地

域活性化資金融資要綱第６）
○

４ 利子補給金の打切り（愛媛県中山間地域

活性化資金利子補給金交付要綱第７条）
○

５ 利子補給金の返還命令（愛媛県中山間地

域活性化資金利子補給金交付要綱第７条）

○

１３ 愛媛県農業

経営改善促進

資金融通事業

実施要綱（平

成６年１１月１７

日制定）の施

行に関する事

務

１ 愛媛県農業信用基金協会に対する預託指

示（第２の２）
○

２ 融資機関別の貸付目標額及び預託額の決

定（第６）

○

１４ 愛媛県中山

間地域経営改

善・安定資金

利子補給金交

付要綱（平成

６年１１月１７日

制定）の施行

に関する事務

１ 融資機関との利子補給契約（第３条） ○

２ 利子補給の承認（愛媛県中山間地域経営

改善・安定資金融資要綱（平成６年１１月１７

日制定）第５の４）

○

３ 利子補給金の打切り（第７条）

○

１５ 愛媛県農業

経営負担軽減

支援資金利子

補給金交付要

綱（平成１３年

５月３１日制定

）の施行に関

する事務

１ 融資機関との利子補給契約（第３条） ○

２ 利子補給金の打切り（第６条）

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

農

地

１ 土地改良法

の施行に関す

１ 土地改良区等が行う土地改良事業の施行

に関すること。
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整

備

課

る事務 � 土地改良区の設立、解散及び合併の認

可（第１０条、第６７条、第７２条）
○

� 土地改良区連合の設立及び解散の認可

（第７７条、第８４条）
○

� 土地改良区の解散命令（第１３５条） ○

� 仮理事の選任及び役員を選任するため

の総会の招集（第２９条の３）
○

� 土地改良事業計画の変更及び土地改良

事業の廃止の認可（第４８条）
○

� 市町村土地改良事業計画の変更及び土

地改良事業の廃止の同意（第９６条の３）
○

� 新たな土地改良事業の施行の認可（第

４８条）
○

� 市町村土地改良事業の施行の同意（第

９６条の２）
○

	 農業集落排水施設整備事業の施行及び

計画変更の認可（第５７条の４、第５７条の

８）

○


 滞納処分の認可（第３９条） ○

� 災害のための応急工事計画の認可（第

４９条）
○

� 定款の変更並びに管理規程の設定、変

更及び廃止の認可（第３０条、第５７条の２

）

○

 土地改良事業に関連する土地改良区等

に対する報告の徴収及び検査並びにこれ

に基づく措置（第１３２条、第１３６条の２

）

○

� 役員の就任等の公告（第１８条） ○

� 援助技術吏員の選定（国営土地改良事

業及びその負担団体として設立される土

地改良区に係るものを除く。）（第７条

）

○

� 土地改良事業計画の審査のために行う

調査に当たる技術者の選定（国県営土地

改良事業及びその負担団体として設立さ

れる土地改良区に係るものを除く。）（

第８条）

○

� 員外受益者に対する賦課の認可（第３６

条）
○

２ 県営土地改良事業の採択に関すること。

� 県営土地改良事業の申請についての関

係機関との協議（第８６条）
○

� 異議申立ての処理（第８７条） ○

� 県営土地改良事業の適否の決定（第８６

条）
○

� 県営土地改良事業計画の決定及び変更

（第８７条、第８７条の３）
○

� 計画書の審査に当たる技術者の選定（

第８７条）
○

� 管轄登記所への届出（第１１３条の３） ○

３ 団体営土地改良事業の換地処分に関する

こと。
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� 換地計画認可の適否の決定（第５２条の

２、第９６条、第９６条の４）
○

� 換地計画の認可（第５２条、第９６条、第

９６条の４）
○

� 換地計画の変更の認可（第５３条の４、

第９６条、第９６条の４）
○

� 換地処分の公告及び管轄登記所への通

知（第５４条、第９６条、第９６条の４）
○

４ 国県営土地改良事業の換地処分に関する

こと。

� 異議申立ての処理（第８７条第５項から

第１０項まで、第８９条の２第４項、第５項

）

○

� 換地計画の樹立及び変更（第８９条の２

第１項から第５項まで）
○

� 一時利用地の指定等（第８９条の２第６

項から第８項まで）
○

� 換地処分に伴う権利者への通知（第８９

条の２第９項）
○

� 換地処分の公告及び管轄登記所への通

知（第８９条の２第１０項）
○

� 換地処分による登記（第８９条の２第１０

項）
○

５ 土地改良財産に関すること。

� 国営土地改良事業によつて造成された

国有土地改良財産のうち、受託に係る国

有土地改良財産の管理及び処分（第９４条

の６）

○

� 土地改良財産の維持管理に伴う措置 ○

６ 国営土地改良事業に係る負担金及び特別

徴収金の徴収（第９０条、第９０条の２）
○

７ 国有土地物件の管理及び処分（第９４条か

ら第９４条の９まで）
○

２ 地すべり等

防止法の施行

に関する事務

（農林水産省

農村振興局所

管に係るもの

に限る。）

１ 地すべり防止工事基本計画の作成及び変

更（第９条）
○

２ 地すべり防止区域の指定及び廃止の申請

（第３条）
○

３ 主務大臣又は知事以外の者が施行する地

すべり防止工事に関する設計及び実施計画

の承認（第１１条第１項）

○

４ 国又は地方公共団体からの協議の処理（

第１１条第２項）
○

５ 工事原因者の工事の施行（第１４条） ○

６ 許可の取消し等の監督処分（第２１条） ○

３ 海岸法の施

行に関する事

務（農林水産

省農村振興局

所管に係るも

のに限る。）

１ 海岸保全区域内における占用の許可に関

すること（第７条）。

� 占用期間が１年を超えるもの ○

� 工作物を設置する１件の占用面積が３

００平方メートルを超えるもの
○

� 工作物を設置しない１件の占用面積が

１，０００平方メートルを超えるもの
○

� 面積を単位としない１件の占用料が１

万円を超えるもの
○
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２ 海岸保全区域内における行為の許可に関

すること（第８条）。

� １件の採取量が１０，０００立方メートルを

超える土石の採取
○

� 水面若しくは他の土地に他の施設等を

新設し、又は水面若しくは他の土地にあ

る他の施設等を改築する場合で、施設等

の面積が５００平方メートルを超えるもの

○

� 掘削量又は切土量が１０，０００立方メート

ルを超える掘削又は切土
○

� 盛土量が１，０００立方メートルを超える

盛土
○

３ 海岸保全区域の指定（第３条） ○

４ 監督処分及び損失の補償（第１２条） ○

５ 海岸管理者以外の者の施行する工事（１

件の工事面積が３００平方メートル以下のも

のを除く。）の承認（第１３条）

○

４ 愛媛県の海

を管理する条

例の施行に関

する事務（農

林水産省農村

振興局所管に

係るものに限

る。）

１ 土石の投入等の許可及び協議（第３条第

１項第３号、第１１条第１項）
○

２ 土石の投入等の許可又は協議に関する市

町村長の意見の聴取（第５条、第１１条第２

項、愛媛県の海を管理する条例施行規則第

５条）

○

３ 土石の投入等の許可の取消し等（第８条

）
○

５ 土地改良負

担金総合償還

対策事業実施

要綱（平成２

年７月２０日付

け農林水産事

務次官通達）

の施行に関す

る事務

１ 平準化事業に関すること。

� 平準化計画の承認及び変更の承認（第

６）
○

� 地方農政局長に対する協議（土地改良

負担金償還平準化事業実施要領（平成２

年７月２０日付け農林水産省構造改善局長

通達）第５、第６）

○

２ 円滑化事業に関すること。

� 円滑化計画の承認及び変更の承認（第

７）
○

� 地方農政局長に対する協議（土地改良

負担金償還円滑化事業実施要領（平成２

年７月２０日付け農林水産省構造改善局長

通達）第１、第４）

○

３ 育成支援事業に関すること。

� 育成支援計画の承認及び変更の承認（

第９ノ２）
○

� 集積率の特認要件及び特認額の認定（

担い手育成支援事業実施要領（平成７年

４月１日付け農林水産省構造改善局長通

達。以下この項において「要領」という

。）第６）

○

� 担い手要件の特認（要領第８） ○

� 地方農政局長に対する協議及び意見聴

取（要領第６、第８、第９）
○

� 要件達成の承認（要領第１０） ○

６ 愛媛県土地

改良財産の管

理及び処分に

１ 土地改良財産の使用の許可及び他目的使

用の承認（軽微なものを除く。）（第５条

、第１３条、第２４条）

○
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関する規則に

関する事務

２ 土地改良財産の改築、追加工事等の承認

（軽微なものを除く。）（第７条、第１４条

、第１５条、第２４条）

○

３ 土地改良財産の付替え工事の施行（第８

条、第１５条、第２４条）
○

４ 土地改良財産の原因者工事の施行（軽微

なものを除く。）（第９条）
○

５ 土地改良財産（基幹的土地改良施設及び

共同施設に係るものに限る。）の管理の委

託（第１０条）

○

６ 土地改良財産の譲与又は無償貸付け（第

２０条、第２４条）
○

７ 土地改良財産の用途の変更又は廃止の承

認（第２２条、第２４条）
○

８ 土地改良財産の付替え工事の承認（第２３

条）
○

９ 土地改良財産の交換等（第２５条） ○

７ 各種土地改

良事業の年度

実施計画、計

画変更、補助

金交付申請及

び決算報告の

施行に関する

事務

１ 各種の土地改良事業の年度実施計画、計

画の変更、補助金の交付申請及び決算報告

に関すること。

○

８ 交換分合の

施行に関する

事務

１ 交換分合計画の認可

○

９ 県営請負工

事の設計変更

及び工程表の

承認に関する

事務

１ １件の設計工費が３，０００万円を超える県

営請負工事の設計変更（契約金額を超えな

い範囲内で工法に著しい変更のないものに

限る。）の承認

○

２ 本課で設計実施の県営請負工事の工程表

の承認
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

農

業

経

営

課

１ 農業経営基

盤強化促進法

の施行に関す

る事務

１ 農業経営基盤強化促進基本方針の作成及

び変更（第５条第１項、第４項、第６項）
○

２ 農業経営基盤強化促進基本方針の作成及

び変更についての農業会議及び農業協同組

合中央会の意見の聴取（第５条第５項）

○

３ 農業経営基盤強化促進基本構想の同意及

び変更同意（第６条第６項）

４ 農地保有合理化法人に関すること。

� 農地保有合理化事業規程の承認並びに

変更及び廃止の承認（第７条第１項、第

５項、第８条）

○

� 報告の徴収（第９条） ○

� 農地保有合理化事業の改善命令（第１０

条第１項）
○

� 改善命令についての同意市町村の意見 ○
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の聴取（第１０条第２項）

� 農地保有合理化事業規程の承認の取消

し（第１１条）
○

� 農地保有合理化事業の運営に関する指

導
○

５ 農業経営基盤の強化を促進するための措

置の円滑な実施に必要な助言及び指導（第

３６条）

○

２ 農業（果樹

及び畜産を除

く。）の試験

研究に関する

事務

１ 農業（果樹及び畜産を除く。）の試験研

究機関の施設整備計画の策定
○

２ 試験研究の基本方針の決定及び試験研究

課題の設定
○

３ 農業改良助長法に基づく助成試験の申請

及び調整
○

４ 開放試験及び共同研究の実施 ○

５ 試験研究と普及事業との連絡調整 ○

６ 農林技術研究情報の収集及び広報 ○

３ 農業改良普

及に関する事

務

１ 農業改良普及活動方針の決定 ○

２ 農業後継者の育成対策事業の実施 ○

３ 農業青年の海外派遣の推薦 ○

４ 改良普及員資格試験の実施 ○

５ 専門技術員の活動方針の決定 ○

６ 農業改良普及計画の策定及び指導 ○

７ 地域農業改良普及センターの運営 ○

８ 改良普及職員の研修の実施 ○

９ 農業青年及び農山漁村女性の組織活動の

育成助長
○

１０ 農山漁村ふるさとづくりの推進 ○

１１ 各種の特別事業の実施 ○

１２ 制度金融及び融資対象事業の指導 ○

１３ 農業気象に関すること。 ○

４ 農業の機械

化に関する事

務

１ 農業機械の有効利用の促進及び指導 ○

２ 農作業の安全対策の指導 ○

３ 農業機械の流通に関すること。 ○

５ 肥料取締法

の施行に関す

る事務

１ 肥料の登録及び登録の更新並びに変更等

の届出の処理（第７条、第１２条、第１３条）
○

２ 指定配合肥料の生産業者の届出の受理（

第１６条の２）
○

３ 事故肥料の譲渡の許可（第１９条） ○

４ 施用上の注意等の表示命令（第２１条） ○

５ 行政処分の実施（第３１条） ○

６ 肥料の立入検査等（第３０条） ○

６ 農薬取締法

の施行に関す

る事務

１ 報告の徴収、農薬等の集取、立入り又は

検査（第１３条）
○

２ 農薬の安全知識の普及、情報の提供その

他の援助（第１２条の４）
○

３ 販売者の届出の受理（第８条） ○

４ 販売者に対する農薬の販売の制限又は禁

止（第１４条第４項）
○

７ 植物防疫法 １ 病害虫防除所の運営（第３２条） ○
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の施行に関す

る事務

２ 有害動植物の防除計画の策定（第２４条） ○

３ 植物の検疫及び有害動植物の防除に関す

る必要な措置（第２９条）
○

４ 有害動植物の発生予察事業の実施（第３１

条）
○

８ 農用地の土

壌の汚染防止

等に関する法

律の施行に関

する事務

１ 対策地域の指定区域の変更及び指定の解

除（第３条、第４条）
○

２ 特別地区の指定区域及びその区域に係る

指定農作物等の範囲の変更並びに指定の解

除（第８条、第９条）

○

３ 土壌の汚染に関する調査測定結果の公表

（第１２条）
○

４ 対策計画の策定及び変更（第５条、第６

条）
○

５ 農作物の作付け等に関する勧告（第１０条

）
○

９ 愛媛県立農

業大学校に関

する事務

１ 農業大学校の教育の基本方針の決定 ○

２ 農業大学校の運営
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

農

産

園

芸

課

１ 果樹農業振

興特別措置法

の施行に関す

る事務

１ 果樹農業振興計画の策定（第２条の３）

○

２ 果実等生産

出荷安定対策

実施要綱（平

成１３年４月１１

日付け農林水

産事務次官通

知）の施行に

関する事務

１ 計画生産出荷促進基本計画の調整（第２

）
○

２ 特別需給調整対策事業実施計画の了承（

第２）
○

３ 経営安定対策基本計画の了承（第２） ○

４ 加工原料用果実価格安定対策基本計画の

了承（第３）
○

５ 加工原料用果実価格安定対策事業におけ

る保証基準価格及び最低基準価格の了承（

第３）

○

６ 果実等消費拡大特別対策事業実施計画の

了承（第３）
○

７ 果樹特別対策事業実施計画の了承（第３

）
○

８ 県果実生産出荷安定協議会からの指定果

実に係る協議事項の了承（第６）
○

３ 主要農作物

種子法の施行

に関する事務

１ 主要農作物種子生産ほ場の指定（第３条

）
○

２ ほ場審査及び生産物審査（第４条） ○

３ ほ場審査証明書及び生産物審査証明書の

交付（第５条）
○

４ 果樹、米、

麦、大豆、い

も類、雑穀類

１ 果樹等の生産の振興計画に関すること。 ○

２ 果樹等の生産団地の育成及び指導 ○

３ 果樹等の関係団体の育成及び指導 ○
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、野菜、花き

、工芸作物及

び繭（以下こ

の部において

「果樹等」と

いう。）の生

産に係る企画

、指導及び奨

励に関する事

務

４ 果樹等の生産流通加工の安定指導及び奨

励

○

５ 農林物資の

規格化及び品

質表示の適正

化に関する法

律の施行に関

する事務

１ 登録格付機関の登録（第１６条、農林物資

の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律施行令（以下この部において「政令」と

いう。）第３０条）

○

２ 登録格付機関の登録の取消し（第１７条の

４、政令第３０条）
○

３ 登録格付機関等に対する改善命令等（第

１９条の２、政令第３０条）
○

４ 品質表示基準に関する指示（第１９条の９

、政令第３０条）
○

５ 登録格付機関、製造業者及び販売業者に

対する報告の徴収及び立入検査（第２０条、

政令第３０条）

○

６ 申出の受理及び措置（第２１条、政令第３０

条）
○

６ 農産物流通

の総合企画の

推進に関する

事務

１ 農産物流通改善対策に関すること。

� 農産物の流通改善に関する指導

○

７ 卸売市場に

関する事務（

水産課の所管

（水産物を取

扱う卸売市場

）に属するも

のを除く。）

１ 卸売市場法の施行に関すること。

� 中央卸売市場整備計画の策定及び中央

卸売市場の開設区域の指定に係る農林水

産大臣からの協議の回答（第５条、第７

条）

○

� 卸売市場整備計画の策定、変更及び公

表（第６条）
○

� 中央卸売市場の開設の認可申請及び卸

売業務の許可申請の農林水産大臣への進

達（第９条、第１６条、第５４条）

○

� 中央卸売市場の開設者及び卸売業者に

係る農林水産大臣への許可及び認可の申

請、届出並びに報告の進達（第１１条、第

１４条、第２０条、第２３条、第２４条、第２８条

、第２９条、第３１条、第４２条、第４７条、第

５３条）

○

� 中央卸売市場の開設者及び卸売業者の

業務等の検査（第４８条）
○

� 地方卸売市場の開設の許可（第５５条） ○

� 地方卸売市場の卸売業務の許可（第５８

条）
○

� 地方卸売市場の廃止の許可（第６０条） ○

	 地方卸売市場の業務規程の変更の承認

（第６４条）
○


 地方卸売市場の開設及び卸売業務の許
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可の取消し及び業務の停止命令（第６５条

）

○

� 地方卸売市場の開設者及び卸売業者の

業務等の検査等（第６６条）
○

� 地方卸売市場に係る農林水産大臣への

報告（第６７条、第６９条）
○

２ 愛媛県卸売市場条例の施行に関すること

。

� 卸売業務の廃止の届出の受理（第８条

）
○

� 許可証の再交付（第９条） ○

� 営業の譲渡し及び譲受け並びに合併の

認可（第１０条）
○

� 相続の認可（第１１条） ○

� 業務の規制等に係る届出等の処理（第

１２条、第１９条、第２０条）
○

� 事業報告書の処理（第２１条） ○

	 改善措置の勧告及び命令（第２２条） ○


 その他の卸売市場の開設の届出の受理

（第２３条）
○

� その他の卸売市場の卸売業務の届出の

受理（第２４条）
○

� その他の卸売市場の開設及び卸売業務

の届出事項の変更の届出の受理（第２５条

）

○

� その他の卸売市場及び卸売業務の廃止

の届出の受理（第２６条）
○

� その他の卸売市場からの業務に関する

報告等の徴収（第２７条）
○

 地方卸売市場の開設許可等の公示（第

３５条）
○

８ 主要食糧の

需給及び価格

の安定に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 米穀の生産調整に関すること。

� 市町村別生産調整対象水田面積の決定

（主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律施行令（以下この部において「政

令」という。）第２条第２項）

○

２ 計画出荷数量に関すること。

� 市町村別予定計画出荷数量の決定及び

変更決定（政令第８条第１項、第１１条第

２項）

○

� 計画出荷変更申出数量及び予定計画出

荷基準数量の農林水産大臣への報告（政

令第１２条第１項）

○

� 都道府県別予定計画出荷数量の変更に

係る農林水産大臣への意見の具申（政令

第１２条第３項）

○

３ 米穀の供給に関すること。

� 米穀の計画流通数量の決定及び変更に

係る農林水産大臣への意見の具申（第４

条第５項、第８項）

○

４ 販売業に関すること。

� 登録及び登録の拒否（第３５条、第３８条

、第４４条）
○
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� 承継の届出の受理（第１１条第２項、第

４１条第１項、第４７条第１項）
○

� 登録事項の変更の届出の受理（第１２条

、第４１条第１項、第４７条第１項）
○

� 廃止の届出に係る処理（第１３条、第２０

条、第４１条第１項、第４７条第１項）
○

� 事業報告書の受理（第１７条第２項、第

４１条第１項）
○

� 業務改善措置命令（第１８条、第４１条第

１項、第４７条第１項）
○

� 登録の取消し及び業務停止命令（第１９

条、第４１条第１項、第４７条第１項）
○

� 小売業の変更登録及び変更登録の拒否

（第４４条、第４５条第１項、第３項）
○

５ 主要食糧の流通実態の調査に関すること

。

� 報告の徴収及び立入検査（第７５条第２

項）
○

９ 米の消費拡

大に関する事

務

１ 米の消費拡大に関すること。

� 地域米消費拡大対策事業の実施市町村

の決定
○

１０ 種苗法の施

行に関する事

務

１ 職務育種に係る品種登録申請（第５条、

第８条） ○

１１ 茶樹優良苗

木配付要綱（

昭和３８年５月

１日付け農林

事務次官通達

）の施行に関

する事務

１ 種苗需要数量の取りまとめ及び申込み（

４）
○

２ 種苗の配布数量の報告（６）

○

１２ 養蚕及びた

ばこの協調に

関する要綱（

昭和３１年１０月

３日制定）の

施行に関する

事務

１ たばこ養蚕協議会の運営（第２） ○

２ 被害予防に関する指導（第３）

○

１３ 社団法人愛

媛県野菜価格

安定基金協会

に関する事務

１ 業務対象年間の短縮の承認（社団法人愛

媛県野菜価格安定基金協会業務方法書（以

下この部において「業務方法書」という。

））

○

２ 交付準備金残額の次期造成額への充当の

承認（業務方法書）
○

１４ 青果物流通

合理化対策事

業実施要領（

昭和４２年７月

２９日付け農林

事務次官通達

）の施行に関

する事務

１ 野菜の入荷量及び価格の公表事業の協力

（第４）

○

１５ 野菜生産出

荷安定法の施

１ 指定消費地域に対する出荷の安定を図る

ための勧告（第５９条）
○
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行に関する事

務

２ 野菜指定産地の指定の申出（第５条） ○

３ 生産出荷近代化計画の樹立、変更及び公

表（第８条、第９条）
○

１６ 生産振興総

合対策事業実

施要綱（平成

１４年４月１日

付け農林水産

事務次官通知

）の施行に関

する事務

１ 生産振興総合対策事業実施計画の作成及

び承認（第６）
○

２ 生産振興総合対策事業実施状況の報告（

第１１）

○

１７ 農産物関係

資金の融資に

関する事務

１ 農産物関係資金の融資適正基準の審査

○

１８ 果樹の試験

研究に関する

事務

１ 試験研究機関の施設整備計画の策定 ○

２ 試験研究の基本方針の決定及び試験研究

課題の設定
○

３ 開放試験及び共同研究の実施 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

畜

産

課

１ 家畜改良増

殖法の施行に

関する事務

１ 家畜改良増殖計画の策定（第３条の３） ○

２ 種畜検査の実施（第４条） ○

３ 種畜証明書の効力の取消し及び停止（第

７条）
○

４ 種畜の公示（第８条） ○

５ 家畜人工授精師の免許及び免許証の交付

（第１６条、第１８条）
○

６ 家畜人工授精師養成講習会の開催（第１６

条）
○

７ 家畜人工授精師の免許の取消し及び業務

の停止（第１９条）
○

８ 家畜人工授精所の開設の許可（第２４条） ○

９ 家畜人工授精所の開設の許可の取消し及

び使用の停止（第２６条）
○

１０ 家畜人工授精所の種畜の届出の受理（第

２７条）
○

１１ 家畜人工授精所の立入検査等（第３５条） ○

２ 生産振興総

合対策事業実

施要綱（平成

１４年４月１日

付け農林水産

事務次官通知

）の施行に関

する事務

１ 年度別生産振興総合対策事業実施計画の

作成及び変更（第６）
○

２ 年度別生産振興総合対策事業実施計画の

承認及び変更の承認（第６）
○

３ 生産振興総合対策事業実施状況の報告（

第１１）
○

３ 養鶏振興法

の施行に関す

る事務

１ 標準鶏の認定（第５条） ○

２ ふ化業者の登録（第７条） ○

３ 登録ふ化業者の登録の取消し等（第１０条

）
○

４ 登録ふ化業者に対する措置命令（第１４条 ○
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）

５ 登録ふ化業者に対する報告の徴収及びふ

化場の立入検査（第１６条）
○

４ 養ほう振興

法の施行に関

する事務

１ 養ほう業者の届出（第３条）

○

５ 家畜取引法

の施行に関す

る事務

１ 市場再編整備地域の指定及び解除（第１９

条、第２３条）
○

２ 市場再編整備計画の変更の承認（第２２条

）
○

３ 地域家畜市場の位置の移転の許可（第２６

条）
○

４ 家畜取引の業務の停止命令（第１８条の２

）
○

５ 家畜市場の登録及び登録証の交付（第３

条、第７条）
○

６ 家畜市場の登録の取消し及び開場の停止

命令（第１８条）
○

７ 家畜市場の開場日における市場外取引の

許可（第２７条の２）
○

８ 再編整備に係る勧告（第２０条の２） ○

９ 指定等の告示（第２４条） ○

１０ 開設等の制限（第２５条） ○

１１ 報告及び検査（第２９条） ○

６ 家畜商法の

施行に関する

事務

１ 講習会の開催及び修了証明書の交付（第

４条の２）
○

２ 家畜商の免許（登録）及び免許証の交付

（第３条、第６条）
○

３ 家畜商の免許の取消し（第７条第１項） ○

４ 家畜商の免許の取消し及び事業の停止命

令（第７条第２項）
○

７ 酪農及び肉

用牛生産の振

興に関する法

律の施行に関

する事務

１ 県酪農肉用牛生産近代化計画の作成及び

変更（第２条の３）
○

２ 市町村酪農肉用牛生産近代化計画の協議

（第２条の３、第２条の４）
○

３ 集約酪農振興計画の策定及び変更（第３

条、第５条）
○

４ 集約酪農地域内における集乳施設及び乳

業施設の新設の承認（第１０条）
○

５ 集約酪農地域内における酪農事業施設の

変更の承認（第１２条）
○

８ 学校給食用

牛乳供給対策

要綱（昭和３９

年８月３１日付

け文部事務次

官、農林事務

次官通達）の

施行に関する

事務

１ 供給計画の作成及び変更（第３、第５） ○

２ 供給計画の作成及び変更の報告（第３、

第５）
○

３ 供給価格及び供給事業者に関すること。

� 区域の設定（学校給食用牛乳供給事業

実施要領（平成１２年３月２４日付け農林水

産省畜産局長通知。以下この部において

「要領」という。）第５）

○

� 供給予定価格の算定及び最低制限価格

の設定（要領第５）
○

� 適正運営委員の選定（要領第５） ○
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� 見積価格を徴する乳業者の呼び掛け及

び見積価格の徴収（要領第５）
○

� 供給価格及び供給事業者の決定（要領

第５）
○

� 供給事業者名等の公表及び事業実施主

体への通知（要領第５）
○

� 供給価格に係る保護者負担額の決定（

要領第６）
○

� 供給事業者の決定の取消し又は決定の

効力の停止（第６）
○

４ 実施方針及び供給価格等の決定に関する

規約の策定及び変更（第７、別記様式３）
○

５ 事業実施主体が策定する事業実施計画の

協議（要領第４）
○

６ 学校給食用牛乳協議会の開催（要領第４

）
○

９ 加工原料乳

生産者補給金

等暫定措置法

の施行に関す

る事務

１ 生乳生産者団体の指定及び指定の解除（

第６条、第１０条）
○

２ 生乳生産者団体の指定の公示（第８条）

○

１０ 加工原料乳

生産者補給金

等暫定措置法

第１１条の規定

による加工原

料乳数量の認

定に関する事

務

１ 加工原料乳数量の認定（加工原料乳生産

者補給金等暫定措置法施行令第５条）

○

１１ 畜産経営の

指導方針に関

する事務

１ 畜産コンサルタント団員の任用又は委嘱

の承認（生産振興総合対策事業実施要領（

平成１４年４月１５日付け農林水産省総合食料

局長、生産局長通知）第９の�の３）

○

２ 地域畜産振興補助事業の事業主体及び事

業内容の認定（畜産振興補助事業補助業務

委託要綱（昭和３８年５月１日付け地方競馬

全国協会規約第１号）第２）

○

１２ 財団法人中

国四国酪農大

学校に関する

事務

１ 学生募集のための関係先への通知及び入

学願書の進達（学生募集要領６）
○

１３ 畜産振興計

画の策定に関

する事務

１ 事業実施計画の樹立（畜産環境総合整備

事業実施要綱（平成７年４月１日付け農林

水産事務次官通知）第４）

○

２ 事業実施の承認（畜産環境総合整備事業

実施要綱第５）
○

１４ 畜産経営の

指導方針の策

定に関する事

務

１ 環境保全型畜産確立基本方針の策定（環

境保全型畜産確立対策の総合的な推進につ

いて（平成５年７月５日付け農林水産事務

次官通達）第２）

○

２ 地域環境保全対策指導方針の作成（愛媛

県畜産経営環境保全総合対策指導事業実施

要領（昭和４７年８月７日制定）第２）

○

１５ 畜産関係資 １ 適格者の認定（畜産公害防止のための畜
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金の融資に関

する事務

産経営改善計画認定要領（昭和４６年８月１９

日制定）第３）

○

２ 意見書の提出（農林漁業金融公庫法附則

第２３項の規定による乳業施設に対する農林

漁業金融公庫資金の融通措置の継続につい

て（昭和４２年１月１７日付け農林事務次官通

達）記３）

○

１６ 家畜排せつ

物の管理の適

正化及び利用

の促進に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 家畜排せつ物の適正な管理に関する指導

及び助言（第４条）
○

２ 家畜排せつ物の適正な管理に関する勧告

及び命令（第５条）
○

３ 家畜排せつ物の適正な管理に関する報告

の徴収及び立入検査（第６条第１項）
○

４ 家畜排せつ物の利用の促進を図るための

計画の協議並びに策定及び変更（第８条第

１項、第３項）

○

５ 処理高度化施設整備計画の認定及び認定

の取消し（第９条第３項、第１０条第２項）
○

６ 認定処理高度化施設整備計画の実施状況

の報告の徴収（第１３条）
○

１７ 飼料の安全

性の確保及び

品質の改善に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 製造業者又は輸入業者の届出の処理（第

１８条）
○

２ 報告の徴収（第２０条、飼料の安全性の確

保及び品質の改善に関する法律施行令（以

下この部において「政令」という。）第９

条）

○

３ 立入検査等（第２１条、政令第９条） ○

１８ 牧野法の施

行に関する事

務

１ 牧野管理規程の届出及び変更の届出の受

理（第３条第５項、第６項）
○

２ 牧野管理規程についての必要な助言又は

勧告（第３条第７項）
○

３ 保護牧野の改良及び保全の指示（第９条

）
○

４ 害虫駆除の指示（第１８条） ○

１９ 草地開発事

業に関する事

務

１ 草地開発事業の実施計画及び実施計画の

承認（愛媛県草地開発事業実施要領（昭和

４６年６月１日制定）第４）

○

２０ 畜産関係の

試験研究に関

する事務

１ 試験研究機関の施設整備計画の策定 ○

２ 試験研究の基本方針の決定及び試験研究

課題の設定
○

３ 開放試験及び共同研究の実施 ○

２１ 家畜伝染病

予防法の施行

に関する事務

１ 家畜の伝染性疾病の発生予防に関するこ

と。

� 新疾病検査を受けるべき旨の命令（第

４条の２第５項）
○

� 監視伝染病検査を受けるべき旨の命令

（第５条第１項）
○

� 監視伝染病の発生予防のための助言及

び指導（第５条第５項）
○

� 監視伝染病の発生予防のために必要な

措置の要請（第５条第６項）
○

� 注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨の

命令（第６条）
○
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� 消毒方法等の実施命令（命令書の交付

によるものを除く。）（第９条、家畜伝

染病予防法施行規則（以下この部におい

て「省令」という。）第１５条）

○

� 家畜の伝染性疾病の発生予防の措置に

ついて報告及び通報（第１２条の２）
○

２ 家畜伝染病のまん延防止に関すること。

� 通行の制限又は遮断の決定（第１５条） ○

� 殺処分命令（第１７条） ○

� 病性鑑定のための剖検及び殺処分（第

２０条）
○

� 消毒方法等の実施命令（命令書の交付

によるものを除く。）（第３０条、省令第

１５条）

○

� 家畜等の移動の制限（第３２条） ○

� 家畜集合施設の開催等の制限（第３３条

）
○

� 放牧等の制限（第３４条） ○

� 家畜伝染病のまん延防止の措置につい

ての報告及び通報（第３５条）
○

３ その他の事項に関すること。

� 家畜防疫員の派遣の要請（第４８条の２

）
○

� 家畜の伝染性疾病予防のための報告の

徴収（報告請求書の交付によるものを除

く。）（第５２条、省令第５８条ただし書）

○

� 動物等の評価額の決定についての意見

の具申（第５８条）
○

２２ 牛海綿状脳

症対策特別措

置法の施行に

関する事務

１ 協力依頼（第１０条第２項） ○

２ 死亡した牛の検査を行うことが困難であ

る旨の認定（牛海綿状脳症対策特別措置法

施行規則第４条第１号）

○

２３ みつばちに

ついての腐蛆

病のまん延防

止に関する規

則の施行に関

する事務

そ

１ 腐蛆病発生の告示（第５条）

○

２４ 家畜保健衛

生所条例の施

行に関する事

務

１ 家畜保健衛生所の支所の設置（第２条） ○

２ 家畜保健衛生所長の管轄区域外における

権限の行使命令（第３条） ○

２５ 家畜保健衛

生所使用料及

び手数料条例

の施行に関す

る事務

１ 使用料及び手数料の減免（第５条）

○

２６ 薬事法の施

行に関する事

務

１ 動物用医薬品等に関すること。

� 医薬品等の製造業及び輸入販売業の許

可及び許可更新の申請の進達（第１２条、

第２２条）

○

� 医薬品販売業の許可及び許可の更新（

第２４条）
○
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� 医薬品販売品目の指定（第３０条、第３５

条）
○

� 医薬品販売業の廃止の届出の受理（第

３８条）
○

� 医薬品販売業許可関係事項の変更の届

出の受理（第３８条）
○

� 検定医薬品の採取及び送付（第４３条） ○

� 立入検査及び物品の収去（第６９条） ○

� 医薬品等の廃棄等の命令（第７０条） ○

� 医薬品等の受検命令（第７１条） ○

� 改善命令等（第７２条） ○

	 薬剤師の増員命令（第７２条の２） ○


 管理者の変更命令（第７３条） ○

� 配置販売業の配置員の業務の停止命令

（第７４条）
○

� 医薬品販売業の許可の取消し及び業務

の停止命令（第７５条）
○

２７ 愛媛県家畜

種付手数料条

例の施行に関

する事務

１ 手数料の免除（第６条）

○

２８ 獣医師法の

施行に関する

事務

１ 獣医師の届出の受理及び報告（第２２条）

○

２９ 獣医療法の

施行に関する

事務

１ 診療施設等の使用制限命令等（第６条、

第７条第３項）
○

２ 報告の徴収及び立入検査等（第８条第１

項、第２項）
○

３ 県計画に関すること。

 県計画の策定及び変更（第１１条第１項

、第４項）
○

� 農林水産大臣への協議（第１１条第３項

）
○

� 農林水産大臣への報告（第１１条第４項

）
○

４ 診療施設整備計画に関すること。

 認定及び変更の認定（第１４条第１項、

獣医療法施行令第４条第１項）
○

� 認定の取消し（獣医療法施行令第４条

第３項）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

林

業

政

策

課

１ 森林法の施

行に関する事

務

１ 森林計画に関すること。

 地域森林計画の樹立及び変更並びに公

表（第５条第１項、第４項、第６条第６

項）

○

� 地域森林計画の樹立及び変更をする旨

の公告並びに地域森林計画の案の縦覧（

第６条第１項）

○

� 地域森林計画の案についての森林審議
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会等の意見聴取（第６条第３項、第４項

）

○

� 地域森林計画の樹立及び変更に係る農

林水産大臣への協議（第６条第５項）
○

� 国有林の地域別の森林計画の案につい

ての意見の具申（第７条の２第５項）
○

� 伐採等の届出の受理（２以上の地方局

の所管区域にわたるものに関するものに

限る。）（第１５条、第１９条第１項第１号

）

○

� 森林施業計画の認定及び変更の認定（

２以上の地方局の所管区域にわたるもの

に関するものに限る。）（第１１条第１項

、第１２条第１項、第２項、第１９条第１項

第１号、第３項、第４項）

○

� 森林施業計画の変更の通知（２以上の

地方局の所管区域にわたるものに関する

ものに限る。）（第１３条、第１９条第１項

第１号、第３項）

○

� 森林施業計画の認定の取消し（２以上

の地方局の所管区域にわたるものに関す

るものに限る。）（第１６条、第１９条第１

項第１号、第４項）

○

� 包括承継届出の受理（２以上の地方局

の所管区域にわたるものに関するものに

限る。）（第１７条第２項、第１９条第１項

第１号）

○

２ 市町村森林整備計画に関すること。

� 市町村森林整備計画の樹立及び変更に

係る協議（第１０条の５第７項、第１０条の

６第４項）

○

	 市町村森林整備計画を変更すべき旨の

通知（第１０条の６第１項）
○


 所有権の移転等の調停（第１０条の１１） ○

� 裁定の申請に係る公告及び通知（第１０

条の１１の３第１項）
○

� 分収育林契約を締結すべき旨の裁定（

第１０条の１１の４第１項、第１０条の１１の５

第１項）

○

� 分収育林契約の解除の承認（第１０条の

１１の７）
○

３ 林道事業に関すること。

� 林道事業の路線の決定 ○

４ 林業普及指導に関すること（第１８７条）

。

� 林業普及指導実施方針の作成（林業普

及指導推進要綱（昭和５８年４月４日付け

農林水産事務次官通達。以下この項にお

いて「要綱」という。）第５の１、第５

の３、第５の４）

○

	 林業普及指導事業実施計画の作成（要

綱第６の１）
○


 林業普及指導事業の実績報告（要綱第

６の２）
○
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� 林業普及指導事業の実施（林業普及指

導事業実施要領（昭和５８年４月４日付け

農林水産事務次官通達）第３）

○

� 林業後継者育成対策等事業の実施（林

業生産流通総合対策事業実施要領（平成

１０年４月８日付け農林水産事務次官通達

）第２、第５、第８）

○

２ 林業構造改

善事業で導入

した機械施設

等の管理につ

いて（昭和４６

年１月６日付

け林野庁長官

通達）の施行

に関する事務

１ 林業構造改善事業で導入した機械施設の

処分の承認申請

○

３ 林業担い手

育成確保対策

事業の実施に

ついて（平成

１０年４月８日

付け林野庁長

官通達）の施

行に関する事

務

１ 林業労働安全衛生総合対策事業の実施（

第２の�）
○

２ 林業就業促進総合対策事業の実施（第２

の�）

○

４ 林業生産流

通総合対策事

業実施要領（

平成１０年４月

８日付け農林

水産事務次官

通知）の施行

に関する事務

１ 林業経営構造対策事業計画等の協議及び

変更の協議（林業生産流通総合対策施設整

備事業等の運用について（平成１０年４月８

日付け林野庁長官通知。以下この部におい

て「運用通知」という。）別記１から４ま

で、６）

○

２ 林業経営構造対策事業等の年度別報告書

の調整（運用通知別記１から４まで、６）
○

３ 特用林産振興基本計画の樹立及び計画の

変更（特用林産振興対策事業の運用につい

て（平成１２年３月２９日付け林野庁長官通知

）第２）

○

４ 特用林産振興協議会の構成員の就任依頼

及び会議の開催（第３）
○

５ 農林水産業

施設災害復旧

事業費国庫補

助の暫定措置

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 復旧計画の策定 ○

２ 復旧工事の施工地区の決定 ○

３ 応急工事の承認（農林水産業施設災害復

旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

施行令第２条第２項） ○

６ 国土総合開

発法の施行に

関する事務

１ 林業総合計画の策定 ○

２ 大規模林業圏開発計画の策定及び実施
○

７ 緑資源公団

法の施行に関

する事務

１ 実施計画の策定に関する協議（第１９条） ○

２ 実施計画及び管理規程の変更に関する協

議（第２３条）
○

３ 大規模林道事業に係る用地事務の委託に

関する協定の協議
○

４ 大規模林道事業に係る用地事務の委託契 ○
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約の締結

８ 農林漁業信

用基金法の施

行に関する事

務

１ 調査等の委嘱の受託（農林漁業信用基金

調査等委嘱要綱（昭和６３年６月３０日付け農

林漁業信用基金要綱）第１）
○

９ 林業の試験

研究に関する

事務

１ 試験研究機関の施設整備計画の策定 ○

２ 試験研究の基本方針の決定及び試験研究

課題の設定
○

３ 開放試験及び共同研究の実施 ○

１０ 森林組合法

の施行に関す

る事務

１ 指定森林組合の指定（第９条第９項） ○

２ 森林組合及び生産森林組合の定款の変更

の認可（第６１条第２項、第１００条第２項）
○

３ 森林組合及び生産森林組合の設立、解散

の決議及び合併の認可

� 森林組合の設立、解散の決議及び合併

の認可（第７８条、第７９条、第８３条第２項

、第３項、第８４条第２項、第３項）

○

� 生産森林組合の設立、解散の決議及び

合併の認可（第７９条、第８３条第２項、第

３項、第８４条第２項、第３項、第１００条

第３項、第４項）

○

４ 森林組合及び生産森林組合の業務又は会

計の検査（第１１１条）
○

５ 森林組合及び生産森林組合の業務又は会

計の法令等の違反に対する措置命令（第１

１３条第１項、第２項）

○

６ 森林組合の信託規程、共済規程及び林地

処分事業規程の承認の取消し（第１１３条第

３項）

○

７ 解散命令（第１１４条） ○

８ 森林組合及び生産森林組合が行つた議決

又は選挙若しくは当選及び専用契約の取消

し（第１１５条、第１１６条）

○

１１ 森林国営保

険法の施行に

関する事務

１ 森林国営保険契約及び損害調査に関する

こと。

� 森林国営保険契約の締結及び保険証書

の交付（第６条、第２３条ノ２）
○

� 保険証書の再交付及び保険契約の継続

（森林国営保険法施行令（以下この部に

おいて「政令」という。）第５条、第６

条）

○

� 保険証書の記載事項の変更の届出の処

理（政令第７条）
○

� 減額請求に関する手続（政令第１０条） ○

� 危険増加による保険契約の解除（第１９

条、第２３条ノ２）
○

２ 森林国営保険特別会計に属する保険料の

歳入の徴収
○

１２ 農林漁業金

融公庫法の施

行に関する事

務（林業政策

課以外の課で

当該事務を処

１ 貸付対象事業の認定（農林漁業金融公庫

業務方法書（次項において「業務方法書」

という。）第４）

○

２ 工事のしゆん工の認定（業務方法書第４

）
○

３ 公庫資金の需要等の動向調査に係る調書
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理する場合を

除く。）

等の提出（調査委嘱規則（昭和５０年４月１

日付け農林漁業金融公庫規則第３号。次項

において「規則」という。）第２条）

○

４ 委嘱費に係る書類の提出（規則第５条） ○

１３ 過疎地域自

立促進特別措

置法の施行に

関する事務（

林業政策課以

外の課で当該

事務を処理す

る場合を除く

。）

１ 農林漁業の経営改善又は振興のための計

画の認定（第２６条）

○

１４ 愛媛県農林

漁業共同化資

金の融通に関

する条例の施

行に関する事

務（林業政策

課以外の課で

当該事務を処

理する場合を

除く。）

１ 融資機関との利子補給契約（第３条） ○

２ 融資目標額の配分 ○

３ 融資適格の承認

� 知事が特に必要と認めた資金 ○

� �以外のもの

○

１５ 系統等民間

資金を原資と

する中山間地

域活性化資金

の融通に関す

る措置要綱（

平成２年６月

７日付け農林

水産事務次官

通知）の施行

に関する事務

（林業政策課

以外の課で当

該事務を処理

する場合を除

く。）

１ 融資機関との利子補給契約（第５、愛媛

県中山間地域活性化資金利子補給金交付要

綱第３条）

○

２ 融資目標額の配分（愛媛県中山間地域活

性化資金融資要綱第５）
○

３ 利子補給の承認（第４、愛媛県中山間地

域活性化資金融資要綱第６）
○

４ 利子補給金の打切り（愛媛県中山間地域

活性化資金利子補給金交付要綱第７条）
○

５ 利子補給金の返還命令（愛媛県中山間地

域活性化資金利子補給金交付要綱第７条）

○

１６ 林業改善資

金助成法の施

行に関する事

務

１ 期限前償還請求の決定（第９条） ○

２ 支払猶予の決定（第１０条） ○

３ 事務委託契約（第１３条） ○

４ 貸付けの決定（愛媛県林業改善資金貸付

規則（次項において「規則」という。）第

８条）

○

５ 借受者に対する事業完了報告の徴収及び

検査（規則第１１条）
○

１７ 林業経営基

盤の強化等の

促進のための

資金の融通等

に関する暫定

措置法の施行

に関する事務

１ 林業経営基盤の強化並びに木材の生産及

び流通の合理化に関する事項についての基

本構想（以下この項において「基本構想」

という。）に関すること。

� 基本構想の策定及び変更（第２条の２

第１項）
○

� 農林水産大臣に対する協議（第２条の

２第３項）
○

� 基本構想の公表（第２条の２第４項） ○
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２ 林業経営改善計画の認定及び変更の認定

並びに認定の取消し（第３条、林業経営基

盤の強化等の促進のための資金の融通等に

関する暫定措置法施行令（次項において「

政令」という。）第１条）

○

３ 合理化計画の認定及び変更の認定並びに

認定の取消し（第４条、政令第４条）
○

４ 森林所有権の移転等のあつせん（第１０条

）
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

森

林

整

備

課

１ 森林法の施

行に関する事

務

１ 保安林及び保安施設地区の指定及び解除

に関すること。

� 保安林の指定及び解除並びに指定申請

書及び解除申請書の進達（第２５条の２、

第２６条の２、第２７条）

○

� 保安林の指定及び解除に関する県森林

審議会への諮問（第２５条の２、第２６条の

２）

○

� 保安林予定森林（保安施設地区予定地

を含む。以下この部において同じ。）及

び解除予定保安林に関する通知の内容の

告示（第３０条、第３０条の２、第４４条）

○

� 保安林予定森林及び解除予定保安林

に関する通知（第３０条、第３０条の２、第

４４条）

○

� 意見書の受理及び進達（第３２条、第４４

条）
○

� 意見の聴取（第３２条、第４４条） ○

� 保安林及び保安施設地区の指定及び解

除の通知（第３３条、第４４条）
○

２ 保安林及び保安施設地区の指定施業要件

の変更に関すること。

� 指定施業要件の変更及び変更申請書の

進達（第２７条、第３３条の２、第３３条の３

、第４４条）

○

� 指定施業要件の変更に関する予定の告

示（第３０条、第３０条の２、第３３条の３、

第４４条）

○

� 指定施業要件の変更に関する予定の通

知（第３０条、第３０条の２、第３３条の３、

第４４条）

○

� 意見書の受理及び進達（第３２条、第３３

条の３、第４４条）
○

� 意見の聴取（第３２条、第３３条の３、第

４４条）
○

� 指定施業要件の変更に関する告示（第

３３条、第３３条の３）
○

� 指定施業要件の変更に関する通知（第

３３条、第３３条の３、第４４条）
○

３ 保安林及び保安施設地区における制限に
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関すること。

� 保安林予定森林における立木竹の伐採

等の禁止（第３１条、第４４条）
○

� 保安林台帳及び保安施設地区台帳の調

製及び保管（第３９条の２、第４６条の２）
○

４ 使用権設定に関する認可（第５０条） ○

５ 水流における工作物の使用等の認可（第

６６条）
○

６ 林地開発許可制度に関すること。

� 林地開発行為の許可（第１０条の２） ○

� 林地開発行為に関する監督処分（第１０

条の３）
○

７ 森林保全管理に関すること。

� 森林保全巡視指導員の委嘱（森林保全

管理推進対策事業実施要領（昭和４９年６

月１５日付け林野庁長官通達）第２）

○

８ 公有林の経営指導に関すること。

� 公有林経営計画の樹立及び実行（第１１

条）
○

� 公有林経営の指導（第１９１条の２） ○

２ 森林環境保

全整備事業実

施要領（平成

１４年３月２９日

付け林野庁長

官通知）の施

行に関する事

務

１ 市町村森林整備事業計画の承認及び変更

の承認（第２）

○

３ 森林居住環

境整備事業実

施要領（平成

１４年３月２９日

付け林野庁長

官通知）の施

行に関する事

務

１ フォレスト・コミュニティ総合整備事業

計画の承認及び変更の承認（第５）

○

４ 愛媛県造林

補助事業実施

要綱（昭和６３

年２月１日制

定）の施行に

関する事務

１ 造林事業希望調書及び予定調書の受理（

第２２、第２３）
○

２ 造林事業補助計画の策定（第２４） ○

３ 造林事業補助金の査定（第２７）

○

５ 愛媛県地域

森林環境整備

事業実施要領

（平成３年１１

月２５日制定）

の施行に関す

る事務

１ 事業計画の承認及び変更の承認（第７） ○

２ 年度計画の承認及び変更の承認（第８）

○

６ 愛媛県入会

林野整備地造

林実施要領（

昭和４４年７月

２３日制定）の

１ 入会林野整備地造林事業実施計画の認定

（第３）

○
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施行に関する

事務

７ 林業種苗法

の施行に関す

る事務

１ 育種母樹及び育種母樹林並びに普通母樹

及び普通母樹林（以下この項において「育

種母樹等」という。）に関すること。

� 育種母樹等の指定及び指定の解除（第

３条、第９条）
○

� 育種母樹等の保護又は管理のための指

示（第６条）
○

２ 生産事業者の登録に関すること。

� 生産事業者の登録、登録証の交付及び

登録の取消し（第１０条、第１２条、第１５条

）

○

� 生産事業者講習会の開催及び修了証明

書の交付（第１１条）
○

� 生産事業者の届出等の受理（第１３条） ○

３ 配布事業者の届出の受理（第１７条） ○

４ 指定採取源からの採取に係る種苗の証明

（第２０条）
○

５ 監督及び行政処分に関すること。

� 表示義務等の違反に対する是正命令（

第１９条）
○

� 指定採取源、生産事業者の事業所、配

布事業者の事業所その他に対する立入検

査等（第２８条）

○

� 生産事業者及び配布業者に対する監督

処分（第２９条）
○

６ 材木育種事業に関すること。 ○

８ 愛媛県山林

種苗需給調整

要綱（昭和４６

年１２月３日制

定）の施行に

関する事務

１ 山行苗の需給計画の樹立（第１２条） ○

２ 幼苗の価格の決定の協議及び山行苗の価

格の決定（第８条、第１３条）
○

３ 種苗の生産計画の樹立（第４条）

○

９ 森林病害虫

等防除法の施

行に関する事

務

１ 森林病害虫等の駆除命令事項の公表（第

３条第５項、第５条第４項）
○

２ 駆除命令書の交付（第３条第９項、第５

条第４項）
○

３ 駆除不履行の場合の代執行及びその経費

の徴収（第４条、第５条第４項）
○

４ 立入検査（第６条第１項） ○

５ 防除実施基準の策定及び変更に係る意見

の具申（第７条の２第４項）
○

６ 県防除実施基準の策定及び変更（第７条

の３）
○

７ 高度公益機能森林及び被害拡大防止森林

の区域の指定及び変更（第７条の３第３項

、第４項、第７条の５）

○

８ 樹種転換促進指針に関すること。

� 策定及び変更（第７条の６） ○

� 助言、指導及び勧告（第７条の７） ○

� 樹種転換を特に促進すべき特定森林の

公表（第７条の８）
○

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外３

１３８



９ 地区防除指針の策定及び変更（第７条の

６第３項、第４項、第７条の９）
○

１０ 地区実施計画の策定及び変更に係る協議

（第７条の１０第３項）
○

１１ 駆除命令並びに森林害虫防除員が行う指

示及び処分による損失補償金の交付（第８

条）

○

１０ 緑化推進事

業に関する事

務

１ 計画の樹立及び事業の推進 ○

２ 事業結果の報告等
○

１１ 治山治水緊

急措置法の施

行に関する事

務

１ 治山事業計画の樹立 ○

２ 治山工事に関すること。

○

１２ 地すべり等

防止法の施行

に関する事務

（林野庁所管

に係るものに

限る。）

１ 地すべり防止区域の指定及び廃止の申請

（第３条）
○

２ 地すべり防止区域の管理（第７条） ○

３ 地すべり防止工事基本計画の作成及び変

更（第９条）
○

４ 主務大臣又は知事以外の者が施行する地

すべり防止工事に関する設計及び実施計画

の承認（第１１条）

○

５ 工事原因者の工事の施行（第１４条） ○

６ 許可の取消し等の監督処分（第２１条） ○

７ 知事以外の者の管理する地すべり防止施

設に関する監督（第２２条）
○

１３ 林地崩壊防

止事業実施要

綱（昭和４１年

１１月１０日付け

農林事務次官

通達）の施行

に関する事務

１ 事業計画の策定 ○

２ 事業の施行区域の決定 ○

３ 事業の変更の協議 ○

４ 工事の施越の承認

○

１４ 愛媛県単独

治山事業補助

金交付規程の

施行に関する

事務

１ 事業の施行箇所の決定 ○

２ 事業の変更の承認

○

１５ 農林水産業

施設災害復旧

事業費国庫補

助の暫定措置

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 復旧計画の策定 ○

２ 復旧工事の施工地区の決定 ○

３ 応急工事の承認（農林水産業施設災害復

旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

施行令第２条第２項） ○

１６ 入会林野等

に係る権利関

係の近代化の

助長に関する

法律の施行に

関する事務

１ 入会林野整備計画の適否の決定及び変更

の決定（第６条、第９条）
○

２ 異議の申出についての協議命令及び決定

（第７条）
○

３ 調停案の作成及び受諾勧告（第８条） ○

４ 整備計画の認可及び申請の却下並びに金

銭の供託（第１０条、第１１条、第２２条）
○

５ 整備計画の適否の決定又は認可のための ○
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意見の聴取（第６条、第２２条）

６ 入会林野整備計画に係る必要な登記の嘱

託（第１４条）
○

７ 森林組合育成対策事業の運用について（

平成１０年４月８日付け林野庁長官通知）の

実施に関すること。

� 入会林野活用促進計画の策定 ○

１７ 愛媛県特別

会計条例の施

行に関する事

務及び県営林

経営に関する

事務

１ 県営林経営計画（５箇年）の承認 ○

２ 県営林事業計画（単年度）の承認 ○

３ 県営林材処分の執行 ○

４ 指名業者の選定 ○

５ 県営林地の一時的使用の承認 ○

６ 支障木の除去及び補償 ○

７ 林道受益者負担額の決定 ○

８ 県営林事業の完了の確認 ○

９ 県営林看守人の指揮監督 ○

１０ 県営林事業に伴う林業夫の労働者災害補

償保険に関する手続
○

１１ 県営林事業執行に伴う許可申請、届出、

協議等の手続
○

１２ 森林国営保険契約の申込み ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

漁

政

課

１ 水産行政の

総合的な企画

及び調整に関

する事務

１ 水産業に関する基本計画の企画及び連絡

調整
○

２ 水産振興協議会の開催
○

２ 水産業協同

組合法の施行

に関する事務

１ 水産業協同組合の指導に関すること。

� 水産業協同組合の定款の変更の認可（

第４８条第２項）
○

� 水産業協同組合の設立、解散の議決及

び合併の認可（第６４条、第６８条第２項、

第６９条第２項）

○

� 水産業協同組合の仮理事の選任又は総

会の招集（第４３条）
○

� 水産業協同組合の信用事業規程等の認

可（第１１条の４第１項、第１５条の２第１

項）

○

� 水産業協同組合の信用事業規程等の変

更又は廃止の認可（第１１条の４第３項、

第１５条の２第２項）

○

� 代表理事及び常勤役員等の兼職又は兼

業の認可（第３５条の２第１項）
○

２ 水産業協同組合の監督処分に関すること

。

� 水産業協同組合の業務又は会計の状況

の検査（第１２３条）
○

� 水産業協同組合に対する監督上必要な

措置命令（第１２３条の２）
○

� 水産業協同組合に対する解散命令（第 ○
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１２４条の２）

� 水産業協同組合の決議、選挙、当選及

び専用契約の取消し（第１２５条、第１２６

条）

○

３ 漁業協同組

合合併促進法

の施行に関す

る事務

１ 合併及び事業経営計画の認定（第２条、

第４条第２項）
○

２ 学識経験者の意見の聴取（第４条第１項

）
○

４ 漁業災害補

償法の施行に

関する事務

１ 漁業共済組合の指導に関すること。

� 漁業災害補償法に基づく加入区の設定

（第１０５条第１項）
○

� 漁獲特定漁業者の同意認定の告示（第

１０５条の２第４項、第１０８条第５項）
○

� 漁業共済組合の定款の変更の協議 ○

５ 漁業近代化

資金助成法の

施行に関する

事務

１ 融資機関との利子補給契約（愛媛県漁業

近代化資金利子補給規程第３条）
○

２ 融資目標額の配分 ○

３ 利子補給の承認（愛媛県漁業近代化資金

利子補給規程第６条）
○

６ 漁業経営の

改善及び再建

整備に関する

特別措置法の

施行に関する

事務

１ 融資機関との利子補給契約（愛媛県漁業

経営維持安定資金融資要綱（昭和５１年１０月

２５日制定。以下この部において「要綱」と

いう。）第９）

○

２ 融資目標額の配分（要綱第１０） ○

３ 漁業経営再建計画の認定（要綱第６） ○

４ 利子補給の承認（要綱第６） ○

７ 沿岸漁業改

善資金助成法

の施行に関す

る事務

１ 期限前償還請求の決定（第９条） ○

２ 支払猶予の決定（第１０条） ○

３ 事務委託契約（第１３条） ○

４ 貸付けの決定（愛媛県沿岸漁業改善資金

貸付規則（次項において「規則」という。

）第８条）

○

５ 借受者に対する事業完了報告の徴収及び

検査（規則第１１条）
○

８ 農林漁業金

融公庫法の施

行に関する事

務（漁政課以

外の課で当該

事務を処理す

る場合を除く

。）

１ 貸付対象事業の認定（農林漁業金融公庫

業務方法書（次項において「業務方法書」

という。）第４）

○

２ 工事のしゆん工の認定（業務方法書第４

）
○

３ 公庫資金の需要等の動向調査に係る調書

等の提出（調査委嘱規則（昭和５０年４月１

日付け農林漁業金融公庫規則第３号。次項

において「規則」という。）第２条）

○

４ 委嘱費に係る書類の提出（規則第５条） ○

９ 過疎地域自

立促進特別措

置法の施行に

関する事務（

漁政課以外の

課で当該事務

を処理する場

合を除く。）

１ 農林漁業の経営改善又は振興のための計

画の認定（第２６条）

○

１０ 愛媛県農林 １ 融資機関との利子補給契約（第３条第２ ○
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漁業共同化資

金の融通に関

する条例の施

行に関する事

務（漁政課以

外の課で当該

事務を処理す

る場合を除く

。）

項）

２ 融資目標額の配分 ○

３ 融資適格の承認

� 知事が特に必要と認めた資金 ○

� �以外のもの

○

１１ 系統等民間

資金を原資と

する中山間地

域活性化資金

の融通に関す

る措置要綱（

平成２年６月

７日付け農林

水産事務次官

通知）の施行

に関する事務

（漁政課以外

の課で当該事

務を処理する

場合を除く。

）

１ 融資機関との利子補給契約（第５、愛媛

県中山間地域活性化資金利子補給金交付要

綱第３条）

○

２ 融資目標額の配分（愛媛県中山間地域活

性化資金融資要綱第５）
○

３ 利子補給の承認（第４、愛媛県中山間地

域活性化資金融資要綱第６）
○

４ 利子補給金の打切り（愛媛県中山間地域

活性化資金利子補給金交付要綱第７条）
○

５ 利子補給金の返還命令（愛媛県中山間地

域活性化資金利子補給金交付要綱第７条）

○

１２ 水産物卸売

市場に関する

事務

１ 水産物卸売市場整備計画の策定 ○

２ 卸売市場法の施行に関すること。

� 地方卸売市場の開設の許可（第５５条） ○

� 地方卸売市場の卸売業務の許可（第５８

条）
○

� 地方卸売市場の廃止の許可（第６０条） ○

� 地方卸売市場の業務規程の変更の承認

（第６４条）
○

� 地方卸売市場の開設及び卸売業務の許

可の取消し並びに業務の停止命令（第６５

条）

○

� 地方卸売市場の開設者及び卸売業者の

業務等の検査等（第６６条）
○

３ 愛媛県卸売市場条例の施行に関すること

。

� 卸売業務の廃止の届出の受理（第８条

）
○

� 許可証の交付及び再交付（第９条） ○

� 営業の譲渡し及び譲受け並びに合併の

認可（第１０条）
○

� 相続の認可（第１１条） ○

� 業務の規制等に係る届出等の受理（第

１２条、第１９条、第２０条）
○

� 改善措置の勧告及び命令（第２２条） ○

� その他の卸売市場の開設の届出の受理

（第２３条）
○

� その他の卸売市場の卸売業務の届出の

受理（第２４条）
○

	 その他の卸売市場の廃止等の届出の受

理及び告示（第２５条から第２７条まで、第 ○
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３５条）

� 事業報告書の処理（第２１条） ○

１３ 輸出水産業

の振興に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 事業場の登録（第３条第１項） ○

２ 届出に係る措置（第３条の４） ○

３ 登録証の再交付（輸出水産業の振興に関

する法律施行規則第５条第４項）
○

４ 登録の取消し及び事業の停止命令（第４

条第１項）
○

５ 必要な措置の命令（第４条第２項） ○

６ 事業場の改善の勧告（第６条） ○

７ 報告の徴収（第３０条第１項） ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

水

産

課

１ 浅海養殖漁

業振興に関す

る事務

１ 浅海養殖振興計画及び指導方針の決定

○

２ 栽培漁業に

関する事務

１ 栽培漁業振興計画の決定及び変更
○

３ 内水面漁業

の増殖指導に

関する事務

１ 内水面総合振興計画の決定

○

４ 水産業改良

普及事業に関

する事務

１ 水産業改良普及事業実施方針の制定及び

変更 ○

５ 漁業公害等

対策事業に関

する事務

１ 事業実施計画の決定及び変更

○

６ 水産資源保

護法の施行に

関する事務

１ 保護水面管理事業計画の決定及び変更

○

７ 漁業後継者

育成に関する

事務

１ 青年漁業者育成事業計画の決定

○

８ 漁業経営構

造改善事業の

運用について

（平成１２年３

月２４日水産庁

長官通知）の

施行に関する

事務

１ 構造改善事業基本方針の策定（第２の１

）
○

２ 構造改善計画の樹立（第２の２） ○

３ 構造改善計画の変更（第２の２） ○

４ 構造改善事業実施計画の作成及び変更（

第５の２）
○

９ 漁港漁場整

備法の施行に

関する事務

１ 沿岸漁場整備開発構想の作成 ○

２ 魚礁漁場造成事業実施計画の決定及び変

更
○

３ 増殖場造成事業実施計画の決定及び変更 ○

４ 養殖場造成事業実施計画の決定及び変更 ○

５ 漁場環境保全対策事業実施計画の決定及

び変更
○

１０ 沿岸漁場整

備開発法の施

１ 基本計画の策定及び変更（第７条の２、

第７条の３）
○
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行に関する事

務

２ 特定水産動物育成事業に関すること。

� 認可（第８条、第１０条） ○

� 育成水面の区域の変更等の認可（第１２

条第１項）
○

� 廃止の届出の受理（第１２条第２項） ○

� 育成水面の区域の変更等に係る勧告（

第１４条）
○

３ 放流効果実証事業に関すること。

� 放流効果実証事業を実施する者の指定

等（第１５条）
○

� 業務実施計画の認可等（第１７条、第１８

条、第２０条）
○

� 業務報告書等の受理（第２１条） ○

� 報告徴収又は改善命令（第２２条） ○

� 指定の取消し（第２３条） ○

４ 漁場利用協定に関すること。

� 締結に関する勧告（第２４条） ○

� 届出の受理（第２５条） ○

� 紛争に係るあつせん（第２６条） ○

１１ 水産振興事

業に関する事

務

１ リマ区域周辺漁業対策事業実施計画の決

定及び変更
○

２ 種子島周辺漁業対策事業実施計画の決定

及び変更
○

１２ 愛媛県漁業

調整規則の施

行に関する事

務

１ 漁業の許可（第７条） ○

２ 許可等の制限又は条件の付加（第１４条） ○

３ 許可の内容の変更の許可（第１６条） ○

４ 許可証の書換え交付及び再交付（第１９条

）
○

５ 起業の認可（第２１条） ○

６ 許可申請等の棄却（第２３条） ○

７ 漁業許可等の定数の決定（第２５条） ○

８ 漁業許可等の取消し、変更又は操業の停

止（第３０条から第３２条まで）
○

９ 除害設備の設置又は変更の命令（第３４条

）
○

１０ 漁場内の岩礁破砕等の許可（第４５条） ○

１１ 試験研究等のための適用除外の許可（第

４８条）
○

１２ 許可等の特例（第２７条、第２８条） ○

１３ 違反船舶等に対する措置命令（第４９条か

ら第５２条まで）
○

１３ 温排水影響

調査交付金交

付規則に関す

る事務

１ 温排水影響調査事業の実施（第２条、第

３条）
○

１４ 漁船法の施

行に関する事

務

１ 登録の取消し（第１９条） ○

２ 漁船原簿の副本の提出等（第２３条）
○

１５ 漁船保険の

指導に関する

事務

１ 加入区の指定及び変更（漁船損害補償法

（以下この部において「法」という。）第

１１２条）

○
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２ 指定漁船調書の確認（法第１１２条） ○

３ 付保義務の発生及び消滅の公示（法第１

１２条の２、第１１３条の２）
○

１６ 漁業用無線

に関する事務

１ 漁業指導用海岸局の維持及び管理の委託

に関すること。
○

１７ 水産業共同

利用施設設置

事業に関する

事務

１ 事業実施計画の受理

○

１８ 愛媛県内水

面漁業調整規

則の施行に関

する事務

１ 水産動植物の採捕の許可（第６条） ○

２ 許可の内容の変更の許可（第１４条） ○

３ 許可証の書換え交付及び再交付（第１７条

）
○

４ 許可申請の棄却（第１９条） ○

５ 許可の取消し、変更又は制限等（第２０条

から第２２条まで）
○

６ 除害設備の設置又は変更の命令（第２４条

）
○

７ 試験研究等のための適用除外の許可（第

３２条）
○

１９ 漁業調整に

関する事務

１ 隣接県との漁業の調整 ○

２ 県内漁業の調整 ○

２０ 漁業法の施

行に関する事

務

１ 共同申請に係る代表者の指定（第５条） ○

２ 漁業権及び入漁権に関すること。

� 免許の内容等の事前決定（第１１条） ○

� 漁業の免許（第１０条） ○

� 漁業権の共有の認可（第１４条） ○

� 漁業権の分割又は変更の免許（第２２条

）
○

� 漁業権を目的とする抵当権の設定の認

可（第２４条）
○

� 漁業権の移転の認可（第２６条） ○

� 休業中の漁業の許可（第３６条） ○

� 漁業権の取消し、変更又は行使の停止

命令（第３７条から第４０条まで）
○

	 漁業権、先取特権、抵当権及び入漁権

の設定等の登録（第５０条）
○

３ 漁業権行使規則に関すること。

� 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の

制定、変更及び廃止の認可（第８条）
○

４ 漁業調整に関すること。

� 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業

調整委員会の指示の取消し及び指示に対

する服従命令（第６７条）

○

� 漁場の標識の建設又は漁具の標識の設

置の命令（第７２条）
○

５ 海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整

委員会及び内水面漁場管理委員会（以下こ

の項において「委員会」という。）に関す

ること。

� 委員会の監督（第８２条、第１３０条） ○

� 海区漁業調整委員会の委員の選挙権及
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び被選挙権を有する者の範囲の拡張又は

限定（第８６条）

○

� 連合海区漁業調整委員会の設置に関す

る措置（第１０５条）
○

� 委員会の庶務に関すること。 ○

� 知事選任委員の選任及び解任（第８５条

、第１００条、第１０６条、第１３１条）
○

６ 土地及び土地の定着物の使用に関するこ

と。

� 土地の使用等の許可（第１２０条） ○

� 他人の土地における漁業の許可（第１

２１条）
○

� 土地立入等の許可（第１２２条） ○

� 土地及び土地の定着物の使用権設定に

関する認可並びに土地の形質の変更等の

許可（第１２４条）

○

７ 内水面漁業に関すること。

� 水産動植物の増殖命令（第１２８条） ○

� 遊漁規則の制定及び変更の認可（第１

２９条）
○

８ 指定漁業の許可等に関する副申（第５２条

、第６５条）
○

２１ 海洋水産資

源開発促進法

の施行に関す

る事務

１ 沿岸水産資源開発に関すること。

� 沿岸水産資源開発区域の指定、変更及

び指定の解除（第５条、第６条）
○

� 沿岸水産資源開発計画の作成及び変更

（第７条、第８条）
○

� 開発区域内における行為に対する勧告

（第９条）
○

� 指定海域における行為に対する勧告（

第１２条）
○

２２ 漁業と港湾

法の施行との

調整に関する

事務

１ 漁業と開発保全航路の指定との調整 ○

２ 漁業と港湾計画作成との調整

○

２３ 遊漁船業の

適正化に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 遊漁船業者に関すること。

� 業務改善命令（第１８条） ○

� 登録の取消し又は停止（第１９条） ○

２ 遊漁船業団体に関すること。

� 指定（第２０条） ○

� 改善命令（第２２条） ○

� 指定の取消し（第２３条） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第２４条第１

項）
○

３ 遊漁船業務主任者を養成するための講習

会の実施（遊漁船業の適正化に関する法律

施行規則第１０条第１項第３号）

○

２４ 海洋生物資

源の保存及び

管理に関する

法律の施行に

関する事務

１ 県計画の策定及び変更（第４条第１項、

第３項から第５項まで、第７項から第１０項

まで）

○

２ 県計画の実施の効果の確保に関する農林

水産大臣又は関係県知事への措置要請（第 ○
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６条）

３ 採捕の数量又は漁獲努力量等の公表（第

８条第２項）
○

４ 採捕の数量又は漁獲努力量等の公表後の

助言、指導又は勧告（第９条第２項）
○

５ 採捕の停止等の命令（第１０条第２項） ○

６ 漁獲量の限度の割当て（第１１条第１項、

第２項、第４項）
○

７ 停泊命令（第１２条第２項） ○

８ 協定の認定等（第１３条第２項、第１４条） ○

９ 協定への参加のあつせん（第１５条） ○

１０ 漁業法等による措置（第１６条） ○

１１ 採捕の数量又は漁獲努力量等の報告の受

理（第１７条第３項、第４項）
○

２５ 持続的養殖

生産確保法の

施行に関する

事務

１ 漁場改善計画に関すること。

� 漁場改善計画の認定及び変更認定（第

４条第１項、第５条第１項）
○

� 漁場改善計画の認定の取消し（第５条

第２項）
○

� 他県知事が管轄する水域を含む漁場改

善計画の認定及び変更認定についての関

係県知事に対する協議（第４条第４項、

第５条第３項）

○

� 養殖漁場の改善勧告等の措置（第７条

）
○

２ 魚類防疫に関すること。

� 特定疫病のまん延防止のための措置命

令（第８条第１項）
○

� 特定疫病のまん延防止のための措置命

令の実施状況等についての報告及び通報

（第８条第２項）

○

� 養殖水産動植物の伝染性疾病予防のた

めの立入検査、質問及び集取（第１０条第

１項）

○

� 養殖水産動植物の伝染性疾病予防のた

めの報告の徴取（第１１条）
○

� 特定疾病等の発生の届出（第１２条） ○

� 魚類防疫協力員の委嘱（第１３条第２項

）
○

２６ その他漁業

に関する事務

１ 委任漁業の補償 ○

２ 規制水域出漁の調査及び指導 ○

３ 漁場利用調整協議会の運営 ○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

漁

港

課

１ 漁港漁場整

備法の施行に

関する事務

１ 漁港の指定に関すること（第６条）。 ○

２ 漁港漁場整備長期計画の案又は変更の案

に関する意見の具申（第６条の３第４項、

第７項）

○

３ 特定漁港漁場整備事業に関すること。

� 特定漁港漁場整備事業計画の作成、変
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更等（第１７条第１項から第１１項まで、第

１８条第３項、第１９条第２項、第１９条の３

第３項）

○

� 特定漁港漁場整備事業の廃止等（第１７

条第１２項、第１３項）
○

� 特定漁港漁場整備事業計画の策定及び

変更のための他人の土地又は水面の測量

等（第１９条の２第１項、第４項）

○

� 兼用工作物の工事の費用の負担に係る

協議（第２０条の２）
○

� 特定漁港漁場整備事業の施行のための

他人の土地又は水面への立入り又は使用

の許可（第２４条、第４４条）

○

４ 漁港の維持管理に関すること。

� 漁港管理者の指定及び指定の取消し（

第２５条、第４４条）
○

� 漁港管理規程の制定又は変更の届出の

受理（第３４条第２項、第４４条）
○

� 漁港管理規程についての助言及び勧告

（第３４条第３項、第４４条）
○

� 漁港の維持管理のための他人の土地又

は水面への立入り又は使用及び非常災害

のための土地等の使用又は土石等の収用

（第３６条）

○

� 漁港施設の処分の許可及びこれに伴う

措置命令（第３７条）
○

� 漁港施設の利用方法及び料率の制定及

び変更の認可（第３８条）
○

� 漁港水域における工作物の建設、土砂

の採取、汚水の放流、汚物の放棄、水面

の一部占用等の許可等（第３９条第１項か

ら第４項まで）

○

� 漁港区域内において捨て又は放置して

はならない物件及び区域の指定又は廃止

（第３９条第５項から第７項まで）

○

	 漁港区域内における公有水面埋立ての

同意（第３９条第８項）
○


 監督処分（第３９条の２） ○

５ その他の事項に関すること。

� 報告若しくは資料の提出の要求、立入

り、測量、検査又は質問（第４１条、第４４

条）

○

� 国土交通大臣に対する協議（第４２条） ○

２ 愛媛県漁港

管理条例の施

行に関する事

務

１ 維持運営計画の策定（第３条） ○

２ 陸揚輸送等のための区域の指定（第７条

第１項）
○

３ 利用の届出を要する輸送施設及び漁港環

境整備施設の指定（第８条）
○

４ 占用等の許可等（第９条） ○

５ 使用の許可等（第１０条） ○

６ 一時停係泊施設の指定（第１１条第２項） ○

７ 一時停係泊の届出の受理（第１１条第２項

）
○
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８ 占用料の後納の承認並びに減免、分納及

び還付の認定（第１３条）
○

９ 土砂採取料等の後納の承認並びに減免、

分納及び還付の認定（第１３条、第１４条）
○

１０ 違反行為者等に対する監督処分（第１６条

）
○

１１ 公益上の必要による許可の取消し等（第

１７条）
○

１２ 管理の委託（第１８条） ○

３ 海岸法の施

行に関する事

務

１ 海岸保全区域の管理に関すること。

� 海岸保全区域の指定及び廃止並びに農

林水産大臣への報告（第３条）
○

� 海岸保全区域の指定についての協議（

第４条）
○

� 市町村長を海岸管理者とする場合の処

理（第５条）
○

� 海岸保全区域の占用の許可（第７条） ○

� 海岸保全区域における行為の許可（第

８条）
○

� 海岸保全区域における違反行為者等に

対する監督処分（第１２条）
○

� 海岸管理者以外の者の施行する工事の

承認（第１３条）
○

� 兼用工作物の工事の施行及び保全施設

の維持の協議（第１５条）
○

	 土地等の立入り及び一時使用（第１８条

）
○


 海岸管理者以外の海岸保全施設の管理

者に対する報告等の徴収又は立入検査（

第２０条）

○

� 海岸管理者以外の管理者に対する改良

等の措置命令（第２１条）
○

２ 海岸保全区域に要する費用に関すること

。

� 海岸保全施設の新設又は改良に関する

工事の施行の承認申請（第２７条）
○

４ 公共土木施

設災害復旧事

業費国庫負担

法施行令の施

行に関する事

務（漁港課以

外の課で当該

事務を処理す

る場合を除く

。）

１ 公共土木施設災害復旧事業の執行に関す

ること。

� 県工事関係

ア 災害報告（第５条） ○

イ 国庫負担申請（第６条第１項） ○

ウ 設計単価及び歩掛についての主務大

臣への協議（第６条第２項）
○

エ 設計の変更についての主務大臣への

協議（第７条第２項）
○

オ 事業の廃止報告（第７条第３項） ○

カ 成功認定の申請（第１１条） ○

キ 国庫負担金交付の申請（公共土木施

設災害復旧事業費国庫負担法施行規則

第８条）

○

� 市町村工事関係

ア 市町村災害復旧事業の監督（第８条 ○
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別表第２土木管理課の表決裁区分の欄を次のように改める。

）

イ 市町村の災害復旧事業費に関する事

務
○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２技術企画室の表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２用地課の表決裁区分の欄（同表２の部から５の部までに係るものを除く。）を次のように改める。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 室長

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長
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別表第２用地課の表２の部を次のように改める。

別表第２用地課の表３の部決裁区分の欄、同表４の部同欄及び同表５の部同欄を次のように改める。

別表第２河川課の表決裁区分の欄（同表７の部に係るものを除く。）を次のように改める。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

２ 国土交通省

所管法定外公

共用財産の管

理及び処分に

関する事務

１ 交換及び寄附の受納 ○

２ 所管換 ○

３ 用途廃止及び引継ぎ ○

４ 譲与
○

○

○

○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２河川課の表７の部を次のように改める。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

７ 公共土木施

設災害復旧事

業費国庫負担

法施行令の施

行に関する事

務（河川課以

外の課で当該

事務を処理す

る場合を除く

。）

１ 国土交通省所管公共土木施設災害復旧事

業の執行に関すること。

� 県工事関係

ア 災害報告（第５条） ○

イ 国庫負担申請（第６条第１項） ○

ウ 設計単価及び歩掛についての主務大

臣への協議（第６条第２項）
○

エ 設計の変更についての主務大臣への

協議（第７条第２項）
○

オ 事業の廃止報告（第７条第３項） ○

カ 成功認定の申請（第１１条） ○

キ 国庫負担金交付の申請（公共土木施
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別表第２水資源対策課の表を次のように改める。

別表第２港湾海岸課の表決裁区分の欄を次のように改める。

設災害復旧事業費国庫負担法施行規則

第８条）

○

� 市町村工事関係

ア 市町村災害復旧事業の監督（第８条

）
○

イ 市町村の災害復旧事業費に関する事

務
○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

水

資

源

対

策

課

１ 総合水需給

対策の総合企

画、総合調整

及び推進に関

する事務

１ 総合水需給対策の総合企画、総合調整及

び推進

○

２ 節水型水利

用の促進に関

する事務

１ 節水型水利用の調査及び推進 ○

２ 節水型水利用の促進のための市町村等と

の連絡調整
○

３ 節水型水利用の普及啓発 ○

３ 広域的な用

水対策の調整

に関する事務

１ 広域的な用水対策の調整に関すること。

○

４ 既存水源の

活用方策に関

する事務

１ 地下水の利用適正化対策及び保全対策 ○

２ 既存水源の活用方策に関すること。 ○

３ 既存水源の利用状況調査に関すること。 ○

５ 新規水源に

関する事務

１ 新規水源に関すること。
○

６ ダムに関す

る事務

１ ダムの維持管理に関すること。 ○

２ 渇水調整に関すること。 ○

３ 直轄ダムに係る連絡調整に関すること。 ○

７ 山鳥坂ダム

の建設促進に

関する事務

１ 山鳥坂ダムの建設促進に関すること。

○

８ 水源地域対

策特別措置法

の施行に関す

る事務

１ 水源地域の指定及び変更の申出に関する

こと（第３条第１項、第２項、第４項）。
○

２ 水源地域整備計画案及び同計画の変更案

の作成に関すること（第４条第１項、第２

項、第５項）。

○

９ 河川総合開

発に関する事

務

１ 河川総合開発計画の策定に関すること。 ○

２ 河川総合開発事業の実施に関すること。 ○

３ 水資源の調査に関すること。 ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第２砂防課の表決裁区分の欄（同表４の部及び５の部に係るものを除く。）を次のように改める。

別表第２砂防課の表４の部を次のように改める。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

４ 愛媛県砂防

指定地管理条

例の施行に関

する事務

１ 砂防指定地内制限行為の許可及び変更の

許可並びに協議（国土交通大臣との協議を

要するものに限る。）（第４条第１項、第

６条、第７条第２項、第８条第１項）

○

２ 砂防設備の占用の許可及び変更の許可並

びに協議（占用期間が１年を超え、かつ、

占用面積が１，０００平方メートルを超えるも

のに限る。）（第５条第１項、第６条、第

７条第２項、第８条第１項）

○

３ 監督処分（第１５条） ○

４ 原状回復の指示等（第１６条） ○

５ 公共団体等の設置した施設の譲受けの協 ○
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別表第２砂防課の表５の部決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２道路建設課の表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２道路維持課の表を次のように改める。

議（第１８条）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○
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組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

道

路

維

持

課

１ 道路法の施

行に関する事

務

１ 道路の認定等に関すること。

� 県道の路線の認定（第７条、第９条） ○

� 県道の路線の廃止又は変更（第１０条） ○

� 路線が重複する場合の措置（第１１条） ○

２ 道路の管理に関すること。

� 県の境界に係る指定区間外国道の修繕

等の協議（第１３条）
○

� 道路の区域の決定及び供用の開始等（

第１８条）
○

� 境界地の道路の管理（第１９条） ○

� 兼用工作物の管理（第２０条） ○

� 他の工作物の管理者に対する工事施行

命令（第２１条）
○

� 工事原因者に対する工事施行命令（第

２２条）
○

� 道路台帳の整備（第２８条） ○

� 道路と鉄道の交差に関する協議等（第

３１条）
○

３ 道路の保全等に関すること。

� 特殊な車両の通行許可（第４７条の２） ○

４ 自動車専用道路に関すること。

� 自動車専用道路の指定（第４８条の２） ○

５ 自転車専用道路に関すること。

� 自転車専用道路等の指定（第４８条の７

）
○

６ 監督等に関すること。

� 市町村道の道路管理者に対する法令違

反等に関する指示等（第７５条第２項）
○

７ 雑則

� 国有財産の借受け又は譲与（第９０条第

２項）
○

� 不用物件の交換（第９２条第４項） ○

� 不用物件の他の道路への引渡し（第９３

条）
○

� 不用物件の返還譲与等（第９４条） ○

２ 地方道路公

社法の施行に

関する事務

１ 道路公社に対する出資の総務大臣への協

議（第４条）
○

２ 定款の変更（第５条） ○

３ 副理事長及び理事の任免の承認（第１３条

、第１６条）
○

４ 予算等の承認（第２４条） ○

５ 道路公社に対する債務保証（第２８条） ○

６ 給与及び退職手当の支給の基準の承認（

第３２条）

� 役員に係るもの ○

� 職員に係るもの ○

３ 軌道法の施 １ 運輸事業の開始の認可（第１０条） ○
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別表第２高速道路課の表決裁区分の欄を次のように改める。

別表第２都市計画課の表を次のように改める。

行に関する事

務

２ 帳簿等の提出命令及び監査（第１３条） ○

３ 工作物の使用廃止の際の道路の原状回復

（第２４条）
○

４ 道路管理の意見の聴取（軌道法施行令第

２条）
○

５ 軌道法の規定による主務大臣の権限を都

道府県知事に委任する政令に関すること（

第２５条、第３３条）

○

４ 道路運送法

の施行に関す

る事務

１ 道路管理者の意見（第９１条）

○

５ 測量法の施

行に関する事

務

１ 測量標の移転請求に関する副申（第２４条

）
○

２ 永久標識及び一時標識に関する通知（第

２１条）
○

３ 基本測量実施の公示（第１４条） ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

都

市

計

画

課

１ 総合土地対

策の総合企画

、総合調整及

び推進に関す

る事務

１ 総合土地対策の総合企画、総合調整及び

推進

○

２ 国土利用計

画法の施行に

関する事務

１ 全国計画の策定及び計画の変更について

の国土交通大臣への意見申出（第５条）
○

２ 県計画の策定及び計画の変更についての
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国土利用計画審議会及び市町村長からの意

見聴取（第７条）

○

３ 県計画の策定及び計画の変更についての

議会への付議（第７条）
○

４ 県計画の策定及び計画の変更された場合

の国土交通大臣への報告及び公表（第７条

）

○

５ 県計画の策定及び計画の変更について国

土交通大臣より助言又は勧告があつた場合

の措置（第７条）

○

６ 市町村計画の策定及び計画の変更につい

ての国土利用計画審議会からの意見聴取及

び市町村に対する助言又は勧告（第８条）

○

７ 土地利用基本計画についての国土交通大

臣への協議（第９条第１０項）
○

８ 土地利用基本計画の策定及び計画の変更

についての国土利用計画審議会の意見聴取

（第９条第１０項）

○

９ 土地利用基本計画の策定及び計画の変更

についての市町村長の意見聴取及び調整（

第９条第１０項）

○

１０ 土地利用基本計画の策定及び計画の変更

についての公表（第９条第１３項）
○

１１ 規制区域指定のための準備調査 ○

１２ 規制区域の指定（区域の減少を含む。）

及び公告（第１２条第１項、第３項）
○

１３ 規制区域の指定の公告を行つた場合にお

ける国土交通大臣への報告及び関係市町村

長への通知（第１２条第５項）

○

１４ 規制区域の指定の公告を行つた場合にお

ける土地利用審査会に対する確認要求（第

１２条第６項）

○

１５ 土地利用審査会の確認が得られなかつた

場合における国土交通大臣への報告及び公

告（第１２条第８項）

○

１６ 規制区域内の地価の動向及び土地取引の

状況の調査（第１２条第１０項）
○

１７ 規制区域の解除の場合における関係市町

村長の意見聴取（第１２条第１３項）
○

１８ 規制区域の解除の場合における土地利用

審査会に対する確認要求（第１２条第１３項）
○

１９ 規制区域の解除及び公告（第１２条第１２項

）
○

２０ 土地に関する権利の移転等の許可（第１４

条第１項、国土利用計画法施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第１３条）

○

２１ 国、地方公共団体等が行う土地売買等の

許可の特例措置（第１８条）
○

２２ 規制区域内の土地の買取り措置（第１９条

）
○

２３ 規制区域を指定した場合の適正かつ合理

的な土地利用の確保の措置（第２２条）
○

２４ 届出に係る土地の土地利用審査会の意見

聴取及び勧告（第２４条第１項、第２７条の５ ○
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第１項、第２７条の８第１項）

２５ ３週間以内に勧告できない場合における

延長する期間及び理由の通知（第２４条第３

項）

○

２６ 届出に係る土地の不勧告通知（第２７条の

５第３項、第２７条の８第２項）
○

２７ 確認申請に係る土地の価額の確認（政令

第１７条の２第１項第３号から第５号まで、

第２項）

○

２８ ６週間以内に確認できない場合における

延長する期間及び理由の通知（政令第１７条

の２第３項）

○

２９ 土地の利用目的の変更、土地売買等の中

止及びその他必要な措置の勧告に基づき講

じた措置についての報告の徴収（第２５条、

第２７条の５第４項、第２７条の８第２項）

○

３０ 勧告に従わない場合の公表（第２６条、第

２７条の５第４項、第２７条の８第２項）
○

３１ 勧告に応じた場合の土地に関する権利の

処分のあつせん（第２７条、第２７条の５第４

項、第２７条の８第２項）

○

３２ 届出に係る土地の利用目的に関する助言

（第２７条の２）
○

３３ 注視区域又は監視区域の指定及び公告（

第１２条第３項、第２７条の３第１項、第３項

、第２７条の６第１項、第３項）

○

３４ 注視区域又は監視区域の指定の場合にお

ける土地利用審査会及び関係市町村長の意

見聴取（第２７条の３第２項、第２７条の６第

２項）

○

３５ 注視区域又は監視区域の指定の公告を行

つた場合における国土交通大臣への報告及

び関係市町村長への通知（第１２条第５項、

第２７条の３第３項、第２７条の６第３項）

○

３６ 注視区域内又は監視区域内の地価の動向

及び土地取引の状況の調査（第１２条第１０項

、第２７条の３第３項、第２７条の６第３項）

○

３７ 注視区域又は監視区域の解除（区域の減

少を含む。以下同じ。）及び公告（第１２条

第１２項、第２７条の３第３項、第５項、第２７

条の６第３項、第５項）

○

３８ 注視区域又は監視区域の解除の場合にお

ける土地利用審査会及び関係市町村長の意

見聴取（第２７条の３第２項から第５項まで

、第２７条の６第２項から第５項まで）

○

３９ 注視区域又は監視区域の解除の公告を行

った場合における国土交通大臣への報告及

び関係市町村長への通知（第１２条第５項、

第２７条の３第４項、第２７条の６第４項）

○

４０ 届出対象面積の決定及び変更の場合にお

ける土地利用審査会及び関係市町村長の意

見聴取（第２７条の６第２項、第２７条の７第

４項）

○

４１ 監視区域内での土地売買等の契約及び当

該契約に係る土地の利用についての報告の ○
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徴収（第２７条の９）

４２ 遊休土地である旨の通知（第２８条） ○

４３ 遊休土地の利用又は処分に関する計画の

届出に係る必要な助言（第３０条）
○

４４ 土地利用審査会の意見聴取及び計画変更

の勧告（第３１条）
○

４５ 遊休土地の買取りの協議の通知（第３２条

）
○

４６ 立入検査等（第４１条） ○

４７ 土地の権利に関する書類の閲覧（第４３条

）
○

４８ 違反者に対する措置（第４６条から第５０条

まで）
○

３ 大規模開発

行為に関する

指導要綱（昭

和５４年３月１６

日制定）の施

行に関する事

務

１ 開発行為の事前協議の処理（第４、第６

）
○

２ 知事と事業者の開発協定の締結（第８）

○

４ 愛媛県屋外

広告物条例の

施行に関する

事務

１ 広告景観モデル地区の指定、変更及び廃

止（第１９条の２第１項、第６項、第７項）
○

２ 広告景観指針の決定、変更及び廃止（第

１９条の２第１項、第６項、第７項）
○

３ 広告物を表示する者等に対する指導、助

言及び勧告（第１９条の４）
○

４ 屋外広告業の届出の受理（第２０条） ○

５ 屋外広告業届出済証の交付（屋外広告物

条例施行規則（以下この部において「規則

」という。）第１２条）

○

６ 講習会修了証明書の交付（規則第１６条） ○

７ 講習会修了者と同程度である者の認定（

第２２条第１項第３号、規則第１７条第３項）
○

８ 愛媛県屋外広告物審議会への付議（第２４

条）
○

５ 不動産の鑑

定評価に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 不動産鑑定業者の登録（第２４条、第２７条

）
○

２ 不動産鑑定業者の登録の拒否、登録換え

及び削除（第２５条、第２６条、第３０条）
○

３ 不動産鑑定業者の報告及び検査（第４５条

）
○

６ 公有地の拡

大の推進に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 土地を譲渡しようとする場合の届出及び

地方公共団体等に対する土地の買取り希望

の申出（第４条第１項、第５条第１項）

○

２ 土地買取り協議等の通知（第６条第１項

、第３項）
○

７ 都市計画法

の施行に関す

る事務

１ 都市計画区域の指定、変更及び廃止（第

５条第１項、第２項、第６項）
○

２ 都市計画区域の指定、変更及び廃止に関

する市町村の意見の聴取（第５条第３項、

第４項、第６項）

○

３ 都市計画区域の指定、変更及び廃止に関

する国土交通大臣への協議（第５条第３項 ○
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、第６項）

４ 都市計画の決定及び変更に関すること（

第１８条第１項、第２１条第１項）

� 市街化区域及び市街化調整区域に関す

るもの
○

� 国土交通大臣の同意を要するもの（�
を除く。）

○

� �のうち軽易なもの ○

� 国土交通大臣の同意を要しないもの ○

５ 都市計画の決定及び変更に関する国土交

通大臣への協議（第１８条第３項、第２１条第

２項）

○

６ 市町村が定める都市計画の同意（第１９条

第３項）
○

７ 都市計画の決定及び変更に関する関係行

政機関等への協議（第２３条第１項、第６項

）

○

８ 都市計画の決定及び変更に関する市町村

への指示（第２４条第６項）
○

９ 調査のための土地立入り及び土地の試掘

等の許可（第２５条、第２６条）
○

１０ 市街化調整区域に係る第３４条第１０号に規

定する開発行為の許可に関すること（第２９

条第１項）。

� 開発区域の面積が５ヘクタール以上の

もの
○

� �以外のもの ○

１１ 都市計画法施行令（以下この部において

「政令」という。）第１９条による規模の決

定（第２９条第１項第１号）

○

１２ 開発行為の変更の許可（知事が許可した

開発行為に係るものに限る。）（第３５条の

２第１項）

○

１３ 開発行為の軽微な変更の届出の受理（知

事が許可した開発行為に係るものに限る。

）（第３５条の２第３項）

○

１４ 開発行為の廃止の届出の受理（知事が許

可した開発行為に係るものに限る。）（第

３８条）

○

１５ 開発許可を受けた土地における予定建築

物以外の建築物の建築の許可（知事が許可

した開発行為に係るものに限る。）（第４２

条第１項ただし書）

○

１６ 開発許可を受けた土地における建築等の

制限で国が行う行為についての協議（知事

が許可した開発行為に係るものに限る。）

（第４２条第２項）

○

１７ 政令第３６条第１項第３号ホに規定する建

築物に係る許可（第４３条第１項）
○

１８ 都市計画施設の区域内における建築禁止

区域の指定（第５５条第１項）
○

１９ 土地の買取りの申出及び有償譲渡の届出

の相手方の指定（第５５条第３項）
○

２０ 事業予定地区内における土地の有償譲渡 ○
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期限の周知措置（第５７条第１項）

２１ 都市計画事業の認可（第５９条第１項、第

４項）
○

２２ 都市計画事業の認可に対する用排水施設

管理者等の意見の聴取（第５９条第６項）
○

２３ 事業計画変更の認可に関すること（第６３

条第１項）。

� 事業施行についての周知措置を伴うも

の
○

� �以外のもの ○

２４ 監督処分（第８１条第１項、第４項） ○

２５ 監督処分のための立入検査（第８２条第１

項）
○

８ 都市計画事

業に関する事

務

１ 都市計画事業の認可の申請（第５９条第２

項）
○

２ 事業計画変更の認可の申請に関すること

（第６３条第１項）。

� 事業施行についての周知措置を伴うも

の
○

� �以外のもの ○

３ 事業施行についての周知措置（第６６条） ○

９ 都市緑地保

全法の施行に

関する事務

１ 標識の設置等（第４条第１項） ○

２ 原状回復命令等（第６条第１項、第３項

）
○

３ 報告及び立入検査等（第１１条第１項、第

２項）
○

１０ 駐車場法の

施行に関する

事務

１ 路上駐車場の設置計画の承認及び県公安

委員会の意見聴取（第４条） ○

１１ 土地区画整

理法の施行に

関する事務

１ 事業の施行及び事業計画等の認可に関す

ること。

� 個人施行及び組合の設立の認可（第４

条、第１４条）
○

� 個人施行及び組合の規準、規約、定款

及び事業計画の変更の認可（第１０条、第

１１条、第３９条）

○

� 市町村又は市町村道施行の施行規程及

び設計の概要の決定及び変更の認可（第

５２条、第５５条）

○

� 個人施行事業の廃止又は終了の認可（

第１３条）
○

� 事業計画等に対する意見書の処理（第

２０条、第５５条）
○

� 賦課金等の滞納処分の認可（第４１条） ○

� 組合の解散の認可（第４５条） ○

� 組合の決算報告の承認（第４９条） ○

	 換地計画の決定及び変更の認可（第８６

条、第９７条）
○

２ 監督処分に関すること。

� 施行者に対する勧告、助言又は報告の

徴収（第１２３条）
○

� 個人施行者及び組合に対する監督（第 ○
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１２４条、第１２５条）

１２ 都市再開発

法の施行に関

する事務（市

街地開発組合

に係るものを

除く。）

１ 事業計画中の設計の概要の認可（第５１条

第１項、第５６条）
○

２ 権利変換計画の決定及び変更の認可（第

７２条第１項、第２項）
○

３ 施行者に対する勧告、助言又は報告の徴

収（第１２４条第１項）
○

４ 市町村に対する是正の要求（第１２６条第

１項）
○

５ 施設建築物及び施設建築敷地の管理又は

使用に関する管理規約の認可（第１３３条）
○

１３ 宅地造成等

規制法の施行

に関する事務

１ 宅地造成工事規制区域の指定（第３条第

１項、第３項）
○

２ 市町村長の意見の聴取（第３条第１項） ○

３ 測量又は調査のための土地の立入り（第

４条第１項）
○

４ 土地の試掘等の許可（第５条第１項） ○

５ 土地所有者等に対する意見を述べる機会

の付与（第５条第１項）
○

１４ 環境影響評

価法の施行に

伴う都市計画

決定権者とし

ての事務

１ 第２種事業の判定に関すること。

� 判定を受けるための書面の届出（第４

条第１項、第４項、第３９条）
○

� 判定を受けることなく環境影響評価そ

の他の手続を行うこととした旨の通知（

第４条第６項、第３９条）

○

２ 環境影響評価方法書に関すること。

� 作成（第５条第１項、第４０条） ○

� 市町村長等への送付（第６条第１項、

第４０条）
○

� 公告及び縦覧（第７条、第４０条） ○

� 意見書の受理（第８条第１項、第４０条

）
○

� 市町村長等への意見の概要の送付（第

９条、第４０条）
○

３ 環境影響評価の実施に関すること。

� 環境影響評価の項目並びに調査、予測

及び評価の手法の選定（第１１条第１項、

第４０条）

○

� 技術的な助言を記載した書面の交付を

受けたい旨の申出（第１１条第２項、第４０

条）

○

４ 環境影響評価準備書に関すること。

� 作成（第１４条第１項、第４０条） ○

� 市町村長等への送付（第１５条、第４０条

）
○

� 公告及び縦覧（第１６条、第４０条） ○

� 説明会の開催（第１７条第１項、第４０条

）
○

� 説明会の日時、場所等の公告（第１７条

第２項、第４０条）
○

� 説明会の日時及び場所についての関係

県知事の意見の聴取（第１７条第３項、第 ○
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４０条）

� 説明会を開催することができない場合

の記載事項の周知（第１７条第４項、第４０

条）

○

� 意見書の受理（第１８条第１項、第４０条

）
○

� 市町村長等への意見の概要等の送付（

第１９条、第４０条）
○

� 関係県知事からの意見の受理（第２０条

第１項、第４０条）
○

５ 環境影響評価書に関すること。

� 準備書の記載事項の修正のための措置

（第２１条第１項、第４０条）
○

� 作成（第２１条第２項、第４０条） ○

� 免許等を行う者等への送付（第２２条第

１項、第４０条）
○

� 評価書の記載事項の修正のための措置

（第２５条第１項、第４０条）
○

	 評価書の補正（第２５条第２項、第４０条

）
○


 免許等を行う者等への評価書の送付（

第２５条第３項、第４０条）
○

� 県都市計画審議会への付議（第２５条第

３項、第４０条）
○

� 公告及び縦覧（第２７条、第４０条） ○

６ 対象事業の廃止等に関すること。

� 市町村長等への通知（第３０条第１項、

第４０条）
○

� 公告（第３０条第１項、第４０条） ○

７ 事業者等への協力の要請（第４６条） ○

１５ 愛媛県環境

影響評価条例

の施行に伴う

都市計画決定

権者としての

事務

１ 環境影響評価方法書に関すること。

� 作成（第５条第１項、第４１条、愛媛県

環境影響評価条例施行規則（以下この部

において「規則」という。）第５２条）

○

� 市町村長等への送付（第６条、第４１条

、規則第５２条）
○

� 公告及び縦覧（第７条、第４１条、規則

第５２条）
○

� 意見書の受理（第８条第１項、第４１条

、規則第５２条）
○

	 市町村長等への意見の概要の送付（第

９条、第４１条、規則第５２条）
○

２ 環境影響評価の実施等に関すること。

� 環境影響評価の項目並びに調査、予測

及び評価の手法の選定（第１１条第１項、

第４１条、規則第５２条）

○

� 技術的な助言を記載した書面の交付を

受けたい旨の申出（第１１条第２項、第４１

条、規則第５２条）

○

３ 環境影響評価準備書に関すること。

� 作成（第１３条第１項、第４１条、規則第

５２条）
○
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別表第２都市整備課の表決裁区分の欄を次のように改める。

� 市町村長等への送付（第１４条、第４１条

、規則第５２条）
○

� 公告及び縦覧（第１５条、第４１条、規則

第５２条）
○

� 説明会の開催（第１６条第１項、第４１条

、規則第５２条）
○

� 説明会の日時、場所等の公告（第１６条

第２項、第４１条、規則第５２条）
○

� 説明会の日時及び場所についての知事

の意見の聴取（第１６条第３項、第４１条、

規則第５２条）

○

� 説明会を開催することができない場合

の記載事項の周知（第１６条第４項、第４１

条、規則第５２条）

○

� 意見書の受理（第１７条第１項、第４１条

、規則第５２条）
○

� 市町村長等への意見の概要等の送付（

第１８条、第４１条、規則第５２条）
○

	 意見の概要等の公告及び縦覧（第１９条

、第４１条、規則第５２条）
○


 公述の要請（規則第２７条第３項、第５６

条）
○

４ 環境影響評価書に関すること。

� 準備書の記載事項の修正のための措置

（第２１条第１項、第４１条、規則第５２条）
○

� 作成（第２１条第２項、第４１条、規則第

５２条）
○

� 市町村長等への評価書等の送付（第２２

条、第４１条、規則第５２条）
○

� 県都市計画審議会への付議（第２２条、

第４１条、規則第５２条）
○

� 公告及び縦覧（第２３条、第４１条、規則

第５２条）
○

５ 対象事業の廃止等に関すること。

� 市町村長等への通知（第２５条第１項、

第４１条、規則第５２条）
○

� 公告（第２５条第１項、第４１条、規則第

５２条）
○

６ 事業者への協力の要請（第４２条） ○

７ 市町村等への協力の要請（第４５条） ○

決 裁 区 分

知事
専 決 者

部長 局長 課長

○

○

○

○

○

○
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別表第２建築住宅課の表を次のように改める。

組

織

名

決 裁 区 分

事務の種類 事 項
知事

専 決 者

部長 局長 課長

建

築

住

宅

課

１ 建築基準法

の施行に関す

る事務

１ 建築主事及び建築審査会に関すること。

� 市町村に建築主事を置く場合の同意（

第４条）
○

� 建築審査会に対する諮問に係る措置（

第３条第１項第３号、第４号、第４２条第

６項、第４４条第２項、第４６条第１項、第

４７条、第４８条第１３項、第５２条第９項、第

５４条の２第１項第２号、第５５条第４項、

第５６条の２第１項、第５９条第５項、第５９

条の２第２項、第６８条の４第５項、第６８

条の５第３項、第６８条の７第２項、第６

項）

○

２ 違反建築物の措置に関すること。

� 違反建築物に対する措置（第９条、第

９条の３）
○

� 保安上危険又は衛生上有害である建築

物に対する措置（第１０条）
○

� 公益上著しく支障がある建築物に対す

る措置（第１１条）
○

� 報告、検査等（第１２条） ○

３ 建築物の敷地、構造及び建築設備に関す

ること。

� 保存建築物の指定及び国宝、重要文化

財等の建築物の再現に係る認定（第３条

第１項第３号、第４号）

○

� 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告

、助言及び援助（第１４条）
○

� 建築統計の作成及び送付（第１５条） ○

� 国土交通大臣又は都道府県知事への報

告（第１６条）
○

� 特定行政庁等に対する指示等（第１７条

第３項）
○

� 道路内の建築制限許可（第４４条） ○

� 私道の変更又は廃止の禁止及び制限に

係る措置（第９条第２項、第４項、第５

項、第４５条）

○

� 壁面線の指定（第４６条） ○

	 壁面線による建築制限許可（第４７条） ○


 用途地域内の建築制限許可（第４８条、

都市計画法及び建築基準法の一部を改正

する法律（平成４年法律第８２号）附則第

４条の規定によりなおその効力を有する ○

○

○

○

○

○
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ものとされる同法第２条の規定による改

正前の建築基準法（以下この項において

「旧法」という。）第４８条）

� 卸売市場等の用途に供する特殊建築物

の許可（第５１条）
○

� 延べ面積の敷地面積に対する割合（以

下この項において「容積率」という。）

の制限許可（第５２条第６項から第８項ま

で）

○

� 第１種低層住居専用地域及び第２種低

層住居専用地域内における容積率の制限

許可（第５４条の２第１項）

○

� 第１種低層住居専用地域及び第２種低

層住居専用地域又は第１種住居専用地域

内における建築物の高さの制限許可（第

５５条、旧法第５５条）

○

� 自影による中高層建築物の高さの制限

許可（第５６条の２）
○

� 高架の工作物に設ける建築物等に対す

る高さの制限に係る適用除外の認定（第

５７条第１項）

○

� 高度利用地区における制限許可（第５９

条）
○

� 敷地内に広い空地を有する建築物の容

積率、高さの制限許可（第５９条の２）
○

	 地区計画区域内における容積率の特例

認定（第６８条の３第１項）
○


 住宅地高度利用地区計画区域内の制限

に係る適用除外の認定及び許可（第６８条

の４第１項から第４項まで）

○

� 再開発地区計画区域内の制限に係る適

用除外の認定及び許可（第６８条の５第１

項、第２項）

○

� 予定道路の指定（第６８条の７第１項） ○

 予定道路を前面道路とみなす建築物の

許可（第６８条の７第５項）
○

� 建築協定に係る措置（第７３条第１項、

第２項、第７４条、第７４条の２第２項、第

３項、第７６条、第７６条の３第２項、第３

項、第５項）

○

� 被災市街地における建築制限（第８４条

）
○

� 災害があつた場合において建築する仮

設建築物に対する特例許可（第８５条第３

項）

○

� 総合的設計による一団地の建築物の措

置（第８６条）
○

２ 建築基準法

施行令の施行

に関する事務

１ 改良便そう及び水洗便所のし尿浄化槽の

承認（第３１条、第３２条）
○

２ 学校の木造校舎の構造強度に対する承認

（第４８条）
○

３ 鉄骨加工工場の認定（第９０条、第９２条） ○

４ 用途又は構造が特殊な建築物に設ける昇

降機等の承認（第１２９条の３）
○
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５ 前面道路とみなす道路等の指定（第１３１

条の２）
○

３ 高齢者、身

体障害者等が

円滑に利用で

きる特定建築

物の建築の促

進に関する法

律の施行に関

する事務

１ 特定建築物に関すること。

� 計画の認定及び変更認定（第６条第１

項、第７条第１項）
○

� 特定建築物の計画の建築主事への通知

（第６条第５項、第７条第２項）
○

� 改善命令（第１１条） ○

� 計画の認定の取消し（第１２条）
○

４ 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 建築物の耐震改修に関すること。

� 計画の認定及び変更認定（第５条第１

項、第６条第１項）
○

� 改善命令（第８条） ○

� 計画の認定の取消し（第９条） ○

５ エネルギー

の使用の合理

化に関する法

律の施行に関

する事務

１ 建築物に係る指導及び助言（第１５条第１

項）
○

２ 特定建築物に関すること。

� 届出の受理及び指示（第１５条の２第１

項、第２項）
○

� 公表（第１５条の２第３項） ○

３ 報告の徴収及び立入検査（第２５条第４項

）
○

６ 建築士法の

施行に関する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士の免許に関す

ること。

� 免許の登録（第５条、建築士法施行細

則（以下この部において「細則」という

。）第５条）

○

� 登録事項の変更に係る措置（細則第７

条第２項）
○

� 免許証の再交付（細則第８条第２項） ○

� 免許の取消しに係る措置（第９条、細

則第１０条）
○

� 申請書及び届出書の受理（第５条の２

第１項、第２項、第９条、細則第４条、

第７条第１項、第８条第１項、第９条第

１項から第３項まで）

○

� 懲戒処分（第１０条第１項、第４項、細

則第１２条）
○

２ 二級建築士試験又は木造建築士試験に関

すること。

� 試験の実施（第１３条、第１５条の１５第１

項、第２項、第１５条の１７第５項、細則第

１７条、第１８条第１項）

○

３ 県指定試験機関に関すること。

� 指定の申請の受理（第１５条の１７第２項

、細則第１８条の２）
○

� 指定（第１５条の４第１項、第１５条の１７

）
○

� 名称等の変更の届出の受理（第１５条の

４第２項、第１５条の１７第５項、細則第１８

条の３）

○

� 名称等の変更に係る公示（第１５条の４ ○
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第３項、第１５条の１７第５項）

� 役員の選任及び解任の認可の申請の受

理（第１５条の５第１項、第１５条の１７第５

項、細則第１８条の４）

○

� 役員の選任及び解任の認可（第１５条の

５第１項、第１５条の１７第５項）
○

� 役員の解任命令（第１５条の５第２項、

第１５条の１７第５項）
○

� 試験委員の選任及び解任の届出の受理

（第１５条の６第３項、第１５条の１７第５項

、細則第１８条の５）

○

� 試験委員の解任命令（第１５条の５第２

項、第１５条の６第４項、第１５条の１７第５

項）

○

� 試験事務規程の認可及び変更認可の申

請の受理（第１５条の８第１項、第１５条の

１７第５項、細則第１８条の６）

○

� 試験事務規程の認可及び変更認可（第

１５条の２第３項、第１５条の８第１項、第

３項、第１５条の１７第５項）

○

� 試験事務規程の変更命令（第１５条の２

第３項、第１５条の８第２項、第３項、第

１５条の１７第５項）

○

	 事業計画等の認可及び変更認可の申請

の受理（第１５条の９第１項、第１５条の１７

第５項、細則第１８条の７）

○


 事業計画等の認可及び変更認可（第１５

条の９第１項、第１５条の１７第５項）
○

� 事業報告書及び収支決算書の受理（第

１５条の９第２項、第１５条の１７第５項）
○

� 監督命令（第１５条の１１、第１５条の１７第

５項）
○

 報告の徴収及び立入検査（第１５条の１２

第１項、第１５条の１７第５項）
○

� 身分証明書の交付（第１５条の１２第２項

、第１５条の１７第５項）
○

� 試験事務の休廃止の許可申請書の受理

（第１５条の１３第１項、第１５条の１７第５項

、細則第１８条の９）

○

� 試験事務の休廃止の許可（第１５条の１３

、第１５条の１７第５項）
○

� 指定の取消し等（第１５条の２第３項、

第１５条の１４、第１５条の１７第５項）
○

� 受験者の不正行為に対する措置の報告

の受理（細則第１８条第３項）
○

� 実施結果の報告の受理（細則第１８条の

８）
○

４ 建築士の業務に関すること。

� 知識及び技能の維持向上に関する措置

（第２２条第２項）
○

５ 建築士事務所に関すること。

� 登録及び登録の拒否（第２３条の３、第

２３条の４）
○

� 登録の変更（第２３条の５） ○
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� 登録の抹消（第２３条の７） ○

� 登録簿の閲覧（第２３条の８） ○

� 監督処分（第２６条第１項、第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第２６条の２

第１項）
○

７ 宅地建物取

引業法の施行

に関する事務

１ 宅地建物取引業者の免許に関すること。

� 免許に係る措置（第３条第１項、第５

条第２項、宅地建物取引業法施行規則（

以下この部において「省令」という。）

第４条の５第２項）

○

� 免許証の交付（第６条） ○

� 免許証の書換え交付（省令第４条の２

第１項）
○

� 免許証の再交付（省令第４条の３第１

項）
○

� 宅地建物取引業者名簿（以下この部に

おいて「名簿」という。）への登載（第

８条）

○

� 変更の届出の受理（第９条、愛媛県宅

地建物取引業法施行細則第３条）
○

� 名簿等の閲覧（第１０条） ○

� 名簿の訂正（省令第５条の４） ○

	 廃業等の届出の受理（第１１条第１項） ○


 名簿の消除（省令第６条第１項） ○

２ 宅地建物取引主任者資格試験に関するこ

と。

� 試験の実施（第１６条、第１６条の１７第１

項、第３項、第１７条第１項、省令第１０条

第２項、第１１条第１項、第１２条第１項、

第１３条）

○

� 試験事務の委任（第１６条の２第１項、

第１６条の５第１項）
○

� 試験事務の委任の撤回（第１６条の１６） ○

３ 指定試験機関に関すること。

� 変更の届出に係る措置（第１６条の５第

２項、第３項）
○

� 試験事務規程の変更についての意見の

通知（第１６条の９第２項）
○

� 事業計画及び収支予算についての意見

の通知（第１６条の１０第２項）
○

� 事業報告書及び収支決算書の受理（第

１６条の１０第３項）
○

� 試験事務の実施結果の報告の受理（省

令第１３条の１１）
○

� 合格の取消し等の報告の受理（省令第

１３条の１４）
○

� 必要な措置の指示（第１６条の１２第２項

）
○

� 報告の徴収及び立入検査（第１６条の１３

第２項）
○

	 身分証明書の交付（第１６条の１３第３項

）
○


 試験事務の休廃止の国土交通大臣の許
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可についての意見の具申（第１６条の１４第

３項）

○

４ 宅地建物取引主任者資格登録に関するこ

と。

� 登録に係る措置（第１８条、省令第１４条

の４）
○

� 登録の移転に係る措置（第１９条の２、

省令第１４条の６）
○

� 変更の登録に係る措置（第２０条、省令

第１４条の７第２項）
○

� 死亡等の届出の受理（第２１条） ○

� 登録の消除に係る措置（第２２条、省令

第１４条の８）
○

５ 宅地建物取引主任者証に関すること。

� 交付（第２２条の２第１項、第５項） ○

� 指定講習の指定（第２２条の２第２項） ○

� 書換え交付（省令第１４条の１３） ○

� 再交付（省令第１４条の１５第１項から第

３項まで）
○

� 有効期間の更新（第２２条の３第１項） ○

６ 営業保証金に関すること。

� 供託の届出の受理（第２５条第４項、第

２６条第２項、第２８条第２項、第６４条の１５

、第６４条の２３）

○

� 供託の届出の催告（第２５条第６項） ○

� 保管替え等の届出の受理（省令第１５条

の４第１項）
○

� 変換の届出の受理（省令第１５条の４の

２第１項）
○

� 供託金の還付による不足額の通知（宅

地建物取引業者営業保証金規則（以下こ

の項において「営則」という。）第３条

）

○

� 申出書の受理（営則第８条第１項第３

号、第２項第３号）
○

� 公告の届出の受理（営則第８条第３項

）
○

� 証明書等の交付（営則第９条） ○

７ 宅地建物取引業者の業務に関すること。

� 業務を行う場所の届出の受理（第５０条

第２項）
○

８ 宅地建物取引業保証協会に関すること。

� 社員の加入等の報告の受理（第６４条の

４第２項）
○

� 弁済業務保証金の供託の届出の受理（

第２５条第４項、第６４条の７第３項、第６４

条の８第４項）

○

� 社員である旨等の証明（宅地建物取引

業保証協会弁済業務保証金規則第５条各

号）

○

９ 監督に関すること。

� 指示及び業務の停止命令（第６５条、第

７０条第１項、第２項）
○
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� 免許の取消し（第２５条第７項、第６６条

、第６７条、第７０条第１項）
○

� 宅地建物取引主任者の事務の禁止及び

登録の消除（第６８条、第６８条の２、第７０

条第３項）

○

� 業務の指導、助言及び勧告（第７１条） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第７２条第１

項、第２項）
○

� 違反容疑の通知（省令第２８条） ○

１０ 経由書類の進達に関すること。（第４条

第１項、第１９条の２、省令第４条の２第２

項、第４条の３第３項、第４条の４第３項

、第４条の５、第５条の３第３項、第１５条

の３、第２６条の４の２）

○

８ 積立式宅地

建物販売業法

の施行に関す

る事務

１ 積立式宅地建物販売業者の許可に関する

こと。

� 許可に係る措置（第３条、第７条） ○

２ 積立金等保全措置についての権利の実行

に関すること。

� 権利の調査、確認書の交付、配当表の

作成に関する措置（第３１条）
○

３ 監督に関すること。

� 改善命令（第４２条） ○

� 契約の締結の禁止命令（第４３条） ○

� 業務の停止及び許可の取消し（第４４条

、第４５条）
○

� 業務の指導、助言及び勧告（第４８条） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第５０条、第

５１条）
○

９ 不動産特定

共同事業法の

施行に関する

事務

１ 不動産特定共同事業の許可に関すること

。

� 許可（第３条第１項） ○

� 許可条件の変更（第４条第４項） ○

� 主務大臣への許可申請書の進達（第５

条第１項、第８条第１項）
○

２ 業務の種別及び不動産特定共同事業契約

約款の変更等並びに事務所の追加設置の認

可（第９条）

○

３ 許可申請書記載事項の変更の届出及び廃

棄等の届出の受理（第１０条、第１１条第１項

）

○

４ 監督に関すること。

� 事業報告書の受理（第３３条） ○

� 指示、業務の停止命令及び業務管理者

の解任命令（第３４条第１項、第２項、第

３５条第１項、第２項、第３７条第１項、第

２項、第３８条）

○

� 主務大臣又は他の都道府県知事への報

告又は通知（第３４条第３項、第３５条第３

項、第３７条第３項）

○

� 許可の取消し（第３６条、第３８条） ○

� 業務の指導、助言及び勧告（第３９条） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第４０条第１ ○
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項）

１０ 愛媛県持家

住宅建設資金

貸付けに関す

る事務

１ 貸付原資の預託に関すること。

○

１１ 住宅地区改

良法の施行に

関する事務

１ 改良地区の指定申請に係る意見及び進達

（第４条）
○

２ 地区内の建築行為等の制限許可（第９条

）
○

３ 測量及び調査のための土地の立入り（第

２０条）
○

４ 土地の試掘等の許可（第２１条） ○

５ 損失の補償に関する協議（第２３条） ○

６ 市町村に対する勧告等（第３４条） ○

１２ 公営住宅法

の施行に関す

る事務

１ 公営住宅の計画的な整備（第６条） ○

２ 公営住宅監理員の任命（第３３条第２項） ○

３ 公営住宅建替計画の作成（第３７条） ○

４ 公営住宅又は共同施設の処分（第４４条第

１項から第３項まで）
○

５ 事業主体の変更（第４６条第１項） ○

６ 公営住宅及び共同施設の整備、管理等に

ついて事業主体に対する指導監督（第４８条

）

○

１３ 特定優良賃

貸住宅の供給

の促進に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 供給計画に関すること。

� 認定（第２条第１項、第４条） ○

� 変更の認定（第４条、第５条） ○

� 認定の取消し（第４条、第１１条） ○

２ 認定事業者に関すること。

� 助言及び指導（第７条） ○

� 報告の徴収（第８条） ○

� 改善命令（第１０条） ○

３ 賃貸住宅の建設（第１８条第１項） ○

１４ 愛媛県県営

住宅管理条例

の施行に関す

る事務

１ 県営住宅の設置（第２条の２） ○

２ 入居者の募集（第３条、第２３条の１６） ○

３ 家賃の決定及び変更（第９条、第２１条の

６、第２１条の７、第２３条の１４）
○

４ 敷金等の運用（第１４条、第２３条の１６） ○

５ 県営住宅の明渡し請求（第２１条の２、第

２１条の５、第２３条、第２３条の１６）
○

６ 不正行為により家賃徴収を免れた者に対

する処分（第２６条）
○

１５ 愛媛県県営

住宅管理条例

施行規則の施

行に関する事

務

１ 愛媛県県営住宅管理条例第９条第２項の

知事の定める数値の告示（第８条）
○

２ 特定公共賃貸住宅の家賃の告示（第１２条

の２）
○

３ 立入検査証の発行（第１４条） ○

１６ 都市再開発

法の施行に関

する事務（市

街地再開発組

合に係るもの

１ 規準又は規約及び事業計画の認可（第７

条の９第１項）
○

２ 規準若しくは規約又は事業計画の変更の

認可（第７条の１６第１項）
○

３ 施行者の変動の認可（第７条の１７第３項 ○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

に限る。） ）

４ 第１種市街地再開発事業の終了の認可（

第７条の２０第１項）
○

５ 市街地再開発組合の設立認可（第１１条第

１項）
○

６ 市街地再開発組合の設立認可についての

市町村長の意見聴取（第１１条第２項）
○

７ 権利者からの意見書による事業計画の修

正命令又は不採択の場合の通知（第１６条第

３項、第３８条第２項）

○

８ 定款又は事業計画の変更の認可（第３８条

第１項）
○

９ 賦課金滞納処分の認可（第４１条第３項） ○

１０ 解散の認可（第４５条第３項） ○

１１ 決算報告書の承認（第４９条） ○

１２ 測量及び調査のための立入り等の許可（

第６０条第１項）
○

１３ 権利変換計画の決定及び変更の認可（第

７２条第１項、第３項）
○

１４ 事業代行開始の決定（第１１２条） ○

１５ 事業代行者の決定（第１１４条） ○

１６ 知事が事業代行者であつた場合の組合の

財産の処分及び債務の弁済に関する計画の

承認（第１１７条第３項）

○

１７ 勧告、助言又は報告の徴収及び措置命令

（第１２４条）
○

１８ 事業又は会計の状況の検査及び当該検査

に基づく措置命令（第１２４条の２第１項、

第１２５条第１項から第３項まで）

○

１９ 認可の取消し（第１２４条の２第２項、第

１２５条第４項）
○

２０ 総会の招集、組合員投票の付与及び総会

等の議決、選挙又は投票の取消し（第１２５

条第６項から第８項まで）

○

２１ 建物の区分所有等に関する管理規約の認

可（第１３３条第１項）
○

１７ 地方住宅供

給公社法の施

行に関する事

務

１ 定款及び業務方法書の変更認可（第５条

、第２６条）
○

２ 事業計画及び資金計画の承認（第２７条） ○

３ 積立分譲住宅の譲渡の対価の承認（地方

住宅供給公社法施行規則（以下この部にお

いて「省令」という。）第６条第２項）

○

４ 一般分譲住宅の譲渡の対価の承認（省令

第１１条）
○

５ 宅地の譲渡の対価の承認（省令第２０条第

３項）
○

１８ 住宅建設計

画法の施行に

関する事務

１ 住宅建設５箇年計画の作成（第６条）

○
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